
議案第 20 号

伊勢市表彰条例の一部改正について

伊勢市表彰条例の一部を改正する条例を次のように提出する。

令和６年２月 19 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

記
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伊勢市条例第 号

伊勢市表彰条例の一部を改正する条例

伊勢市表彰条例（平成 17 年伊勢市条例第 214 号）の一部を次のように

改正する。

第 10 条第１号を次のように改める。

(1) 伊勢市民功労賞は、次のア又はイに掲げる表彰事由の区分に応じ、

当該ア又はイに定める場合は、重ねて表彰することができる。

ア 第３条第１号に規定する表彰事由 異なる表彰事由に該当する場

合

イ 第３条第２号又は第３号に規定する表彰事由 その功績が特に顕

著であると認められる場合

第 10 条に次の１号を加える。

(3) 伊勢市民栄誉賞は、異なる表彰事由に該当する場合は、重ねて表彰

することができる。

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（説 明）

これは、伊勢市民功労賞について、再表彰をすることができる範囲

を拡大するため、条例を改正しようとするものである。
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（参考）

改正後 改正前

第1条～第9条 略 第1条～第9条 略

(再表彰) (再表彰)

第10条 既にこの条例の定めるところにより

表彰を受けたものの再表彰については、次

の各号に定めるところによる。

第10条 既にこの条例の定めるところにより

表彰を受けたものの再表彰については、次

の各号に定めるところによる。

(1) 伊勢市民功労賞は、次のア又はイに掲

げる表彰事由の区分に応じ、当該ア又は

イに定める場合は、重ねて表彰すること

ができる。

(1) 伊勢市民功労賞及び伊勢市民栄誉賞

は、異なる表彰事由に該当するときは、

重ねて表彰することができる。

ア 第3条第1号に規定する表彰事由 異

なる表彰事由に該当する場合

イ 第3条第2号又は第3号に規定する表

彰事由 その功績が特に顕著であると

認められる場合

(2) 伊勢市民文化賞及び伊勢市民スポー

ツ賞は、重ねて同一の表彰をすることが

できる。

(2) 伊勢市民文化賞及び伊勢市民スポー

ツ賞は、重ねて同一の表彰をすることが

できる。

(3) 伊勢市民栄誉賞は、異なる表彰事由に

該当する場合は、重ねて表彰することが

できる。

第11条・第12条 略 第11条・第12条 略
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議案第 21 号

伊勢市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例の一部改正について

伊勢市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の

一部を改正する条例を次のように提出する。

令和６年２月 19 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

記
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伊勢市条例第 号

伊勢市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例の一部を改正する条例

伊勢市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

（平成27年伊勢市条例第32号）の一部を次のように改正する。

第３条第１項中「法別表第２の第２欄に掲げる事務」を「特定個人番号

利用事務」に改め、同条第３項中「法別表第２の第２欄に掲げる事務」を

「特定個人番号利用事務」に、「同表の第４欄に掲げる特定個人情報」を

「利用特定個人情報」に改め、同項ただし書中「当該特定個人情報」を

「当該利用特定個人情報」に改める。

附 則

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第48号）の施行の

日から施行する。

（説 明）

これは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律等の一部を改正する法律による行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、

所要の規定の整備を行うため、条例を改正しようとするものである。
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（参考）

改正後 改正前

第1条・第2条 略 第1条・第2条 略

(個人番号の利用) (個人番号の利用)

第3条 法第9条第2項の条例で定める事務

は、別表第1の左欄に掲げる市の機関が行

う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左

欄に掲げる市の機関が行う同表の中欄に

掲げる事務及び市の機関が行う特定個人

番号利用事務とする。

第3条 法第9条第2項の条例で定める事務

は、別表第1の左欄に掲げる市の機関が行

う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左

欄に掲げる市の機関が行う同表の中欄に

掲げる事務及び市の機関が行う法別表第2

の第2欄に掲げる事務とする。

2 略 2 略

3 市の機関は、特定個人番号利用事務を処

理するために必要な限度で、利用特定個人

情報であって当該機関が保有するものを

利用することができる。ただし、法の規定

により、情報提供ネットワークシステムを

使用して他の個人番号利用事務実施者か

ら当該利用特定個人情報の提供を受ける

ことができる場合は、この限りでない。

3 市の機関は、法別表第2の第2欄に掲げる

事務を処理するために必要な限度で、同表

の第4欄に掲げる特定個人情報であって当

該機関が保有するものを利用することが

できる。ただし、法の規定により、情報提

供ネットワークシステムを使用して他の

個人番号利用事務実施者から当該特定個

人情報の提供を受けることができる場合

は、この限りでない。

第4条～第6条 略 第4条～第6条 略
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議案第 22 号

伊勢市監査委員条例及び市長等の伊勢市に対する損害賠償責任の一

部免責に関する条例の一部改正について

伊勢市監査委員条例及び市長等の伊勢市に対する損害賠償責任の一部免

責に関する条例の一部を改正する条例を次のように提出する。

令和６年２月 19 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

記
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伊勢市条例第 号

伊勢市監査委員条例及び市長等の伊勢市に対する損害賠償責任の一

部免責に関する条例の一部を改正する条例

（伊勢市監査委員条例の一部改正）

第１条 伊勢市監査委員条例（平成17年伊勢市条例第10号）の一部を次の

ように改正する。

第８条中「第243条の２の２第３項」を「第243条の２の８第３項」に

改める。

（市長等の伊勢市に対する損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部

改正）

第２条 市長等の伊勢市に対する損害賠償責任の一部免責に関する条例

（令和２年伊勢市条例第５号）の一部を次のように改正する。

第１条中「第243条の２第１項」を「第243条の２の７第１項」に、

「第243条の２の２第３項」を「第243条の２の８第３項」に改める。

第２条中「第173条第１項第１号」を「第173条の４第１項第１号」に

改める。

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（説 明）

これは、地方自治法の一部改正及び地方自治法施行令等の一部を改

正する政令による地方自治法施行令の一部改正に伴い、所要の規定の

整備を行うため、関係する条例を改正しようとするものである。
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（参考）

伊勢市監査委員条例（第１条関係）

市長等の伊勢市に対する損害賠償責任の一部免責に関する条例（第２条関係）

改正後 改正前

第1条～第7条 略 第1条～第7条 略

(賠償責任の監査等) (賠償責任の監査等)

第8条 法第243条の2の8第3項(地方公営企

業法第34条において準用する場合を含

む。)の規定により監査並びに職員の賠償

責任の有無及び賠償額の決定を求められ

たときは、監査委員は、その日から15日以

内にその結果を市長又は公営企業の管理

者に報告しなければならない。

第8条 法第243条の2の2第3項(地方公営企

業法第34条において準用する場合を含

む。)の規定により監査並びに職員の賠償

責任の有無及び賠償額の決定を求められ

たときは、監査委員は、その日から15日以

内にその結果を市長又は公営企業の管理

者に報告しなければならない。

第9条～第13条 略 第9条～第13条 略

改正後 改正前

(趣旨) (趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法

律第67号)第243条の2の7第1項の規定に基

づき、市長若しくは市の委員会の委員若し

くは委員又は市の職員(同法第243条の2の

8第3項の規定による賠償の命令の対象と

なる者を除く。以下同じ。)(以下「市長等」

という。)の市に対する損害を賠償する責

任の一部を免れさせることに関し必要な

事項を定めるものとする。

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法

律第67号)第243条の2第1項の規定に基づ

き、市長若しくは市の委員会の委員若しく

は委員又は市の職員(同法第243条の2の2

第3項の規定による賠償の命令の対象とな

る者を除く。以下同じ。)(以下「市長等」

という。)の市に対する損害を賠償する責

任の一部を免れさせることに関し必要な

事項を定めるものとする。

(損害賠償責任の一部免責) (損害賠償責任の一部免責)

第2条 市長等は、市に対する損害を賠償す

る責任を、市長等が職務を行うにつき善意

でかつ重大な過失がないときは、市長等が

賠償の責任を負う額から、市長等に係る基

準給与年額(地方自治法施行令(昭和22年

政令第16号)第173条の4第1項第1号に規定

する普通地方公共団体の長等の基準給与

年額をいう。)に、次の各号に掲げる市長等

の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じ

て得た額を控除して得た額について免れ

る。

第2条 市長等は、市に対する損害を賠償す

る責任を、市長等が職務を行うにつき善意

でかつ重大な過失がないときは、市長等が

賠償の責任を負う額から、市長等に係る基

準給与年額(地方自治法施行令(昭和22年

政令第16号)第173条第1項第1号に規定す

る普通地方公共団体の長等の基準給与年

額をいう。)に、次の各号に掲げる市長等の

区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて

得た額を控除して得た額について免れる。

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略
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議案第 23 号

伊勢市附属機関条例の一部改正について

伊勢市附属機関条例の一部を改正する条例を次のように提出する。

令和６年２月 19 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

記
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伊勢市条例第 号

伊勢市附属機関条例の一部を改正する条例

伊勢市附属機関条例（平成29年伊勢市条例第２号）の一部を次のように

改正する。

別表第１市長の部名勝二見浦保存管理計画運営委員会の項中「関するこ

と」の次に「（名勝二見浦保存活用計画策定委員会の所掌に属するものを除

く。）」を加え、同項の次に次のように加える。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部改正）

２ 伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

（平成17年伊勢市条例第36号）の一部を次のように改正する。

別表名勝二見浦保存管理計画運営委員会の委員、臨時委員及び専門委

員の項の次に次のように加える。

名勝二見浦

保存活用計

画策定委員

会

名勝二見浦の保

存活用計画の策

定に関する事項

についての調査

審議に関するこ

と。

15 人以

内

(1) 学 識 経

験を有する

者

(2) 地 域 住

民

(3) そ の 他

市長が必要

と認める者

委嘱さ

れ、又

は任命

された

日から

調査審

議が終

了した

日まで
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（説 明）

これは、附属機関を新たに設置するため、条例を改正しようとする

ものである。

名勝二見浦保存活用計画策定委員会の委 日額 10,000円

員及び臨時委員
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（参考）

改正後 改正前

第1条 略 第1条 略

(設置) (設置)

第2条 別表第1の第1欄に掲げる執行機関等

(市長(公営企業の管理者の職務を行う市

長を含む。以下同じ。)、教育委員会又は

公営企業の管理者をいう。以下同じ。)の

附属機関として、同表の第2欄に掲げる附

属機関を置く。

第2条 別表第1の第1欄に掲げる執行機関等

(市長(公営企業の管理者の職務を行う市

長を含む。以下同じ。)、教育委員会又は

公営企業の管理者をいう。以下同じ。)の

附属機関として、同表の第2欄に掲げる附

属機関を置く。

2 略 2 略

(所掌事務) (所掌事務)

第3条 附属機関が所掌する事務は、別表第

1の第3欄又は別表第2の第2欄に掲げると

おりとする。

第3条 附属機関が所掌する事務は、別表第

1の第3欄又は別表第2の第2欄に掲げると

おりとする。

(組織) (組織)

第4条 附属機関の委員その他の構成員(以

下「委員等」という。)の定数は、別表第

1の第4欄又は別表第2の第3欄に掲げると

おりとする。

第4条 附属機関の委員その他の構成員(以

下「委員等」という。)の定数は、別表第

1の第4欄又は別表第2の第3欄に掲げると

おりとする。

2・3 略 2・3 略

(委員等の任命) (委員等の任命)

第5条 委員等は、別表第1の第5欄又は別表

第2の第4欄に掲げる者のうちから、執行

機関等が委嘱し、又は任命する。

第5条 委員等は、別表第1の第5欄又は別表

第2の第4欄に掲げる者のうちから、執行

機関等が委嘱し、又は任命する。

2 臨時委員等は、当該特別の事項に関し知

識経験を有する者のうちから、執行機関

等が委嘱し、又は任命する。

2 臨時委員等は、当該特別の事項に関し知

識経験を有する者のうちから、執行機関

等が委嘱し、又は任命する。

3 専門委員等は、当該専門の事項に関し知

識経験を有する者のうちから、執行機関

等が委嘱し、又は任命する。

3 専門委員等は、当該専門の事項に関し知

識経験を有する者のうちから、執行機関

等が委嘱し、又は任命する。

(委員等の任期等) (委員等の任期等)

第6条 委員等の任期は、別表第1の第6欄又

は別表第2の第5欄に掲げるとおりとす

る。ただし、補欠の委員等の任期は、前

任者の残任期間とする。

第6条 委員等の任期は、別表第1の第6欄又

は別表第2の第5欄に掲げるとおりとす

る。ただし、補欠の委員等の任期は、前

任者の残任期間とする。

2～4 略 2～4 略

第7条～第9条 略 第7条～第9条 略

別表第1(第2条―第6条関係) 別表第1(第2条―第6条関係)

執

行

機

関

附属機

関

所掌事務 定

数

構成 任期 執

行

機

関

附属機

関

所掌事務 定

数

構成 任期
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等

市

長

スマー

トシテ

ィ伊勢

推進構

想策定

委員会

略 略 略 略

伊勢市

行政改

革推進

委員会

略 略 略 略

伊勢市

まち・

ひと・

しごと

創生会

議

略 略 略 略

伊勢志

摩定住

自立圏

共生ビ

ジョン

懇談会

略 略 略 略

名勝二

見浦保

存管理

計画運

営委員

会

名勝二見

浦 の 保

存、管理

及び活用

に関する

重要事項

について

の調査審

議に関す

る こ と

( 名 勝 二

見浦保存

活用計画

策定委員

会の所掌

に属する

ものを除

く。)。

7 人

以

内

(1) 学

識 経

験 を

有 す

る者

(2) 関

係 行

政 機

関 の

職員

(3) 地

域 住

民

(4) そ

の 他

市 長

が 必

要 と

認 め

る者

2年

名勝二

見浦保

存活用

名勝二見

浦の保存

活用計画

15

人

以

(1) 学

識 経

験 を

委嘱

さ

れ、

等

市

長

スマー

トシテ

ィ伊勢

推進構

想策定

委員会

略 略 略 略

伊勢市

行政改

革推進

委員会

略 略 略 略

伊勢市

まち・

ひと・

しごと

創生会

議

略 略 略 略

伊勢志

摩定住

自立圏

共生ビ

ジョン

懇談会

略 略 略 略

名勝二

見浦保

存管理

計画運

営委員

会

名勝二見

浦 の 保

存、管理

及び活用

に関する

重要事項

について

の調査審

議に関す

ること。

7 人

以

内

(1) 学

識 経

験 を

有 す

る者

(2) 関

係 行

政 機

関 の

職員

(3) 地

域 住

民

(4) そ

の 他

市 長

が 必

要 と

認 め

る者

2年
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計画策

定委員

会

の策定に

関する事

項につい

ての調査

審議に関

す る こ

と。

内 有 す

る者

(2) 地

域 住

民

(3) そ

の 他

市 長

が 必

要 と

認 め

る者

又は

任命

され

た日

から

調査

審議

が終

了し

た日

まで

旧賓日

館保存

整備委
略 略 略 略

員会

旧賓日

館保存

活用計

画策定

委員会

略 略 略 略

伊勢う

どん調

査研究

委員会

略 略 略 略

伊勢市

造船資

料保存

調査委

略 略 略 略

員

伊勢市

郷土資

料館基

本計画
略 略 略 略

策定委

員会

伊勢市

美術展

覧会運

営委員

会

略 略 略 略

伊勢市

美術展

覧会審

査委員

会

略 略 略 略

旧賓日

館保存

整備委
略 略 略 略

員会

旧賓日

館保存

活用計

画策定

委員会

略 略 略 略

伊勢う

どん調

査研究

委員会

略 略 略 略

伊勢市

造船資

料保存

調査委

略 略 略 略

員

伊勢市

郷土資

料館基

本計画

策定委

員会

略 略 略 略

伊勢市

美術展

覧会運

営委員

会

略 略 略 略

伊勢市

美術展

覧会審

査委員

会

略 略 略 略
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伊勢市

市民公

益活動

促進委

員会

略 略 略 略

伊勢市

人権映

画祭実

行委員

会

略 略 略 略

伊勢市

人権映

画祭選

考委員

会

略 略 略 略

伊勢市

予防接

種健康

被害調

査委員

会

略 略 略 略

伊勢市

ケアプ

ラン点

検委員

会

略 略 略 略

伊勢市

高齢者

虐待防

止対策

委員会

略 略 略 略

伊勢市

地域福

祉計画

推進委

員会

略 略 略 略

伊勢市

災害義

援金配

分委員

会

略 略 略 略

伊勢市

老人ホ

ーム入

所判定

委員会

略 略 略 略

伊勢市

市民公

益活動

促進委

員会

略 略 略 略

伊勢市

人権映

画祭実

行委員

会

略 略 略 略

伊勢市

人権映

画祭選

考委員

会

略 略 略 略

伊勢市

予防接

種健康

被害調

査委員

会

略 略 略 略

伊勢市

ケアプ

ラン点

検委員

会

略 略 略 略

伊勢市

高齢者

虐待防

止対策

委員会

略 略 略 略

伊勢市

地域福

祉計画

推進委

員会

略 略 略 略

伊勢市

災害義

援金配

分委員

会

略 略 略 略

伊勢市

老人ホ

ーム入

所判定

委員会

略 略 略 略
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伊勢市

避難行

動要支

援者避

難支援

対策会

議

略 略 略 略

伊勢市

新産業

創出支

援事業

審査委

員会

略 略 略 略

伊勢市

創業・

移転促

進事業

審査委

員会

略 略 略 略

伊勢市

農村振

興基本

計画策

定委員

会

略 略 略 略

伊勢市

農業振

興地域

整備促

進協議

会

略 略 略 略

伊勢市

地域計

画検討

委員会

略 略 略 略

伊勢市

地産地

消の店

認定委

員会

略 略 略 略

伊勢市

農業次

世代人

材投資

事業評

価会

略 略 略 略

伊勢市

避難行

動要支

援者避

難支援

対策会

議

略 略 略 略

伊勢市

新産業

創出支

援事業

審査委

員会

略 略 略 略

伊勢市

創業・

移転促

進事業

審査委

員会

略 略 略 略

伊勢市

農村振

興基本

計画策

定委員

会

略 略 略 略

伊勢市

農業振

興地域

整備促

進協議

会

略 略 略 略

伊勢市

地域計

画検討

委員会

略 略 略 略

伊勢市

地産地

消の店

認定委

員会

略 略 略 略

伊勢市

農業次

世代人

材投資

事業評

価会

略 略 略 略
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伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（附則第２項関係）

改正後 改正前

第1条 略 第1条 略

(報酬) (報酬)

第2条 非常勤の職員に支給する報酬の額

は、別表のとおりとする。

第2条 非常勤の職員に支給する報酬の額

は、別表のとおりとする。

2・3 略 2・3 略

第3条～第7条 略 第3条～第7条 略

別表(第2条関係) 別表(第2条関係)

区分 報酬の額

教育委員会の委員 略 略

選挙管理委員会の委員長 略 略

選挙管理委員会の委員 略 略

公平委員会の委員 略 略

代表監査委員 略 略

監査委員(識見を有する

者のうちから選任された

者)

略 略

区分 報酬の額

教育委員会の委員 略 略

選挙管理委員会の委員長 略 略

選挙管理委員会の委員 略 略

公平委員会の委員 略 略

代表監査委員 略 略

監査委員(識見を有する

者のうちから選任された

者)

略 略

別表第2 略 別表第2 略

伊勢市

観光振

興基本

計画推

進委員

略 略 略 略

会

伊勢市

上下水

道事業
略 略 略 略

審議会

教

育

委

員

会

略 略 略 略 略

略 略 略 略 略

略 略 略 略 略

略 略 略 略 略

略 略 略 略 略

略 略 略 略 略

略 略 略 略 略

病

院

事

業

管

理

者

略 略 略 略 略

略 略 略 略 略

略 略 略 略 略

伊勢市

観光振

興基本

計画推

進委員

略 略 略 略

会

伊勢市

上下水

道事業

審議会

略 略 略 略

教

育

委

員

会

略 略 略 略 略

略 略 略 略 略

略 略 略 略 略

略 略 略 略 略

略 略 略 略 略

略 略 略 略 略

略 略 略 略 略

病

院

事

業

管

理

者

略 略 略 略 略

略 略 略 略 略

略 略 略 略 略
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監査委員(議員のうちか

ら選任された者)
略 略

農業委員会の会長 略 略

農業委員会の会長職務代

理者
略 略

農業委員会の委員 略 略

農地利用最適化推進委員 略 略

固定資産評価審査委員会

の委員
略 略

情報公開審査会の委員 略 略

休日・夜間応急診療所運

営委員会の委員及び臨時

委員

略 略

介護認定審査会の会長、

合議体の長及びこれらの 略 略

職務を代理した委員

介護認定審査会の委員 略 略

障害者介護給付費等の支

略 略

給に関する審査会の会

長、合議体の長及びこれ

らの職務を代理した委員

障害者介護給付費等の支

給に関する審査会の委員

いじめ問題調査委員会の

委員
略 略

行政不服審査会の委員 略 略

教育支援委員会の委員、

臨時委員及び専門委員 略 略

特別支援教育推進会議の

会長及び会長職務代理者
略 略

特別支援教育推進会議の

委員、臨時委員及び専門

委員

略 略

学校運営協議会の委員 略 略

学校評議員 略 略

いじめ問題対策委員会の

委員及び臨時委員
略 略

社会教育委員 略 略

名勝二見浦保存管理計画

運営委員会の委員長及び

副委員長

略 略

名勝二見浦保存管理計画

運営委員会の委員、臨時

委員及び専門委員

略 略

名勝二見浦保存活用計画 日 10,000円

監査委員(議員のうちか

ら選任された者)
略 略

農業委員会の会長 略 略

農業委員会の会長職務代

理者
略 略

農業委員会の委員 略 略

農地利用最適化推進委員 略 略

固定資産評価審査委員会

の委員
略 略

情報公開審査会の委員 略 略

休日・夜間応急診療所運

営委員会の委員及び臨時

委員

略 略

介護認定審査会の会長、

合議体の長及びこれらの 略 略

職務を代理した委員

介護認定審査会の委員 略 略

障害者介護給付費等の支

略 略

給に関する審査会の会

長、合議体の長及びこれ

らの職務を代理した委員

障害者介護給付費等の支

給に関する審査会の委員

いじめ問題調査委員会の

委員
略 略

行政不服審査会の委員 略 略

教育支援委員会の委員、

臨時委員及び専門委員 略 略

特別支援教育推進会議の

会長及び会長職務代理者
略 略

特別支援教育推進会議の

委員、臨時委員及び専門

委員

略 略

学校運営協議会の委員 略 略

学校評議員 略 略

いじめ問題対策委員会の

委員及び臨時委員
略 略

社会教育委員 略 略

名勝二見浦保存管理計画

運営委員会の委員長及び

副委員長

略 略

名勝二見浦保存管理計画

運営委員会の委員、臨時

委員及び専門委員

略 略
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策定委員会の委員及び臨

時委員

額

旧賓日館保存整備委員会

の委員
略 略

旧賓日館保存活用計画策

定委員会の委員
略 略

伊勢うどん調査研究委員

会の委員
略 略

美術展覧会審査委員会の

委員
略 略

市立伊勢総合病院院内事

故調査委員会の委員
略 略

その他附属機関の委員そ

の他の構成員
略 略

休日・夜間応急診療所の

管理者
略 略

スポーツ推進委員 略 略

いじめ問題対策連絡協議

会の委員
略 略

選挙長 略 略

投票所の投票管理者 略 略

期日前投票所の投票管理

者
略 略

開票管理者 略 略

選挙立会人 略 略

投票所の投票立会人 略 略

期日前投票所の投票立会

人
略 略

指定病院等の不在者投票
略 略

立会人

開票立会人 略 略

選挙管理委員補充員 略 略

旧賓日館保存整備委員会

の委員
略 略

旧賓日館保存活用計画策

定委員会の委員
略 略

伊勢うどん調査研究委員

会の委員
略 略

美術展覧会審査委員会の

委員
略 略

市立伊勢総合病院院内事

故調査委員会の委員
略 略

その他附属機関の委員そ

の他の構成員
略 略

休日・夜間応急診療所の

管理者
略 略

スポーツ推進委員 略 略

いじめ問題対策連絡協議

会の委員
略 略

選挙長 略 略

投票所の投票管理者 略 略

期日前投票所の投票管理

者
略 略

開票管理者 略 略

選挙立会人 略 略

投票所の投票立会人 略 略

期日前投票所の投票立会

人
略 略

指定病院等の不在者投票
略 略

立会人

開票立会人 略 略

選挙管理委員補充員 略 略
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議案第24号

伊勢市子ども家庭支援ネットワーク条例の一部改正について

伊勢市子ども家庭支援ネットワーク条例の一部を改正する条例を次のよ

うに提出する。

令和６年２月19日

伊勢市長 鈴 木 健 一

記
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伊勢市条例第 号

伊勢市子ども家庭支援ネットワーク条例の一部を改正する条例

伊勢市子ども家庭支援ネットワーク条例（平成29年伊勢市条例第４号）

の一部を次のように改正する。

第１条第２項中「要保護児童対策地域協議会」の次に「及び配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成13年法律第31号）第

５条の２第１項に規定する協議会」を加える。

第２条第５項中「（平成13年法律第31号）」を削る。

第３条各号列記以外の部分中「第25条の２第２項」の次に「及び配偶者

からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第５条の２第３項」を

加え、同条第２号中「保護」の次に「（被害者の自立を支援することを含む。

以下同じ。）」を加え、同条第４号を削る。

第４条第２項第１号中「児童福祉」を「福祉」に改め、同項中第３号を

第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。

(3) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関連する職務に従事す

る者

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（説 明）

これは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

の一部改正に伴い、伊勢市子ども家庭支援ネットワークを同法に基づ

く法定協議会として位置付けるとともに、被害者の保護に被害者の自

立を支援することを含むこととするため、条例を改正しようとするも

のである。
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（参考）

改正後 改正前

(設置) (設置)

第1条 市長の附属機関として、伊勢市子ども

家庭支援ネットワーク(以下「ネットワー

ク」という。)を置く。

第1条 市長の附属機関として、伊勢市子ども

家庭支援ネットワーク(以下「ネットワー

ク」という。)を置く。

2 ネットワークは、児童福祉法(昭和22年法

律第164号)第25条の2第1項に規定する要保

護児童対策地域協議会及び配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護等に関する法律

(平成13年法律第31号)第5条の2第1項に規

定する協議会とする。

2 ネットワークは、児童福祉法(昭和22年法

律第164号)第25条の2第1項に規定する要保

護児童対策地域協議会とする。

(定義) (定義)

第2条 この条例において「要保護児童」とは、

児童福祉法第6条の3第8項に規定する要保

護児童をいう。

第2条 この条例において「要保護児童」とは、

児童福祉法第6条の3第8項に規定する要保

護児童をいう。

2～4 略 2～4 略

5 この条例において「配偶者からの暴力」と

は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護等に関する法律第1条第1項に規定する

配偶者からの暴力をいう。

5 この条例において「配偶者からの暴力」と

は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護等に関する法律(平成13年法律第31号)

第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を

いう。

6・7 略 6・7 略

(所掌事務) (所掌事務)

第3条 ネットワークは、児童福祉法第25条の

2第2項及び配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護等に関する法律第5条の2第3項

に規定するもののほか、次に掲げる事務を

つかさどる。

第3条 ネットワークは、児童福祉法第25条の

2第2項に規定するもののほか、次に掲げる

事務をつかさどる。

(1) 略 (1) 略

(2) 市長の諮問に応じ、配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護(被害者の自立

を支援することを含む。以下同じ。)のた

めの施策の実施に関する事項を調査審議

すること。

(2) 市長の諮問に応じ、配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護のための施策の

実施に関する事項を調査審議すること。

(3) 略 (3) 略

(4) 被害者の適切な保護を図るために必

要な情報の交換を行うとともに、被害者

に対する支援の内容に関する協議を行う

こと。

(組織) (組織)

第4条 ネットワークは、委員25人以内で組織

する。

第4条 ネットワークは、委員25人以内で組織

する。
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2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が

委嘱し、又は任命する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が

委嘱し、又は任命する。

(1) 福祉、保健医療、教育及び警察又は司

法の関係機関又は関係団体(以下「関係機

関等」という。)の代表者

(1) 児童福祉、保健医療、教育及び警察又

は司法の関係機関又は関係団体(以下「関

係機関等」という。)の代表者

(2) 略 (2) 略

(3) 配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護に関連する職務に従事する者

(4) その他市長が必要と認める者 (3) その他市長が必要と認める者

第5条～第10条 略 第5条～第10条 略
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議案第 25 号

伊勢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について

伊勢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を次

のように提出する。

令和６年２月 19 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

記
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伊勢市条例第 号

伊勢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

伊勢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成17年伊勢市条例第28

号）の一部を次のように改正する。

第８条の３第１項及び第４項中「（民法（明治29年法律第89号）第817条

の２第１項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特

別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事

審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）であって、当該職員が現

に監護するもの、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第27条第１項第３号

の規定により同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親である職員に

委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含

む。以下この条において同じ。）」を削り、同条を第８条の４とし、第８

条の２の次に次の１条を加える。

（育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務）

第８条の３ 任命権者は、次に掲げる職員が、規則で定めるところにより、

その子（民法（明治29年法律第89号）第817条の２第１項の規定により職

員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立につい

て家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係

属している場合に限る。）であって、当該職員が現に監護するもの、児

童福祉法（昭和22年法律第164号）第27条第１項第３号の規定により同法

第６条の４第２号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている

児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この項

及び次条において同じ。）を養育するために請求した場合には、公務の

運営に支障がある場合を除き、規則で定めるところにより、当該職員に

当該請求に係る早出遅出勤務（始業及び終業の時刻を、職員が育児又は

介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤
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務時間の割振りによる勤務をいう。以下この条において同じ。）をさせ

るものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学

している子のある職員であって、規則で定めるもの

２ 任命権者は、第15条第１項に規定する要介護者のある職員が、規則で

定めるところにより、当該要介護者を介護するために請求した場合には、

公務の運営に支障がある場合を除き、規則で定めるところにより、当該

職員に当該請求に係る早出遅出勤務をさせるものとする。

３ 前２項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早

出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（説 明）

これは、職員の早出遅出勤務制度について必要な事項を定めるた

め、条例を改正しようとするものである。
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（参考）

改正後 改正前

第1条～第8条の2 略 第1条～第8条の2 略

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第8条の3 任命権者は、次に掲げる職員が、

規則で定めるところにより、その子(民法

(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の

規定により職員が当該職員との間における

同項に規定する特別養子縁組の成立につい

て家庭裁判所に請求した者(当該請求に係

る家事審判事件が裁判所に係属している場

合に限る。)であって、当該職員が現に監護

するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164

号)第27条第1項第3号の規定により同法第6

条の4第2号に規定する養子縁組里親である

職員に委託されている児童その他これらに

準ずる者として規則で定める者を含む。以

下この項及び次条において同じ。)を養育す

るために請求した場合には、公務の運営に

支障がある場合を除き、規則で定めるとこ

ろにより、当該職員に当該請求に係る早出

遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育

児又は介護を行うためのものとしてあらか

じめ定められた特定の時刻とする勤務時間

の割振りによる勤務をいう。以下この条に

おいて同じ。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子

のある職員

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は

特別支援学校の小学部に就学している子

のある職員であって、規則で定めるもの

2 任命権者は、第15条第1項に規定する要介

護者のある職員が、規則で定めるところに

より、当該要介護者を介護するために請求

した場合には、公務の運営に支障がある場

合を除き、規則で定めるところにより、当

該職員に当該請求に係る早出遅出勤務をさ

せるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤

務に関する手続その他の早出遅出勤務に関

し必要な事項は、規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び

時間外勤務の制限)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び

時間外勤務の制限)

第8条の4 任命権者は、小学校就学の始期に 第8条の3 任命権者は、小学校就学の始期に
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達するまでの子のある職員(職員の配偶者

で当該子の親であるものが、深夜(午後10

時から翌日の午前5時までの間をいう。以下

この項において同じ。)において常態として

当該子を養育することができるものとして

規則で定める者に該当する場合における当

該職員を除く。)が、規則で定めるところに

より、当該子を養育するために請求した場

合には、公務の正常な運営を妨げる場合を

除き、深夜における勤務をさせてはならな

い。

達するまでの子(民法(明治29年法律第89

号)第817条の2第1項の規定により職員が当

該職員との間における同項に規定する特別

養子縁組の成立について家庭裁判所に請求

した者(当該請求に係る家事審判事件が裁

判所に係属している場合に限る。)であっ

て、当該職員が現に監護するもの、児童福

祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第

3号の規定により同法第6条の4第2号に規定

する養子縁組里親である職員に委託されて

いる児童その他これらに準ずる者として規

則で定める者を含む。以下この条において

同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子

の親であるものが、深夜(午後10時から翌日

の午前5時までの間をいう。以下この項にお

いて同じ。)において常態として当該子を養

育することができるものとして規則で定め

る者に該当する場合における当該職員を除

く。)が、規則で定めるところにより、当該

子を養育するために請求した場合には、公

務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜

における勤務をさせてはならない。

2・3 略 2・3 略

4 前3項の規定は、第15条第1項に規定する要

介護者を介護する職員について準用する。

この場合において、第1項中「小学校就学の

始期に達するまでの子のある職員(職員の

配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午

後10時から翌日の午前5時までの間をいう。

以下この項において同じ。)において常態と

して当該子を養育することができるものと

して規則で定める者に該当する場合におけ

る当該職員を除く。)が、規則で定めるとこ

ろにより、当該子を養育」とあり、第2項中

「3歳に満たない子のある職員が、規則で定

めるところにより、当該子を養育」とあり、

及び前項中「小学校就学の始期に達するま

での子のある職員が、規則で定めるところ

により、当該子を養育」とあるのは「第15

条第1項に規定する要介護者のある職員が、

規則で定めるところにより、当該要介護者

を介護」と、第1項中「深夜における」とあ

るのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時

までの間をいう。)における」と、第2項中

「当該請求をした職員の業務を処理するた

4 前3項の規定は、第15条第1項に規定する要

介護者を介護する職員について準用する。

この場合において、第1項中「小学校就学の

始期に達するまでの子(民法(明治29年法律

第89号)第817条の2第1項の規定により職員

が当該職員との間における同項に規定する

特別養子縁組の成立について家庭裁判所に

請求した者(当該請求に係る家事審判事件

が裁判所に係属している場合に限る。)であ

って、当該職員が現に監護するもの、児童

福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項

第3号の規定により同法第6条の4第2号に規

定する養子縁組里親である職員に委託され

ている児童その他これらに準ずる者として

規則で定める者を含む。以下この条におい

て同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該

子の親であるものが、深夜(午後10時から翌

日の午前5時までの間をいう。以下この項に

おいて同じ。)において常態として当該子を

養育することができるものとして規則で定

める者に該当する場合における当該職員を

除く。)が、規則で定めるところにより、当
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めの措置を講ずることが著しく困難であ

る」とあるのは「公務の運営に支障がある」

と読み替えるものとする。

該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満た

ない子のある職員が、規則で定めるところ

により、当該子を養育」とあり、及び前項

中「小学校就学の始期に達するまでの子の

ある職員が、規則で定めるところにより、

当該子を養育」とあるのは「第15条第1項に

規定する要介護者のある職員が、規則で定

めるところにより、当該要介護者を介護」

と、第1項中「深夜における」とあるのは「深

夜(午後10時から翌日の午前5時までの間を

いう。)における」と、第2項中「当該請求

をした職員の業務を処理するための措置を

講ずることが著しく困難である」とあるの

は「公務の運営に支障がある」と読み替え

るものとする。

5 略 5 略

第9条～第18条 略 第9条～第18条 略
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議案第 26 号

伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する条例等の一部改正につい

て

伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例

を次のように提出する。

令和６年２月 19 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

記
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伊勢市条例第 号

伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する条例等の一部を改正する

条例

（伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正）

第１条 伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する条例（令和元年伊勢市

条例第17号）の一部を次のように改正する。

第２条中「及び退職手当」を「、勤勉手当及び退職手当」に、「及び

期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改める。

第８条の次に次の１条を加える。

（勤勉手当）

第８条の２ 給与条例第28条の規定は、任期が６箇月以上のフルタイム

会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。この場合にお

いて、給与条例第28条第１項中「当該職員の基準日以前における直近

の人事評価の結果及び基準日以前６箇月以内の期間における勤務の状

況」とあるのは「基準日以前６箇月以内の期間における当該職員の勤

務成績」と、同条第２項第１号中「100分の102.5」とあるのは「100

分の48.75」と読み替えるものとする。

２ 前条第２項から第４項までの規定は、前項において準用する給与条

例第28条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

第15条第１項中「この条」の次に「及び次条第１項」を加える。

第15条の次に次の１条を加える。

（勤勉手当）

第15条の２ 給与条例第28条の規定は、任期が６箇月以上のパートタイ

ム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。この場合に

おいて、給与条例第28条第１項中「当該職員の基準日以前における直

近の人事評価の結果及び基準日以前６箇月以内の期間における勤務の
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状況」とあるのは「基準日以前６箇月以内の期間における当該職員の

勤務成績」と、同条第２項第１号中「100分の102.5」とあるのは

「100分の48.75」と、同条第３項中「職員」とあるのは「パートタイ

ム会計年度任用職員」と、「給料及びこれに対する地域手当の月額の

合計額」とあるのは「基本報酬の月額及びこれに対する地域手当に相

当する報酬の月額の合計額（基本報酬を日額又は時間額で定めるパー

トタイム会計年度任用職員にあっては、基本報酬の額及びこれに対す

る地域手当に相当する報酬の額を基礎として規則で定めるところによ

り算定した額）」と読み替えるものとする。

２ 前条第２項から第４項までの規定は、前項において準用する給与条

例第28条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

（伊勢市職員の育児休業等に関する条例の一部改正）

第２条 伊勢市職員の育児休業等に関する条例（平成17年伊勢市条例第29

号）の一部を次のように改正する。

第７条第２項中「（地方公務員法（昭和25年法律第261号）第22条の２

第１項に規定する会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」とい

う。）を除く。）」を削る。

第８条中「会計年度任用職員」を「地方公務員法（昭和25年法律第

261号）第22条の２第１項に規定する会計年度任用職員」に改める。

（伊勢市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正）

第３条 伊勢市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成18

年伊勢市条例第45号）の一部を次のように改正する。

第２条第４項中「及び退職手当」を「、勤勉手当及び退職手当」に、

「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改める。

（伊勢市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改

正）
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第４条 伊勢市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平

成17年伊勢市条例第169号）の一部を次のように改正する。

第24条中「、第15条」を削る。

（伊勢市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正）

第５条 伊勢市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成17

年伊勢市条例第124号）の一部を次のように改正する。

第27条中「、第17条」を削る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（委任）

２ この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

（説 明）

これは、地方自治法の一部改正に伴い、会計年度任用職員に勤勉手

当を支給するため、関係する条例を改正しようとするものである。
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（参考）

伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する条例（第１条関係）

改正後 改正前

第1章 総則 第1章 総則

第1条 略 第1条 略

(会計年度任用職員の給与) (会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第

2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年

度任用職員」という。)にあっては給料、地

域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日

給、夜間勤務手当、宿日直手当、特殊勤務

手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を

いい、同項第1号に掲げる職員(以下「パー

トタイム会計年度任用職員」という。)にあ

っては報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第

2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年

度任用職員」という。)にあっては給料、地

域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日

給、夜間勤務手当、宿日直手当、特殊勤務

手当、期末手当及び退職手当をいい、同項

第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会

計年度任用職員」という。)にあっては報酬

及び期末手当をいう。

第2章 フルタイム会計年度任用職員 第2章 フルタイム会計年度任用職員

第3条～第8条 略 第3条～第8条 略

(勤勉手当)

第8条の2 給与条例第28条の規定は、任期が6

箇月以上のフルタイム会計年度任用職員の

勤勉手当の支給について準用する。この場

合において、給与条例第28条第1項中「当該

職員の基準日以前における直近の人事評価

の結果及び基準日以前6箇月以内の期間に

おける勤務の状況」とあるのは「基準日以

前6箇月以内の期間における当該職員の勤

務成績」と、同条第2項第1号中「100分の

102.5」とあるのは「100分の48.75」と読み

替えるものとする。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項に

おいて準用する給与条例第28条の規定によ

る勤勉手当の支給について準用する。

第9条・第10条 略 第9条・第10条 略

第3章 パートタイム会計年度任用職

員

第3章 パートタイム会計年度任用職

員

第11条～第14条 略 第11条～第14条 略

(期末手当) (期末手当)

第15条 給与条例第25条から第27条までの規

定は、任期が6箇月以上のパートタイム会計

年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著

しく少ない者として規則で定めるものを除

く。以下この条及び次条第1項において同

じ。)の期末手当の支給について準用する。

この場合において、給与条例第25条第2項中

第15条 給与条例第25条から第27条までの規

定は、任期が6箇月以上のパートタイム会計

年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著

しく少ない者として規則で定めるものを除

く。以下この条において同じ。)の期末手当

の支給について準用する。この場合におい

て、給与条例第25条第2項中「100分の120」
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「100分の120」とあるのは「100分の67.5」

と、同条第4項中「それぞれその基準日現在

(退職し、又は死亡した職員にあっては、退

職し、又は死亡した日現在)において職員が

受けるべき給料及び扶養手当の月額並びに

これらに対する地域手当の月額の合計額」

とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、

又は死亡した職員にあっては、退職し、又

は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイ

ム会計年度任用職員としての在職期間にお

ける基本報酬の1月当たりの平均額」と読み

替えるものとする。

とあるのは「100分の67.5」と、同条第4項

中「それぞれその基準日現在(退職し、又は

死亡した職員にあっては、退職し、又は死

亡した日現在)において職員が受けるべき

給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対

する地域手当の月額の合計額」とあるのは、

「それぞれその基準日(退職し、又は死亡し

た職員にあっては、退職し、又は死亡した

日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度

任用職員としての在職期間における基本報

酬の1月当たりの平均額」と読み替えるもの

とする。

2～4 略 2～4 略

(勤勉手当)

第15条の2 給与条例第28条の規定は、任期が

6箇月以上のパートタイム会計年度任用職

員の勤勉手当の支給について準用する。こ

の場合において、給与条例第28条第1項中

「当該職員の基準日以前における直近の人

事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の

期間における勤務の状況」とあるのは「基

準日以前6箇月以内の期間における当該職

員の勤務成績」と、同条第2項第1号中「100

分の102.5」とあるのは「100分の48.75」と、

同条第3項中「職員」とあるのは「パートタ

イム会計年度任用職員」と、「給料及びこ

れに対する地域手当の月額の合計額」とあ

るのは「基本報酬の月額及びこれに対する

地域手当に相当する報酬の月額の合計額

(基本報酬を日額又は時間額で定めるパー

トタイム会計年度任用職員にあっては、基

本報酬の額及びこれに対する地域手当に相

当する報酬の額を基礎として規則で定める

ところにより算定した額)」と読み替えるも

のとする。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項に

おいて準用する給与条例第28条の規定によ

る勤勉手当の支給について準用する。

第16条～第19条 略 第16条～第19条 略

第4章 補則 第4章 補則

第20条～第25条 略 第20条～第25条 略
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伊勢市職員の育児休業等に関する条例（第２条関係）

伊勢市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例（第３条関係）

改正後 改正前

第1条～第6条 略 第1条～第6条 略

(育児休業をしている職員の期末手当等の

支給)

(育児休業をしている職員の期末手当等の

支給)

第7条 伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市

条例第42号。以下「給与条例」という。)

第25条第1項に規定するそれぞれの基準日

に育児休業をしている職員のうち、基準日

以前6箇月以内の期間において勤務した期

間(規則で定めるこれに相当する期間を含

む。)がある職員には、当該基準日に係る期

末手当を支給する。

第7条 伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市

条例第42号。以下「給与条例」という。)

第25条第1項に規定するそれぞれの基準日

に育児休業をしている職員のうち、基準日

以前6箇月以内の期間において勤務した期

間(規則で定めるこれに相当する期間を含

む。)がある職員には、当該基準日に係る期

末手当を支給する。

2 給与条例第28条第1項に規定するそれぞれ

の基準日に育児休業をしている職員のう

ち、基準日以前6箇月以内の期間において勤

務した期間がある職員には、当該基準日に

係る勤勉手当を支給する。

2 給与条例第28条第1項に規定するそれぞれ

の基準日に育児休業をしている職員(地方

公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2

第1項に規定する会計年度任用職員(以下

「会計年度任用職員」という。)を除く。)

のうち、基準日以前6箇月以内の期間におい

て勤務した期間がある職員には、当該基準

日に係る勤勉手当を支給する。

(育児休業をした職員の職務復帰後におけ

る号給の調整)

(育児休業をした職員の職務復帰後におけ

る号給の調整)

第8条 育児休業をした職員(地方公務員法

(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に

規定する会計年度任用職員を除く。)が職務

に復帰した場合において、部内の他の職員

との均衡上必要があると認められるとき

は、その育児休業の期間を100分の100以下

の換算率により換算して得た期間を引き続

き勤務したものとみなして、その職務に復

帰した日及びその日後における最初の職員

の昇給を行う日として規則で定める日又は

そのいずれかの日に、昇給の場合に準じて

その者の号給を調整することができる。

第8条 育児休業をした職員(会計年度任用職

員を除く。)が職務に復帰した場合におい

て、部内の他の職員との均衡上必要がある

と認められるときは、その育児休業の期間

を100分の100以下の換算率により換算して

得た期間を引き続き勤務したものとみなし

て、その職務に復帰した日及びその日後に

おける最初の職員の昇給を行う日として規

則で定める日又はそのいずれかの日に、昇

給の場合に準じてその者の号給を調整する

ことができる。

第9条～第27条 略 第9条～第27条 略

改正後 改正前

第1条 略 第1条 略

(給与の種類) (給与の種類)

第2条 技能労務職員で常時勤務を要するも

の(以下「常勤職員」という。)、地方公務

員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1

第2条 技能労務職員で常時勤務を要するも

の(以下「常勤職員」という。)、地方公務

員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1
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伊勢市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（第４条関係）

伊勢市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（第５条関係）

項に規定する会計年度任用職員(以下「会計

年度任用職員」という。)及び同法第22条の

4第1項に規定する短時間勤務の職を占める

職員(以下「短時間勤務職員」という。)の

給与の種類は、給料及び手当とする。

項に規定する会計年度任用職員(以下「会計

年度任用職員」という。)及び同法第22条の

4第1項に規定する短時間勤務の職を占める

職員(以下「短時間勤務職員」という。)の

給与の種類は、給料及び手当とする。

2・3 略 2・3 略

4 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げ

る職員に支給する手当の種類は、地域手当、

通勤手当、時間外勤務手当、休日給、夜間

勤務手当、宿日直手当、特殊勤務手当、期

末手当、勤勉手当及び退職手当とし、同項

第1号に掲げる職員に支給する手当の種類

は、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、

休日給、夜間勤務手当、宿日直手当、特殊

勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

4 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げ

る職員に支給する手当の種類は、地域手当、

通勤手当、時間外勤務手当、休日給、夜間

勤務手当、宿日直手当、特殊勤務手当、期

末手当及び退職手当とし、同項第1号に掲げ

る職員に支給する手当の種類は、地域手当、

通勤手当、時間外勤務手当、休日給、夜間

勤務手当、宿日直手当、特殊勤務手当及び

期末手当とする。

5 略 5 略

第3条・第4条 略 第3条・第4条 略

改正後 改正前

第1条～第23条 略 第1条～第23条 略

(会計年度任用職員についての適用除外) (会計年度任用職員についての適用除外)

第24条 第4条から第6条まで、第8条及び第

16条の規定は、会計年度任用職員には適用

しない。

第24条 第4条から第6条まで、第8条、第15

条及び第16条の規定は、会計年度任用職員

には適用しない。

改正後 改正前

第1条～第26条 略 第1条～第26条 略

(会計年度任用職員についての適用除外) (会計年度任用職員についての適用除外)

第27条 第4条から第6条まで、第8条、第15

条及び第18条の規定は、会計年度任用職員

には適用しない。

第27条 第4条から第6条まで、第8条、第15

条、第17条及び第18条の規定は、会計年度

任用職員には適用しない。
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議案第 27 号

伊勢市職員給与条例の一部改正について

伊勢市職員給与条例の一部を改正する条例を次のように提出する。

令和６年２月 19 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

記
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伊勢市条例第 号

伊勢市職員給与条例の一部を改正する条例

伊勢市職員給与条例（平成17年伊勢市条例第42号）の一部を次のように

改正する。

附則第13項の見出し中「令和６年３月」を「令和７年３月」に改め、同

項中「令和６年３月31日」を「令和７年３月31日」に改める。

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（説 明）

これは、地域手当に関する特例措置の期間を延長するため、条例を

改正しようとするものである。
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（参考）

改正後 改正前

第1条～第40条 略 第1条～第40条 略

附 則 附 則

1～12 略 1～12 略

(平成23年4月から令和7年3月までの間の地

域手当に関する特例措置)

(平成23年4月から令和6年3月までの間の地

域手当に関する特例措置)

13 平成23年4月1日から令和7年3月31日まで

の間において、第11条の2第2項の規定の適

用については、同項中「100分の4」とある

のは、「0」とする。

13 平成23年4月1日から令和6年3月31日まで

の間において、第11条の2第2項の規定の適

用については、同項中「100分の4」とある

のは、「0」とする。

14～22 略 14～22 略
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議案第 28 号

伊勢市手数料徴収条例の一部改正について

伊勢市手数料徴収条例の一部を改正する条例を次のように提出する。

令和６年２月 19 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

記
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伊勢市条例第 号

伊勢市手数料徴収条例の一部を改正する条例

伊勢市手数料徴収条例（平成17年伊勢市条例第56号）の一部を次のよう

に改正する。

附則に次の１項を加える。

（多機能端末機による交付の場合の手数料の金額の特例）

４ 別表第３の１の項、別表第４の１の項及び５の項並びに別表第11の２

の項、６の項及び11の項に掲げる手数料を徴収する事務（以下この項に

おいて「対象事務」という。）のうち、多機能端末機（地方公共団体情報

システム機構の使用に係る電子計算機を経由して、本市の使用に係る電

子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者等が設置する端末機で

あって、個人番号カード（行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第７項に規

定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報シ

ステム機構の認証業務に関する法律（平成14年法律第153号）第22条第１

項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたも

のに限る。）又は移動端末設備（電気通信事業法（昭和59年法律第86号）

第12条の２第４項第２号ロに規定する移動端末設備であって、電子署名

等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条

の２第１項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録さ

れた電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。）を使用して電子署名等

に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則

（平成15年総務省令第120号）第42条第２項又は第59条の３第２項に規定

する暗証番号の入力その他の必要な操作を行うことにより証明書等を自

動的に交付する機能を有するものをいう。）により証明書等を交付するも

のに係る手数料の金額は、令和６年４月１日から令和７年３月31日まで
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の間、当該対象事務に係る別表第３、別表第４及び別表第11の当該規定

に規定する手数料の金額から100円を減じて得た額とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（伊勢市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正）

２ 伊勢市印鑑の登録及び証明に関する条例（平成17年伊勢市条例第106

号）の一部を次のように改正する。

第17条の見出し中「民間端末機」を「多機能端末機」に改め、同条中

「民間端末機」を「多機能端末機」に、「民間事業者」を「民間事業者等」

に改める。

（説 明）

これは、多機能端末機による住民票の写し等の交付について、令和

６年度に限り、手数料を減額するため、条例を改正しようとするもの

である。
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（参考）

改正後 改正前

第1条～第10条 略 第1条～第10条 略

附 則 附 則

1～3 略 1～3 略

(多機能端末機による交付の場合の手数料

の金額の特例)

4 別表第3の1の項、別表第4の1の項及び5の

項並びに別表第11の2の項、6の項及び11の

項に掲げる手数料を徴収する事務(以下こ

の項において「対象事務」という。)のうち、

多機能端末機(地方公共団体情報システム

機構の使用に係る電子計算機を経由して、

本市の使用に係る電子計算機と電気通信

回線で接続された民間事業者等が設置す

る端末機であって、個人番号カード(行政

手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律(平成25年法

律第27号)第2条第7項に規定する個人番号

カードであって、電子署名等に係る地方公

共団体情報システム機構の認証業務に関

する法律(平成14年法律第153号)第22条第

1項に規定する個人番号カード用利用者証

明用電子証明書が記録されたものに限

る。)又は移動端末設備(電気通信事業法

(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2

号ロに規定する移動端末設備であって、電

子署名等に係る地方公共団体情報システ

ム機構の認証業務に関する法律第35条の2

第1項に規定する移動端末設備用利用者証

明用電子証明書が記録された電磁的記録

媒体が組み込まれたものに限る。)を使用

して電子署名等に係る地方公共団体情報

システム機構の認証業務に関する法律施

行規則(平成15年総務省令第120号)第42条

第2項又は第59条の3第2項に規定する暗証

番号の入力その他の必要な操作を行うこ

とにより証明書等を自動的に交付する機

能を有するものをいう。)により証明書等

を交付するものに係る手数料の金額は、令

和6年4月1日から令和7年3月31日までの

間、当該対象事務に係る別表第3、別表第4

及び別表第11の当該規定に規定する手数

料の金額から100円を減じて得た額とす

る。
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伊勢市印鑑の登録及び証明に関する条例（附則第２項関係）

改正後 改正前

第1章 総則 第1章 総則

第1条 略 第1条 略

第2章 印鑑の登録 第2章 印鑑の登録

第2条～第13条 略 第2条～第13条 略

第3章 印鑑登録の証明 第3章 印鑑登録の証明

第14条～第16条 略 第14条～第16条 略

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交

付申請及び交付)

(民間端末機による印鑑登録証明書の交付

申請及び交付)

第17条 前2条の規定にかかわらず、登録者

は、多機能端末機(地方公共団体情報システ

ム機構の使用に係る電子計算機を経由し

て、本市の使用に係る電子計算機と電気通

信回線で接続された民間事業者等が設置す

る端末機をいう。)に個人番号カード(行政

手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律(平成25年法律

第27号)第2条第7項に規定する個人番号カ

ードであって、電子署名等に係る地方公共

団体情報システム機構の認証業務に関する

法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に

規定する個人番号カード用利用者証明用電

子証明書が記録されたものに限る。)又は移

動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律

第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する

移動端末設備であって、電子署名等に係る

地方公共団体情報システム機構の認証業務

に関する法律第35条の2第1項に規定する移

動端末設備用利用者証明用電子証明書が記

録された電磁的記録媒体が組み込まれたも

のに限る。)を使用して電子署名等に係る地

方公共団体情報システム機構の認証業務に

関する法 律施 行規則(平成15年総務省令第

120号)第42条第2項又は第59条の3第2項に

規定する暗証番号の入力その他の必要な操

作を行うことにより、印鑑登録証明書の交

付を申請し、その交付を受けることができ

る。

第17条 前2条の規定にかかわらず、登録者

は、民間端末機(地方公共団体情報システム

機構の使用に係る電子計算機を経由して、

本市の使用に係る電子計算機と電気通信回

線で接続された民間事業者が設置する端末

機をいう。)に個人番号カード(行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律(平成25年法律第27号)

第2条第7項に規定する個人番号カードであ

って、電子署名等に係る地方公共団体情報

システム機構の認証業務に関する法律(平

成14年法律第153号)第22条第1項に規定す

る個人番号カード用利用者証明用電子証明

書が記録されたものに限る。)又は移動端末

設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86

号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動

端末設備であって、電子署名等に係る地方

公共団体情報システム機構の認証業務に関

する法律第35条の2第1項に規定する移動端

末設備用利用者証明用電子証明書が記録さ

れた電磁的記録媒体が組み込まれたものに

限る。)を使用して電子署名等に係る地方公

共団体情報システム機構の認証業務に関す

る法律施行規則(平成15年総務省令第120

号)第42条第2項又は第59条の3第2項に規定

する暗証番号の入力その他の必要な操作を

行うことにより、印鑑登録証明書の交付を

申請し、その交付を受けることができる。

第4章 雑則 第4章 雑則

第18条～第21条 略 第18条～第21条 略
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議案第 29 号

伊勢市福祉医療費の助成に関する条例の一部改正について

伊勢市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に提出する。

令和６年２月 19 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

記
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伊勢市条例第 号

伊勢市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例

伊勢市福祉医療費の助成に関する条例（平成17年伊勢市条例第87号）の

一部を次のように改正する。

第４条第１項ただし書を削り、同条第３項中「前２項」を「前３項」に

改め、同項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「前２項」に改め、

同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。

２ 前項の規定にかかわらず、高齢者の医療の確保に関する法律による医

療の給付を受ける対象者が前項の規定による申請を行い市長が同項の受

給資格の認定をしたときは、市長は、当該対象者に対しその旨を通知す

るものとする。

第９条第４項中「小学校就学の始期に達するまでの」を「15歳に達する

日以後の最初の３月31日までの間にある」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年９月１日から施行する。ただし、第４条第１項

ただし書を削る改正規定、同条第３項の改正規定、同項を同条第４項と

する改正規定、同条第２項の改正規定及び同項を同条第３項とし、同条

第１項の次に１項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の第９条第４項の規定は、この条例の施行の日

以後に行われる診療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行わ

れた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

（説 明）
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これは、福祉医療費の助成について、窓口負担が無料となる対象を

拡大するとともに、その他規定の整備を行うため、条例を改正しよう

とするものである。
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（参考）

改正後 改正前

第1条～第3条 略 第1条～第3条 略

(受給資格の認定及び更新) (受給資格の認定及び更新)

第4条 対象者がこの条例に定める福祉医療

費及び証明書料の助成を受けようとすると

きは、規則で定めるところにより受給資格

の認定の申請を行い市長の認定を受け、規

則で定める受給資格を証する証明書の交付

を受けなければならない。

第4条 対象者がこの条例に定める福祉医療

費及び証明書料の助成を受けようとすると

きは、規則で定めるところにより受給資格

の認定の申請を行い市長の認定を受け、規

則で定める受給資格を証する証明書の交付

を受けなければならない。ただし、高齢者

の医療の確保に関する法律による医療の給

付を受ける者については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、高齢者の医療の

確保に関する法律による医療の給付を受け

る対象者が前項の規定による申請を行い市

長が同項の受給資格の認定をしたときは、

市長は、当該対象者に対しその旨を通知す

るものとする。

3 前2項の受給資格の認定を受けた者(以下

「受給資格者」という。)は、規則で定める

ところにより1年ごとに受給資格の更新の

申請を行い市長の認定を受けなければなら

ない。

2 前項の受給資格の認定を受けた者(以下

「受給資格者」という。)は、規則で定める

ところにより1年ごとに受給資格の更新の

申請を行い市長の認定を受けなければなら

ない。

4 前3項の場合において、市長が必要と認め

た場合は、対象者の保護者、養育者又は配

偶者その他の者で、対象者を現に監護して

いる者(以下「保護者等」という。)が対象

者の代わりに当該申請を行うことができる

ものとする。

3 前2項の場合において、市長が必要と認め

た場合は、対象者の保護者、養育者又は配

偶者その他の者で、対象者を現に監護して

いる者(以下「保護者等」という。)が対象

者の代わりに当該申請を行うことができる

ものとする。

第5条～第8条 略 第5条～第8条 略

(助成の方法) (助成の方法)

第9条 福祉医療費及び証明書料の助成は、規

則で定めるところにより、受給資格者又は

保護者等の助成の申請により行う。

第9条 福祉医療費及び証明書料の助成は、規

則で定めるところにより、受給資格者又は

保護者等の助成の申請により行う。

2・3 略 2・3 略

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、15

歳に達する日以後の最初の3月31日までの

間にある者である受給資格者が市長の認め

る保険医療機関において医療に関する給付

を受けた場合においては、福祉医療費の助

成は、福祉医療費として助成すべき額を当

該保険医療機関に支払うことにより行うこ

とができる。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、小学

校就学の始期に達するまでの者である受給

資格者が市長の認める保険医療機関におい

て医療に関する給付を受けた場合において

は、福祉医療費の助成は、福祉医療費とし

て助成すべき額を当該保険医療機関に支払

うことにより行うことができる。

第10条～第15条 略 第10条～第15条 略
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議案第 30 号

伊勢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準に関する条例の一部改正について

伊勢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準に関

する条例の一部を改正する条例を次のように提出する。

令和６年２月 19 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

記
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伊勢市条例第 号

伊勢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準に関する条例の一部を改正する条例

伊勢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

に関する条例（平成26年伊勢市条例第27号）の一部を次のように改正す

る。

第23条の見出しを「（掲示等）」に改め、同条中「掲示しなければならな

い」を「掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信

（公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自

動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除

く。）により公衆の閲覧に供しなければならない」に改める。

第53条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これ

らに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」

を「電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条（見出しを含

む。）の改正規定は、令和６年４月１日から施行する。

（説 明）

これは、母体保護法施行規則等の一部を改正する内閣府令による特

定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育

て支援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、施設の重要事

項について、書面による掲示に加えて、インターネットによる公衆

の閲覧に供しなければならないこととするとともに、記録媒体に係

る規定の見直しを行うため、条例を改正しようとするものである。
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（参考）

改正後 改正前

第1章 総則 第1章 総則

第1条～第3条 略 第1条～第3条 略

第2章 特定教育・保育施設の運営に関

する基準

第2章 特定教育・保育施設の運営に関

する基準

第1節 利用定員に関する基準 第1節 利用定員に関する基準

第4条 略 第4条 略

第2節 運営に関する基準 第2節 運営に関する基準

第5条～第22条 略 第5条～第22条 略

(掲示等) (掲示)

第23条 特定教育・保育施設は、当該特定教

育・保育施設の見やすい場所に、運営規程の

概要、職員の勤務の体制、利用者負担その他

の利用申込者の特定教育・保育施設の選択

に資すると認められる重要事項を掲示する

とともに、電気通信回線に接続して行う自

動公衆送信(公衆によって直接受信される

ことを目的として公衆からの求めに応じ自

動的に送信を行うことをいい、放送又は有

線放送に該当するものを除く。)により公衆

の閲覧に供しなければならない。

第23条 特定教育・保育施設は、当該特定教

育・保育施設の見やすい場所に、運営規程の

概要、職員の勤務の体制、利用者負担その他

の利用申込者の特定教育・保育施設の選択

に資すると認められる重要事項を掲示しな

ければならない。

第24条～第34条 略 第24条～第34条 略

第3節 特例施設型給付費に関する

基準

第3節 特例施設型給付費に関する

基準

第35条・第36条 略 第35条・第36条 略

第3章 特定地域型保育事業者の運営

に関する基準

第3章 特定地域型保育事業者の運営

に関する基準

第1節 利用定員に関する基準 第1節 利用定員に関する基準

第37条 略 第37条 略

第2節 運営に関する基準 第2節 運営に関する基準

第38条～第50条 略 第38条～第50条 略

第3節 特例地域型保育給付費に関

する基準

第3節 特例地域型保育給付費に関

する基準

第51条・第52条 略 第51条・第52条 略

第4章 雑則 第4章 雑則

(電磁的記録等) (電磁的記録等)

第53条 特定教育・保育施設等は、記録、作成、

保存その他これらに類するもののうち、こ

の条例の規定において書面等(書面、書類、

文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他

文字、図形等人の知覚によって認識するこ

第53条 特定教育・保育施設等は、記録、作成、

保存その他これらに類するもののうち、こ

の条例の規定において書面等(書面、書類、

文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他

文字、図形等人の知覚によって認識するこ
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とができる情報が記載された紙その他の有

体物をいう。以下この条において同じ。)に

より行うことが規定されているものについ

ては、当該書面等に代えて、当該書面等に係

る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その

他人の知覚によっては認識することができ

ない方式で作られる記録であって、電子計

算機による情報処理の用に供されるものを

いう。以下この条において同じ。)により行

うことができる。

とができる情報が記載された紙その他の有

体物をいう。以下この条において同じ。)に

より行うことが規定されているものについ

ては、当該書面等に代えて、当該書面等に係

る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その

他人の知覚によっては認識することができ

ない方式で作られる記録であって、電子計

算機による情報処理の用に供されるものを

いう。以下この条において同じ。)により行

うことができる。

2 特定教育・保育施設等は、この条例の規定

による書面等の交付又は提出については、

当該書面等が電磁的記録により作成されて

いる場合には、当該書面等の交付又は提出

に代えて、第4項で定めるところにより、教

育・保育給付認定保護者の承諾を得て、当該

書面等に記載すべき事項(以下この条にお

いて「記載事項」という。)を電子情報処理

組織(特定教育・保育施設等の使用に係る電

子計算機と教育・保育給付認定保護者の使

用に係る電子計算機とを電気通信回線で接

続した電子情報処理組織をいう。以下この

条において同じ。)を使用する方法その他の

情報通信の技術を利用する方法であって次

に掲げるもの(以下この条において「電磁的

方法」という。)により提供することができ

る。この場合において、当該特定教育・保育

施設等は、当該書面等を交付又は提出した

ものとみなす。

2 特定教育・保育施設等は、この条例の規定

による書面等の交付又は提出については、

当該書面等が電磁的記録により作成されて

いる場合には、当該書面等の交付又は提出

に代えて、第4項で定めるところにより、教

育・保育給付認定保護者の承諾を得て、当該

書面等に記載すべき事項(以下この条にお

いて「記載事項」という。)を電子情報処理

組織(特定教育・保育施設等の使用に係る電

子計算機と教育・保育給付認定保護者の使

用に係る電子計算機とを電気通信回線で接

続した電子情報処理組織をいう。以下この

条において同じ。)を使用する方法その他の

情報通信の技術を利用する方法であって次

に掲げるもの(以下この条において「電磁的

方法」という。)により提供することができ

る。この場合において、当該特定教育・保育

施設等は、当該書面等を交付又は提出した

ものとみなす。

(1) 略 (1) 略

(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記

録媒体をいう。)をもって調製するファイ

ルに記載事項を記録したものを交付する

方法

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムそ

の他これらに準ずる方法により一定の事

項を確実に記録しておくことができる物

をもって調製するファイルに記載事項を

記録したものを交付する方法

3～6 略 3～6 略
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議案第 31 号

伊勢市こども家庭センター条例の制定について

伊勢市こども家庭センター条例を次のように提出する。

令和６年２月 19 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

記
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伊勢市条例第 号

伊勢市こども家庭センター条例

（設置）

第１条 児童及び妊産婦の福祉並びに母性並びに乳児及び幼児の健康の保

持及び増進に関する包括的な支援を行うため、児童福祉法（昭和22年法

律第164号）第10条の２第１項の規定に基づき、伊勢市こども家庭センタ

ー（以下「こども家庭センター」という。）を設置する。

（位置）

第２条 こども家庭センターの位置は、伊勢市宮後１丁目１番35号とする。

（業務及び事業）

第３条 こども家庭センターは、次に掲げる業務及び事業を行う。

(1) 児童福祉法第10条の２第２項各号に掲げる業務

(2) 母子保健法（昭和40年法律第141号）第22条第１項各号に掲げる事業

（施設）

第４条 前条第２号に掲げる事業は、伊勢市中央保健センター（伊勢市中

央保健センター条例（令和４年伊勢市条例第40号）第１条に規定する伊

勢市中央保健センターをいう。）で行う。

（利用対象者）

第５条 こども家庭センターを利用することができる者は、次に掲げる者

とする。

(1) 市内に住所を有し、第３条各号に掲げる業務又は事業の対象となる

者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

（利用の制限等）

第６条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、こども家庭セン

ターを利用する者に対して、その利用を制限し、又は退去を命ずること
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ができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めると

き。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。

(3) こども家庭センターの施設、設備又は附属器具を損傷するおそれが

あると認めるとき。

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が利用を不適当と認めるとき。

(5) こども家庭センターの管理上支障があると認めるとき。

（損害賠償）

第６条 故意又は過失によりこども家庭センターの施設、設備又は附属器

具を亡失し、損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければな

らない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、その全部又は一

部を免除することができる。

（委任）

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（説 明）

これは、伊勢市こども家庭センターを設置するにつき、施設の設置

及び管理に関し必要な事項を定めるため、条例を制定しようとするも

のである。
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議案第 32 号

伊勢市特別保育の実施に関する条例の一部改正について

伊勢市特別保育の実施に関する条例の一部を改正する条例を次のように

提出する。

令和６年２月 19 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

記
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伊勢市条例第 号

伊勢市特別保育の実施に関する条例の一部を改正する条例

伊勢市特別保育の実施に関する条例（平成27年伊勢市条例第８号）の一

部を次のように改正する。

別表一時保育の項中「０歳児から２歳児まで」を「０歳から２歳までの

児童」に、「３歳児」を「３歳である児童」に、「４歳児から６歳児まで」

を「４歳から６歳までの児童（小学校就学の始期に達するまでの者に限

る。）」に改め、同表備考４中「の属する月の初日」を削り、同表備考５及

び備考６を次のように改める。

５ 休日保育の特別保育料には給食の費用を含む。

６ 一時保育における半日は、午前保育（午前８時30分から午後０時

30分までの間における保育をいう。）又は午後保育（午後０時30分

から午後４時30分までの間における保育をいう。）とする。

別表備考に次のように加える。

７ 一時保育における給食は、１日又は半日（午前保育に限る。）の

場合に利用できるものとする。

８ 一時保育における備考２(1)及び(2)に掲げる世帯に属する児童の

利用に係る特別保育料（給食に係るものを含む。）は、無料とする。

９ 一時保育における備考２(1)及び(2)に掲げる世帯以外の世帯に属

する児童であって、０歳から２歳までのものの初回の利用に係る特

別保育料（給食に係るものを除く。）は、無料とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の利
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用に係る特別保育料について適用し、同日前の利用に係る特別保育料に

ついては、なお従前の例による。

３ この条例の施行前に一時保育を利用した児童であって、０歳から２歳

までのものに対する改正後の別表の規定の適用については、同表備考９

中「初回の利用」とあるのは、「令和６年４月１日以後最初に一時保育

を利用する時の当該利用」とする。

（説 明）

これは、一時保育に係る特別保育料について、利用者の区分の見直

しを行い、並びに０歳から２歳までの児童の初回及び生活保護世帯等

に属する児童の利用に係る特別保育料を無料とするとともに、その他

規定の整備を行うため、条例を改正しようとするものである。
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（参考）

改正後 改正前

第1条～第5条 略 第1条～第5条 略

(特別保育料の額等) (特別保育料の額等)

第6条 特別保育料の額は、別表に定めるとお

りとする。

第6条 特別保育料の額は、別表に定めるとお

りとする。

2 特別保育料の徴収方法は、規則で定める。 2 特別保育料の徴収方法は、規則で定める。

第7条・第8条 略 第7条・第8条 略

別表(第6条関係) 別表(第6条関係)

備考 備考

1 略 1 略

2 B型延長保育における生活保護世帯等

とは、次に掲げる世帯をいう。

2 B型延長保育における生活保護世帯等

とは、次に掲げる世帯をいう。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144

号)による被保護世帯(単給世帯を含

む。)

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144

号)による被保護世帯(単給世帯を含

む。)

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に

関する法律(平成6年法律第30号)に

よる支援給付受給世帯

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に

関する法律(平成6年法律第30号)に

よる支援給付受給世帯

(3) 略 (3) 略

区分 特別保育料

月額 日額

延 長

保育

略 略 略

略
略 略 略

略 略 略

休 日

保育

略 略 略

略 略 略

一 時

保育

0歳から2歳

までの児童

1日 ― 2,500

円

半日 ― 1,250

円

3歳である児

童

1日 ― 1,800

円

半日 ― 900円

4歳から6歳

ま で の 児 童

(小学校就学

の 始 期 に 達

す る ま で の

者に限る。)

1日 ― 1,600

円

半日 ― 800円

給食(1食) ― 250円

区分 特別保育料

月額 日額

延 長

保育

略 略 略

略
略 略 略

略 略 略

休 日

保育

略 略 略

略 略 略

一 時

保育

0歳児から2

歳児まで

1日 ― 2,500

円

半日 ― 1,250

円

3歳児 1日 ― 1,800

円

半日 ― 900円

4歳児から6

歳児まで

1日 ― 1,600

円

半日 ― 800円

給食(1食) ― 250円
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3 略 3 略

4 休日保育における利用に係る児童の

年齢は、休日保育を利用する日の属す

る年度の初日の前日における年齢と

し、一時保育における利用に係る児童

の年齢は、一時保育を利用する日にお

ける年齢とする。

4 休日保育における利用に係る児童の

年齢は、休日保育を利用する日の属す

る年度の初日の前日における年齢と

し、一時保育における利用に係る児童

の年齢は、一時保育を利用する日の属

する月の初日における年齢とする。

5 休日保育の特別保育料には給食の費

用を含む。

5 一時保育における半日保育は、午前保

育(午前8時30分から午後0時30分まで

の間における保育をいう。)又は午後保

育(午後0時30分から午後4時30分まで

の間における保育をいう。)とする。

6 一時保育における半日は、午前保育

(午前8時30分から午後0時30分までの

間における保育をいう。)又は午後保育

(午後0時30分から午後4時30分までの

間における保育をいう。)とする。

6 休日保育の特別保育料には給食の費

用を含む。

7 一時保育における給食は、1日又は半

日(午前保育に限る。)の場合に利用で

きるものとする。

8 一時保育における備考2(1)及び(2)に

掲げる世帯に属する児童の利用に係る

特別保育料(給食に係るものを含む。)

は、無料とする。

9 一時保育における備考2(1)及び(2)に

掲げる世帯以外の世帯に属する児童で

あって、0歳から2歳までのものの初回

の利用に係る特別保育料(給食に係る

ものを除く。)は、無料とする。
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議案第 33 号

伊勢市児童発達支援センター条例及び伊勢市こども発達支援施設条

例の一部改正について

伊勢市児童発達支援センター条例及び伊勢市こども発達支援施設条例の

一部を改正する条例を次のように提出する。

令和６年２月 19 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

記
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伊勢市条例第 号

伊勢市児童発達支援センター条例及び伊勢市こども発達支援施設条

例の一部を改正する条例

（伊勢市児童発達支援センター条例の一部改正）

第１条 伊勢市児童発達支援センター条例（令和２年伊勢市条例第40号）

の一部を次のように改正する。

第１条中「第43条第１号」を「第43条」に改める。

第３条第１号中「以下」を「肢体不自由（同項に規定するものをい

う。）のある児童に対して治療を行うものを除く。以下単に」に改め、

同条第２号中「第６条の２の２第４項」を「第６条の２の２第３項」に

改め、同条第３号中「第６条の２の２第６項」を「第６条の２の２第５

項」に改め、同条第４号中「第６条の２の２第７項」を「第６条の２の

２第６項」に改める。

（伊勢市こども発達支援施設条例の一部改正）

第２条 伊勢市こども発達支援施設条例（平成28年伊勢市条例第32号）の

一部を次のように改正する。

第１条中「生活に必要な機能訓練、基本的な動作の指導、集団生活へ

の適応訓練等」を「日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得

並びに集団生活への適応のための支援等」に改める。

第３条第１号中「以下」を「肢体不自由（同項に規定するものをい

う。）のある児童に対して治療を行うものを除く。以下単に」に改め、

同条第２号中「第６条の２の２第４項」を「第６条の２の２第３項」に

改める。

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。
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（説 明）

これは、児童福祉法等の一部を改正する法律による児童福祉法の一

部改正に伴い、所要の規定の整備を行うため、関係する条例を改正し

ようとするものである。
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（参考）

伊勢市児童発達支援センター条例（第１条関係）

伊勢市こども発達支援施設条例（第２条関係）

改正後 改正前

(設置) (設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。

以下「法」という。)第43条に規定する施設

として、伊勢市児童発達支援センター(以

下「センター」という。)を設置する。

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。

以下「法」という。)第43条第1号に規定す

る施設として、伊勢市児童発達支援センタ

ー(以下「センター」という。)を設置する。

第2条 略 第2条 略

(事業) (事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。 第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第6条の2の2第2項に規定する児童

発達支援(肢体不自由(同項に規定する

ものをいう。)のある児童に対して治療

を行うものを除く。以下単に「児童発達

支援」という。)に関すること。

(1) 法第6条の2の2第2項に規定する児童

発達支援(以下「児童発達支援」という。)

に関すること。

(2) 法第6条の2の2第3項に規定する放課

後等デイサービス(以下「放課後等デイ

サービス」という。)に関すること。

(2) 法第6条の2の2第4項に規定する放課

後等デイサービス(以下「放課後等デイ

サービス」という。)に関すること。

(3) 法第6条の2の2第5項に規定する保育

所等訪問支援(以下「保育所等訪問支援」

という。)に関すること。

(3) 法第6条の2の2第6項に規定する保育

所等訪問支援(以下「保育所等訪問支援」

という。)に関すること。

(4) 法第6条の2の2第6項に規定する障害

児相談支援(以下「障害児相談支援」とい

う。)に関すること。

(4) 法第6条の2の2第7項に規定する障害

児相談支援(以下「障害児相談支援」とい

う。)に関すること。

(5)～(7) 略 (5)～(7) 略

第4条～第11条 略 第4条～第11条 略

改正後 改正前

(設置) (設置)

第1条 発達に支援の必要な児童に対して、

日常生活における基本的な動作及び知識

技能の習得並びに集団生活への適応のた

めの支援等を行うことにより、当該児童の

福祉の増進を図るため、伊勢市こども発達

支援施設(以下「発達支援施設」という。)

を設置する。

第1条 発達に支援の必要な児童に対して、

生活に必要な機能訓練、基本的な動作の指

導、集団生活への適応訓練等を行うことに

より、当該児童の福祉の増進を図るため、

伊勢市こども発達支援施設(以下「発達支

援施設」という。)を設置する。

第2条 略 第2条 略

(事業) (事業)

第3条 発達支援施設は、次に掲げる事業を

行う。

第3条 発達支援施設は、次に掲げる事業を

行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。 (1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。

66 



以下「法」という。)第6条の2の2第2項に

規定する児童発達支援(肢体不自由(同

項に規定するものをいう。)のある児童

に対して治療を行うものを除く。以下単

に「児童発達支援」という。)を行う事業

以下「法」という。)第6条の2の2第2項に

規定する児童発達支援(以下「児童発達

支援」という。)を行う事業

(2) 法第6条の2の2第3項に規定する放課

後等デイサービス(以下「放課後等デイ

サービス」という。)を行う事業

(2) 法第6条の2の2第4項に規定する放課

後等デイサービス(以下「放課後等デイ

サービス」という。)を行う事業

(3) 略 (3) 略

第4条～第15条 略 第4条～第15条 略

67 



議案第 34 号

伊勢市障害児放課後等支援施設条例の一部改正について

伊勢市障害児放課後等支援施設条例の一部を改正する条例を次のように

提出する。

令和６年２月 19 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

記
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伊勢市条例第 号

伊勢市障害児放課後等支援施設条例の一部を改正する条例

伊勢市障害児放課後等支援施設条例（平成31年伊勢市条例第９号）の一

部を次のように改正する。

第１条中「小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校に在学する障害

児（児童福祉法（昭和22年法律第164号）第４条第２項に規定する障害児

をいい、障害児である者が18歳に達した日以後継続して高等学校又は特別

支援学校に在学している場合における当該者」を「学校教育法（昭和22年

法律第26号）第１条に規定する学校（幼稚園及び大学を除く。）、同法第

124条に規定する専修学校（以下「専修学校」という。）又は同法第134条

第１項に規定する各種学校（以下「各種学校」という。）（以下これらを

「小学校等」と総称する。）に在学する障害児（児童福祉法（昭和22年法

律第164号）第４条第２項に規定する障害児をいい、障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第４

条第１項に規定する障害者」に改める。

第３条第１号中「（平成17年法律第123号）第77条第３項」を「第77条第

５項」に改める。

第６条第１項ただし書中「小学校、中学校、高等学校又は特別支援学

校」を「小学校等」に改め、「休業日」の次に「（専修学校及び各種学校に

あっては、これらに準ずる休業日）」を加える。

第８条中「小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校」を「小学校

等」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（伊勢市ハートプラザみその条例の一部改正）
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２ 伊勢市ハートプラザみその条例（平成17年伊勢市条例第86号）の一部

を次のように改正する。

第７条第２号を次のように改める。

(2) 休館日 次のアからウまでに掲げる施設の区分に応じ、当該アか

らウまでに定める日

ア 伊勢市おひさま児童園 伊勢市こども発達支援施設条例（平成

28年伊勢市条例第32号）第７条に定める当該施設の休館日

イ フレンズ 伊勢市障害児放課後等支援施設条例（平成31年伊勢

市条例第９号）第７条に定める当該施設の休館日

ウ ア及びイに掲げる施設以外の施設 国民の祝日に関する法律

（昭和23年法律第178号）に規定する休日（以下「祝日」とい

う。）並びに１月２日、１月３日及び12月29日から12月31日まで

第８条第１項第２号及び第３号を次のように改める。

(2) 伊勢市おひさま児童園 伊勢市こども発達支援施設条例第６条に

定める当該施設の開館時間

(3) フレンズ 伊勢市障害児放課後等支援施設条例第６条に定める当

該施設の開館時間

第９条の２第１号中「（平成28年伊勢市条例第32号）」を削り、同条第

２号中「（平成31年伊勢市条例第９号）」を削る。

（説 明）

これは、伊勢市障害児放課後等支援施設の利用者の範囲を広げるた

め、及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律等の一部を改正する法律による障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律の一部改正に伴い、所要の規定の整備を行
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うため、条例を改正しようとするものである。
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（参考）

改正後 改正前

(設置) (設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1

条に規定する学校(幼稚園及び大学を除

く。)、同法第124条に規定する専修学校(以

下「専修学校」という。)又は同法第134条

第1項に規定する各種学校(以下「各種学校」

という。)(以下これらを「小学校等」と総

称する。)に在学する障害児(児童福祉法(昭

和22年法律第164号)第4条第2項に規定する

障害児をいい、障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律(平成

17年法律第123号)第4条第1項に規定する障

害者(20歳に満たない者に限る。)を含む。

以下同じ。)の家族の就労支援及び一時的な

休息のため、当該障害児の日中における活

動の場を確保することにより、障害児及び

その家族の福祉の増進を図るため、伊勢市

障害児放課後等支援施設(以下「施設」とい

う。)を設置する。

第1条 小学校、中学校、高等学校又は特別支

援学校に在学する障害児(児童福祉法(昭和

22年法律第164号)第4条第2項に規定する障

害児をいい、障害児である者が18歳に達し

た日以後継続して高等学校又は特別支援学

校に在学している場合における当該者(20

歳に満たない者に限る。)を含む。以下同

じ。)の家族の就労支援及び一時的な休息の

ため、当該障害児の日中における活動の場

を確保することにより、障害児及びその家

族の福祉の増進を図るため、伊勢市障害児

放課後等支援施設(以下「施設」という。)

を設置する。

第2条 略 第2条 略

(事業) (事業)

第3条 施設は、次に掲げる事業を行う。 第3条 施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律第77条第5項

の規定による日中一時支援事業(以下

「日中一時支援事業」という。)

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律(平成17年法

律第123号)第77条第3項の規定による日

中一時支援事業(以下「日中一時支援事

業」という。)

(2) 略 (2) 略

第4条・第5条 略 第4条・第5条 略

(開館時間) (開館時間)

第6条 施設の開館時間は、午後1時30分から

午後6時までとする。ただし、施設を利用し

ている者(以下「利用者」という。)が在学

する小学校等の学年始、夏季、秋季、冬季

及び学年末の休業日(専修学校及び各種学

校にあっては、これらに準ずる休業日)の開

館時間は、午前8時30分から午後4時30分ま

でとする。

第6条 施設の開館時間は、午後1時30分から

午後6時までとする。ただし、施設を利用し

ている者(以下「利用者」という。)が在学

する小学校、中学校、高等学校又は特別支

援学校の学年始、夏季、秋季、冬季及び学

年末の休業日の開館時間は、午前8時30分か

ら午後4時30分までとする。

2 略 2 略

第7条 略 第7条 略

(利用者の範囲) (利用者の範囲)

第8条 施設を利用することができる者は、市 第8条 施設を利用することができる者は、市
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伊勢市ハートプラザみその条例（附則第２項関係）

内に住所を有する日中一時支援事業の利用

の決定に係る障害児で、小学校等に在学し

ているものとする。

内に住所を有する日中一時支援事業の利用

の決定に係る障害児で、小学校、中学校、

高等学校又は特別支援学校に在学している

ものとする。

第9条～第15条 略 第9条～第15条 略

改正後 改正前

第1条～第6条 略 第1条～第6条 略

(開館時間及び休館日) (開館時間及び休館日)

第7条 ハートプラザの開館時間及び休館日

は、次のとおりとする。ただし、指定管理

者は、特に必要があると認めるときは、市

長の承認を得て、これを変更することがで

きる。

第7条 ハートプラザの開館時間及び休館日

は、次のとおりとする。ただし、指定管理

者は、特に必要があると認めるときは、市

長の承認を得て、これを変更することがで

きる。

(1) 略 (1) 略

(2) 休館日 次のアからウまでに掲げる

施設の区分に応じ、当該アからウまでに

定める日

ア 伊勢市おひさま児童園 伊勢市こど

も発達支援施設条例(平成28年伊勢市

条例第32号)第7条に定める当該施設の

休館日

イ フレンズ 伊勢市障害児放課後等支

援施設条例(平成31年伊勢市条例第9

号)第7条に定める当該施設の休館日

ウ ア及びイに掲げる施設以外の施設

国民の祝日に関する法律(昭和23年法

律第178号)に規定する休日(以下「祝

日」という。)並びに1月2日、1月3日及

び12月29日から12月31日まで

(2) 休館日 次に掲げる日

ア 伊勢市おひさま児童園及びフレンズ

土曜日及び日曜日、国民の祝日に関

する法律(昭和23年法律第178号)に規

定する休日(以下「祝日」という。)並

びに1月2日、1月3日及び12月29日から

12月31日まで

イ アの施設以外の施設 祝日並びに1

月2日、1月3日及び12月29日から12月

31日まで

(利用時間) (利用時間)

第8条 第3条に規定する施設の利用時間は、

次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該

各号に定めるとおりとする。

第8条 第3条に規定する施設の利用時間は、

次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該

各号に定めるとおりとする。

(1) 略 (1) 略

(2) 伊勢市おひさま児童園 伊勢市こど

も発達支援施設条例第6条に定める当該

施設の開館時間

(2) 伊勢市おひさま児童園 午前9時か

ら午後5時30分まで

(3) フレンズ 伊勢市障害児放課後等支

援施設条例第6条に定める当該施設の開

館時間

(3) フレンズ 午後1時30分から午後6時

まで(フレンズを利用している者が在学

する小学校、中学校、高等学校又は特別

支援学校の学年始、夏季、秋季、冬季及

び学年末の休業日にあっては、午前8時
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30分から午後4時30分まで)

2・3 略 2・3 略

第9条 略 第9条 略

(伊勢市おひさま児童園及びフレンズの管

理)

(伊勢市おひさま児童園及びフレンズの管

理)

第9条の2 この条例に定めるもののほか、次

の各号に掲げる施設の事業、利用その他の

管理については、当該各号に定めるところ

による。

第9条の2 この条例に定めるもののほか、次

の各号に掲げる施設の事業、利用その他の

管理については、当該各号に定めるところ

による。

(1) 伊勢市おひさま児童園 伊勢市こど

も発達支援施設条例

(1) 伊勢市おひさま児童園 伊勢市こど

も発達支援施設条例(平成28年伊勢市条

例第32号)

(2) フレンズ 伊勢市障害児放課後等支

援施設条例

(2) フレンズ 伊勢市障害児放課後等支

援施設条例(平成31年伊勢市条例第9号)

第10条～第20条 略 第10条～第20条 略
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議案第 35 号

伊勢市障がい者基幹相談支援センター条例の一部改正について

伊勢市障がい者基幹相談支援センター条例の一部を改正する条例を次の

ように提出する。

令和６年２月 19 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

記
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伊勢市条例第 号

伊勢市障がい者基幹相談支援センター条例の一部を改正する条例

伊勢市障がい者基幹相談支援センター条例（令和４年伊勢市条例第39

号）の一部を次のように改正する。

第１条中「）第77条の２第１項」を「。以下「法」という。）第77条の

２第２項」に改める。

第３条の見出しを「（事業及び業務）」に改め、同条各号列記以外の部分

中「事業」の次に「及び業務」を加え、同条各号を次のように改める。

(1) 法第77条の２第１項各号に掲げる事業及び業務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業及び業務

第５条第１号中「事業」の次に「及び業務」を加える。

第８条第２号中「前号」を「前２号」に改め、同号を同条第３号とし、

同条第１号の次に次の１号を加える。

(2) 前号に掲げる者のほか、第３条各号に掲げる事業又は業務の対象と

なる者

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（説 明）

これは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律等の一部を改正する法律による障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律の一部改正に伴い、伊勢市障がい者基幹

相談支援センターの業務を追加するとともに、その他規定の整備を行

うため、条例を改正しようとするものである。
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（参考）

改正後 改正前

(設置) (設置)

第1条 障がい者及びその家族等の福祉の増

進を図るため、障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律(平成

17年法律第123号。以下「法」という。)第

77条の2第2項の規定に基づき、伊勢市障が

い者基幹相談支援センター(以下「基幹相談

支援センター」という。)を設置する。

第1条 障がい者及びその家族等の福祉の増

進を図るため、障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律(平成

17年法律第123号)第77条の2第1項の規定に

基づき、伊勢市障がい者基幹相談支援セン

ター(以下「基幹相談支援センター」とい

う。)を設置する。

第2条 略 第2条 略

(事業及び業務) (事業)

第3条 基幹相談支援センターは、次に掲げる

事業及び業務を行う。

第3条 基幹相談支援センターは、次に掲げる

事業を行う。

(1) 法第77条の2第1項各号に掲げる事業

及び業務

(1) 総合的かつ専門的な相談支援の実施

に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に

必要と認める事業及び業務

(2) 障がい者の地域の相談支援体制の強

化の取組に関すること。

(3) 障がい者の地域移行及び地域生活を

支えるための地域定着の促進に係る取組

に関すること。

(4) 障がい者の権利の擁護及び虐待の防

止に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特

に必要と認める事業

第4条 略 第4条 略

(指定管理者が行う業務) (指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う

ものとする。

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う

ものとする。

(1) 第3条に規定する事業及び業務を行う

ために必要な業務

(1) 第3条に規定する事業を行うために必

要な業務

(2) 略 (2) 略

第6条・第7条 略 第6条・第7条 略

(利用対象者) (利用対象者)

第8条 基幹相談支援センターを利用するこ

とができる者は、次の各号のいずれかに該

当する者とする。

第8条 基幹相談支援センターを利用するこ

とができる者は、次の各号のいずれかに該

当する者とする。

(1) 略 (1) 略

(2) 前号に掲げる者のほか、第3条各号に

掲げる事業又は業務の対象となる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当

と認める者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と

認める者
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第9条～第11条 略 第9条～第11条 略
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議案第 36 号

伊勢市国民健康保険条例の一部改正について

伊勢市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように提出する。

令和６年２月 19 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

記
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伊勢市条例第 号

伊勢市国民健康保険条例の一部を改正する条例

伊勢市国民健康保険条例（平成17年伊勢市条例第101号）の一部を次の

ように改正する。

第11条の２の見出しを「（基礎賦課総額）」に改め、同条各号列記以外

の部分中「一般被保険者（法附則第７条第１項に規定する退職被保険者等

（以下「退職被保険者等」という。）以外の被保険者をいう。以下同

じ。）に係る」を削り、同条第１号ア中「（一般被保険者に係るものに限

る。）」を削り、同号イ中「附則第22条」を「附則第７条」に改め、「が

行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、三重県」を削り、同

号カ中「退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付

に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入

院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養

費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額

並びに三重県が行う国民健康保険の一般被保険者に係る」及び「及び退職

被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額」を

削り、同条第２号イ中「附則第22条」を「附則第７条」に改め、同号ウ中

「（エにおいて「国民健康保険保険給付費等交付金」という。）（退職被

保険者等の療養の給付等に要する費用（法附則第22条の規定により読み替

えられた法第70条第１項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。以

下同じ。）に係るものを除く。）」を削り、同号エ中「法附則第９条第１

項の規定により読み替えられた」及び「並びに国民健康保険保険給付費等

交付金（退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限

る。）」を削る。

第12条の見出しを「（基礎賦課額）」に改め、同条中「一般被保険者に

係る」を削り、「一般被保険者につき」を「被保険者につき」に改め、
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「（一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当

該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割

額）」を削る。

第13条の見出しを「（基礎賦課額の所得割額の算定）」に改め、同条第

１項中「一般被保険者」を「被保険者」に改める。

第14条の見出しを「（基礎賦課額の保険料率）」に改め、同条第１項各

号列記以外の部分中「一般被保険者に係る基礎賦課額」を「基礎賦課額」

に改め、同項第２号中「一般被保険者に係る基礎賦課総額」を「基礎賦課

総額」に、「一般被保険者の」を「被保険者の」に改め、同項第３号ア中

「一般被保険者に係る基礎賦課総額」を「基礎賦課総額」に、「一般被保

険者が」を「被保険者が」に改める。

第15条から第17条までを次のように改める。

第15条から第17条まで 削除

第17条の２を削る。

第18条中「又は第15条」及び「（一般被保険者と退職被保険者等が同一

の世帯に属する場合には、第12条の基礎賦課額と第15条の基礎賦課額との

合算額をいう。第21条及び第22条第１項において同じ。）」を削る。

第18条の２の見出しを「（後期高齢者支援金等賦課総額）」に改め、同

条各号列記以外の部分中「一般被保険者に係る」を削り、同条第１号中

「であって、三重県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るもの」を削

り、同条第２号ア中「附則第22条」を「附則第７条」に改め、同号イ中

「法附則第９条第１項の規定により読み替えられた」を削る。

第18条の３の見出しを「（後期高齢者支援金等賦課額）」に改め、同条

中「一般被保険者につき」を「被保険者につき」に改め、「（一般被保険

者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被

保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額）」を削る。
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第18条の４の見出しを「（後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算

定）」に改め、同条中「一般被保険者」を「被保険者」に改める。

第18条の５の見出しを「（後期高齢者支援金等賦課額の保険料率）」に

改め、同条第１項各号列記以外の部分中「一般被保険者に係る後期高齢者

支援金等賦課額」を「後期高齢者支援金等賦課額」に改め、同項第１号中

「一般被保険者」を「被保険者」に、「第32条の９」を「第32条の９の

２」に改め、同項第２号中「一般被保険者」を「被保険者」に改め、同項

第３号ア中「一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額」を「後期

高齢者支援金等賦課総額」に、「一般被保険者が」を「被保険者が」に改

める。

第18条の６から第18条の９までを次のように改める。

第18条の６から第18条の９まで 削除

第18条の10中「又は第18条の６」及び「（一般被保険者と退職被保険者

等が同一の世帯に属する場合には、第18条の３の後期高齢者支援金等賦課

額と第18条の６の後期高齢者支援金等賦課額との合算額をいう。第21条及

び第22条第１項において同じ。）」を削り、「22万円」を「24万円」に改

める。

第18条の11第２号ア中「附則第22条」を「附則第７条」に改め、同号イ

中「法附則第９条第１項の規定により読み替えられた」を削る。

第21条第１項中「、第15条、第18条の３若しくは第18条の６」を「若し

くは第18条の３」に、「又は減少した」を「若しくは減少した」に改め、

「若しくは第17条」を削り、同条第２項中「、第15条、第18条の３若しく

は第18条の６」を「若しくは第18条の３」に改め、「若しくは第17条」を

削る。

第22条第１項各号列記以外の部分中「又は第15条」を削り、同項第２号

中「29万円」を「29万5,000円」に改め、同項第３号中「53万5,000円」を
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「54万5,000円」に改め、同条第３項中「又は第15条」及び「又は第18条

の６」を削り、「22万円」を「24万円」に改め、同条第４項中「又は第15

条」を削る。

第23条第１項中「又は第17条」を削り、「第14条第２項」を「同条第２

項」に改め、同条第３項中「又は第17条」、「又は第18条の８」及び「、

「第14条第２項」とあるのは「第18条の５第２項」と」を削り、同条第４

項第１号中「又は第17条」を削り、同条第６項中「又は第17条」、「又は

第18条の８」及び「、「第14条第２項」とあるのは「第18条の５第２項」

と」を削る。

第24条第１項各号列記以外の部分中「又は第15条」を削り、同条第３項

中「又は第15条」及び「又は第18条の６」を削り、「22万円」を「24万

円」に改め、同条第４項及び第５項中「又は第15条」を削り、同条第７項

中「又は第15条」及び「又は第18条の６」を削り、「22万円」を「24万

円」に改め、同条第８項中「又は第15条」を削る。

第31条中「、第15条」及び「、第18条の６」を削り、「、第22条」を

「及び第22条」に改め、後段を削る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の伊勢市国民健康保険条例の規定は、令和６年

度以後の年度分の保険料について適用し、令和５年度以前の年度分の保

険料については、なお従前の例による。

（説 明）
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これは、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための

健康保険法等の一部を改正する法律による国民健康保険法の一部改正

に伴い、退職者医療制度に係る規定を削除し、及び国民健康保険法施

行令の一部改正に伴い、保険料の後期高齢者支援金等賦課額の限度額

及び減額賦課に係る所得判定基準を改めるとともに、その他規定の整

備を行うため、条例を改正しようとするものである。
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（参考）

改正後 改正前

第1条～第11条 略 第1条～第11条 略

(基礎賦課総額) (一般被保険者に係る基礎賦課総額)

第11条の2 保険料の賦課額のうち基礎賦課

額(第22条、第23条及び第24条の規定により

基礎賦課額を減額するものとした場合にあ

っては、その減額することとなる額を含

む。)の総額(以下「基礎賦課総額」という。)

は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に

掲げる額の見込額を控除した額を基準とし

て算定した額とする。

第11条の2 保険料の賦課額のうち一般被保

険者(法附則第7条第1項に規定する退職被

保険者等(以下「退職被保険者等」という。)

以外の被保険者をいう。以下同じ。)に係る

基礎賦課額(第22条、第23条及び第24条の規

定により基礎賦課額を減額するものとした

場合にあっては、その減額することとなる

額を含む。)の総額(以下「基礎賦課総額」

という。)は、第1号に掲げる額の見込額か

ら第2号に掲げる額の見込額を控除した額

を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における次に掲げる額の合

算額

(1) 当該年度における次に掲げる額の合

算額

ア 療養の給付に要する費用の額から当

該給付に係る一部負担金に相当する額

を控除した額並びに入院時食事療養

費、入院時生活療養費、保険外併用療

養費、療養費、訪問看護療養費、特別

療養費、移送費、高額療養費及び高額

介護合算療養費の支給に要する費用の

額

ア 療養の給付に要する費用(一般被保

険者に係るものに限る。)の額から当該

給付に係る一部負担金に相当する額を

控除した額並びに入院時食事療養費、

入院時生活療養費、保険外併用療養費、

療養費、訪問看護療養費、特別療養費、

移送費、高額療養費及び高額介護合算

療養費の支給に要する費用(一般被保

険者に係るものに限る。)の額

イ 国民健康保険事業費納付金(法附則

第7条の規定により読み替えられた法

第75条の7第1項の国民健康保険事業費

納付金をいう。以下この条において同

じ。)の納付に要する費用(三重県の国

民健康保険に関する特別会計において

負担する高齢者医療確保法の規定によ

る後期高齢者支援金等(以下「後期高齢

者支援金等」という。)、高齢者医療確

保法の規定による病床転換支援金等

(以下「病床転換支援金等」という。)

及び介護保険法(平成9年法律第123号)

の規定による納付金(以下「介護納付

金」という。)の納付に要する費用に充

てる部分を除く。)の額

イ 国民健康保険事業費納付金(法附則

第22条の規定により読み替えられた法

第75条の7第1項の国民健康保険事業費

納付金をいう。以下この条において同

じ。)の納付に要する費用(三重県が行

う国民健康保険の一般被保険者に係る

ものに限り、三重県の国民健康保険に

関する特別会計において負担する高齢

者医療確保法の規定による後期高齢者

支援金等(以下「後期高齢者支援金等」

という。)、高齢者医療確保法の規定に

よる病床転換支援金等(以下「病床転換

支援金等」という。)及び介護保険法(平

成9年法律第123号)の規定による納付

金(以下「介護納付金」という。)の納

付に要する費用に充てる部分を除く。)

の額

ウ～オ 略 ウ～オ 略
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カ その他国民健康保険事業に要する費

用(国民健康保険の事務の執行に要す

る費用を除く。)の額(国民健康保険事

業費納付金の納付に要する費用(三重

県の国民健康保険に関する特別会計に

おいて負担する後期高齢者支援金等及

び病床転換支援金等並びに介護納付金

の納付に要する費用に充てる部分に限

る。)を除く。)

カ その他国民健康保険事業に要する費

用(国民健康保険の事務の執行に要す

る費用を除く。)の額(退職被保険者等

に係る療養の給付に要する費用の額か

ら当該給付に係る一部負担金に相当す

る額を控除した額並びに入院時食事療

養費、入院時生活療養費、保険外併用

療養費、療養費、訪問看護療養費、特

別療養費、移送費、高額療養費及び高

額介護合算療養費の支給に要する費用

の額並びに三重県が行う国民健康保険

の一般被保険者に係る国民健康保険事

業費納付金の納付に要する費用(三重

県の国民健康保険に関する特別会計に

おいて負担する後期高齢者支援金等及

び病床転換支援金等並びに介護納付金

の納付に要する費用に充てる部分に限

る。)及び退職被保険者等に係る国民健

康保険事業費納付金の納付に要する費

用の額を除く。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合

算額

(2) 当該年度における次に掲げる額の合

算額

ア 略 ア 略

イ 法附則第7条の規定により読み替え

られた法第75条の規定により交付を受

ける補助金(国民健康保険事業費納付

金の納付に要する費用(三重県の国民

健康保険に関する特別会計において負

担する後期高齢者支援金等、病床転換

支援金等及び介護納付金の納付に要す

る費用に充てる部分に限る。以下この

イにおいて同じ。)に係るものを除く。)

及び同条の規定により貸し付けられる

貸付金(国民健康保険事業費納付金の

納付に要する費用に係るものを除く。)

の額

イ 法附則第22条の規定により読み替え

られた法第75条の規定により交付を受

ける補助金(国民健康保険事業費納付

金の納付に要する費用(三重県の国民

健康保険に関する特別会計において負

担する後期高齢者支援金等、病床転換

支援金等及び介護納付金の納付に要す

る費用に充てる部分に限る。以下この

イにおいて同じ。)に係るものを除く。)

及び同条の規定により貸し付けられる

貸付金(国民健康保険事業費納付金の

納付に要する費用に係るものを除く。)

の額

ウ 法第75条の2第1項の国民健康保険保

険給付費等交付金の額

ウ 法第75条の2第1項の国民健康保険保

険給付費等交付金(エにおいて「国民健

康保険保険給付費等交付金」という。)

(退職被保険者等の療養の給付等に要

する費用(法附則第22条の規定により

読み替えられた法第70条第1項に規定

する療養の給付等に要する費用をい

う。以下同じ。)に係るものを除く。)

の額
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エ その他国民健康保険事業に要する費

用(国民健康保険の事務の執行に要す

る費用を除く。)のための収入(法第72

条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第

72条の3の3第1項の規定による繰入金

を除く。)の額

エ その他国民健康保険事業に要する費

用(国民健康保険の事務の執行に要す

る費用を除く。)のための収入(法附則

第9条第1項の規定により読み替えられ

た法第72条の3第1項、第72条の3の2第1

項及び第72条の3の3第1項の規定によ

る繰入金並びに国民健康保険保険給付

費等交付金(退職被保険者等の療養の

給付等に要する費用に係るものに限

る。)を除く。)の額

(基礎賦課額) (一般被保険者に係る基礎賦課額)

第12条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額

は、当該世帯に属する被保険者につき算定

した所得割額及び被保険者均等割額の合算

額の総額並びに当該世帯につき算定した世

帯別平等割額の合計額とする。

第12条 保険料の賦課額のうち一般被保険者

に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する一

般被保険者につき算定した所得割額及び被

保険者均等割額の合算額の総額並びに当該

世帯につき算定した世帯別平等割額(一般

被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯

に属する場合には、当該世帯を一般被保険

者の属する世帯とみなして算定した世帯別

平等割額)の合計額とする。

(基礎賦課額の所得割額の算定) (一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割

額の算定)

第13条 前条の所得割額は、被保険者に係る

賦課期日の属する年の前年の所得に係る地

方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第

1項に規定する総所得金額及び山林所得金

額並びに他の所得と区分して計算される所

得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定

する上場株式等に係る配当所得等の金額

(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の

規定の適用がある場合には、その適用後の

金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する

土地等に係る事業所得等の金額、同法附則

第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金

額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)

第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1

項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第

35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1

項又は第36条の規定の適用がある場合に

は、これらの規定の適用により同法第31条

第1項に規定する長期譲渡所得の金額から

控除する金額を控除した金額)、地方税法附

則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の

金額(租税特別措置法第33条の4第1項若し

くは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、

第13条 前条の所得割額は、一般被保険者に

係る賦課期日の属する年の前年の所得に係

る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条

の2第1項に規定する総所得金額及び山林所

得金額並びに他の所得と区分して計算され

る所得の金額(同法附則第33条の2第5項に

規定する上場株式等に係る配当所得等の金

額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項

の規定の適用がある場合には、その適用後

の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定す

る土地等に係る事業所得等の金額、同法附

則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の

金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26

号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条

第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、

第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3

第1項又は第36条の規定の適用がある場合

には、これらの規定の適用により同法第31

条第1項に規定する長期譲渡所得の金額か

ら控除する金額を控除した金額)、地方税法

附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得

の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若

しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1
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第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の

規定の適用がある場合には、これらの規定

の適用により同法第32条第1項に規定する

短期譲渡所得の金額から控除する金額を控

除した金額)、地方税法附則第35条の2第5

項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等

の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の

適用がある場合には、その適用後の金額)、

同法附則第35条の2の2第5項に規定する上

場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附

則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13

項若しくは第15項の規定の適用がある場合

には、その適用後の金額)、同法附則第35

条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所

得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の

規定の適用がある場合には、その適用後の

金額)、外国居住者等の所得に対する相互主

義による所得税等の非課税等に関する法律

(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第

12条第5項及び第16条第2項において準用す

る場合を含む。第22条第1項第1号において

同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同

法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条

第3項において準用する場合を含む。同号に

おいて同じ。)に規定する特例適用配当等の

額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法

人税法及び地方税法の特例等に関する法律

(昭和44年法律第46号。第22条において「租

税条約等実施特例法」という。)第3条の2

の2第10項に規定する条約適用利子等の額

及び同条第12項に規定する条約適用配当等

の額をいう。以下この条において同じ。)

の合計額から地方税法第314条の2第2項の

規定による控除をした後の総所得金額及び

山林所得金額並びに他の所得と区分して計

算される所得の金額の合計額(以下「基礎控

除後の総所得金額等」という。)に、次条の

所得割の保険料率を乗じて算定する。

項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36

条の規定の適用がある場合には、これらの

規定の適用により同法第32条第1項に規定

する短期譲渡所得の金額から控除する金額

を控除した金額)、地方税法附則第35条の2

第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所

得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規

定の適用がある場合には、その適用後の金

額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定す

る上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同

法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3

第13項若しくは第15項の規定の適用がある

場合には、その適用後の金額)、同法附則第

35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑

所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項

の規定の適用がある場合には、その適用後

の金額)、外国居住者等の所得に対する相互

主義による所得税等の非課税等に関する法

律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法

第12条第5項及び第16条第2項において準用

する場合を含む。第22条第1項第1号におい

て同じ。)に規定する特例適用利子等の額、

同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16

条第3項において準用する場合を含む。同号

において同じ。)に規定する特例適用配当等

の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、

法人税法及び地方税法の特例等に関する法

律(昭和44年法律第46号。第22条において

「租税条約等実施特例法」という。)第3条

の2の2第10項に規定する条約適用利子等の

額及び同条第12項に規定する条約適用配当

等の額をいう。以下この条において同じ。)

の合計額から地方税法第314条の2第2項の

規定による控除をした後の総所得金額及び

山林所得金額並びに他の所得と区分して計

算される所得の金額の合計額(以下「基礎控

除後の総所得金額等」という。)に、次条の

所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 略 2 略

(基礎賦課額の保険料率) (一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料

率)

第14条 基礎賦課額の保険料率は、次のとお

りとする。

第14条 一般被保険者に係る基礎賦課額の保

険料率は、次のとおりとする。

(1) 略 (1) 略

(2) 被保険者均等割 基礎賦課総額の100 (2) 被保険者均等割 一般被保険者に係
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分の35に相当する額を当該年度の前年度

及びその直前の2箇年度の各年度におけ

る被保険者の数等を勘案して算定した数

で除して得た額

る基礎賦課総額の100分の35に相当する

額を当該年度の前年度及びその直前の2

箇年度の各年度における一般被保険者の

数等を勘案して算定した数で除して得た

額

(3) 世帯別平等割 アからウまでに掲げ

る世帯の区分に応じ、それぞれアからウ

までに定めるところにより算定した額

(3) 世帯別平等割 アからウまでに掲げ

る世帯の区分に応じ、それぞれアからウ

までに定めるところにより算定した額

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯

基礎賦課総額の100分の15に相当する

額を当該年度の前年度及びその直前の

2箇年度の各年度における被保険者が

属する世帯の数等を勘案して算定した

数から特定同一世帯所属者(法第6条第

8号に該当したことにより被保険者の

資格を喪失した者であって、当該資格

を喪失した日の前日以後継続して同一

の世帯に属する者をいう。以下同じ。)

と同一の世帯に属する被保険者が属す

る世帯であって同日の属する月(以下

「特定月」という。)以後5年を経過す

る月までの間にあるもの(当該世帯に

他の被保険者がいない場合に限る。以

下「特定世帯」という。)の数に2分の1

を乗じて得た数と特定同一世帯所属者

と同一の世帯に属する被保険者が属す

る世帯であって特定月以後5年を経過

する月の翌月から特定月以後8年を経

過する月までの間にあるもの(当該世

帯に他の被保険者がいない場合に限

る。以下「特定継続世帯」という。)

の数に4分の1を乗じて得た数の合計数

を控除した数で除して得た額

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯

一般被保険者に係る基礎賦 課 総 額 の

100分の15に相当する額を当該年度の

前年度及びその直前の2箇年度の各年

度における一般被保険者が属する世帯

の数等を勘案して算定した数から特定

同一世帯所属者(法第6条第8号に該当

したことにより被保険者の資格を喪失

した者であって、当該資格を喪失した

日の前日以後継続して同一の世帯に属

する者をいう。以下同じ。)と同一の世

帯に属する一般被保険者が属する世帯

であって同日の属する月(以下「特定

月」という。)以後5年を経過する月ま

での間にあるもの(当該世帯に他の被

保険者がいない場合に限る。以下「特

定世帯」という。)の数に2分の1を乗じ

て得た数と特定同一世帯所属者と同一

の世帯に属する一般被保険者が属する

世帯であって特定月以後5年を経過す

る月の翌月から特定月以後8年を経過

する月までの間にあるもの(当該世帯

に他の被保険者がいない場合に限る。

以下「特定継続世帯」という。)の数に

4分の1を乗じて得た数の合計数を控除

した数で除して得た額

イ・ウ 略 イ・ウ 略

2・3 略 2・3 略

(退職被保険者等に係る基礎賦課額)

第15条から第17条まで 削除 第15条 保険料の賦課額のうち退職被保険者

等に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する

退職被保険者等につき算定した所得割額及

び被保険者均等割額の合算額の総額並びに

当該世帯につき算定した世帯別平等割額の

合計額(退職被保険者等と一般被保険者と

が同一の世帯に属する場合には、所得割額

及び被保険者均等割額の合算額の総額)と
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する。

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の所得

割額の算定)

第16条 前条の所得割額は、退職被保険者等

に係る基礎控除後の総所得金額等に、第14

条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の被保

険者均等割額の算定)

第17条 第15条の被保険者均等割額は、第14

条の規定により算定した額と同額とする。

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の世帯

別平等割額の算定)

第17条の2 第15条の世帯別平等割額は、第1

号から第3号までに掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれ第1号から第3号までに定める

額とする。

(1) 第2号又は第3号に掲げる世帯以外の

世帯 第14条第1項第3号アに定めるとこ

ろにより算定した額

(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に

属する退職被保険者の属する世帯であっ

て特定月以後5年を経過する月までの間

にあるもの(当該世帯に他の被保険者が

いない場合に限る。) 第14条第1項第3

号イに定めるところにより算定した額

(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に

属する退職被保険者の属する世帯であっ

て特定月以後5年を経過する月の翌月か

ら特定月以後8年を経過する月までの間

にあるもの(当該世帯に他の被保険者が

いない場合に限る。) 第14条第1項第3

号ウに定めるところにより算定した額

(基礎賦課限度額) (基礎賦課限度額)

第18条 第12条の基礎賦課額は、65万円を超

えることができない。

第18条 第12条又は第15条の基礎賦課額(一

般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯

に属する場合には、第12条の基礎賦課額と

第15条の基礎賦課額との合算額をいう。第

21条及び第22条第1項において同じ。)は 、

65万円を超えることができない。

(後期高齢者支援金等賦課総額) (一般被保険者に係る後期高齢者支援金等

賦課総額)

第18条の2 保険料の賦課額のうち後期高齢

者支援金等賦課額(第22条、第23条及び第24

条の規定により後期高齢者支援金等賦課額

第18条の2 保険料の賦課額のうち一般被保

険者に係る後期高齢者支援金等賦課額(第22

条、第23条及び第24条の規定により後期高
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を減額するものとした場合にあっては、そ

の減額することになる額を含む。)の総額

(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」とい

う。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2

号に掲げる額の見込額を控除した額を基準

として算定した額とする。

齢者支援金等賦課額を減額するものとした

場合にあっては、その減額することになる

額を含む。)の総額(以下「後期高齢者支援

金等賦課総額」という。)は、第1号に掲げ

る額の見込額から第2号に掲げる額の見込

額を控除した額を基準として算定した額と

する。

(1) 当該年度における国民健康保険事業

費納付金の納付に要する費用(三重県の

国民健康保険に関する特別会計において

負担する後期高齢者支援金等及び病床転

換支援金等の納付に要する費用に係る部

分に限る。次号において同じ。)

(1) 当該年度における国民健康保険事業

費納付金の納付に要する費用(三重県の

国民健康保険に関する特別会計において

負担する後期高齢者支援金等及び病床転

換支援金等の納付に要する費用に係る部

分であって、三重県が行う国民健康保険

の一般被保険者に係るものに限る。次号

において同じ。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合

算額

(2) 当該年度における次に掲げる額の合

算額

ア 法附則第7条の規定により読み替え

られた法第75条の規定により交付を受

ける補助金(国民健康保険事業費納付

金の納付に要する費用に係るものに限

る。)及び同条の規定により貸し付けら

れる貸付金(国民健康保険事業費納付

金の納付に要する費用に係るものに限

る。)の額

ア 法附則第22条の規定により読み替え

られた法第75条の規定により交付を受

ける補助金(国民健康保険事業費納付

金の納付に要する費用に係るものに限

る。)及び同条の規定により貸し付けら

れる貸付金(国民健康保険事業費納付

金の納付に要する費用に係るものに限

る。)の額

イ その他国民健康保険事業に要する費

用(国民健康保険事業費納付金の納付

に要する費用に限る。)のための収入

(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1

項及び第72条の3の3第1項の規定によ

る繰入金を除く。)の額

イ その他国民健康保険事業に要する費

用(国民健康保険事業費納付金の納付

に要する費用に限る。)のための収入

(法附則第9条第1項の規定により読み

替えられた法第72条の3第1項、第72条

の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の

規定による繰入金を除く。)の額

(後期高齢者支援金等賦課額) (一般被保険者に係る後期高齢者支援金等

賦課額)

第18条の3 保険料の賦課額のうち後期高齢

者支援金等賦課額は、当該世帯に属する被

保険者につき算定した所得割額及び被保険

者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯

につき算定した世帯別平等割額の合計額と

する。

第18条の3 保険料の賦課額のうち後期高齢

者支援金等賦課額は、当該世帯に属する一

般被保険者につき算定した所得割額及び被

保険者均等割額の合算額の総額並びに当該

世帯につき算定した世帯別平等割額(一般

被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯

に属する場合には、当該世帯を一般被保険

者の属する世帯とみなして算定した世帯別

平等割額)の合計額とする。

(後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の (一般被保険者に係る後期高齢者支援金等
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算定) 賦課額の所得割額の算定)

第18条の4 前条の所得割額は、被保険者に係

る賦課期日の属する年の前年の所得に係る

基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得

割の保険料率を乗じて算定する。

第18条の4 前条の所得割額は、一般被保険者

に係る賦課期日の属する年の前年の所得に

係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の

所得割の保険料率を乗じて算定する。

(後期高齢者支援金等賦課額の保険料率) (一般被保険者に係る後期高齢者支援金等

賦課額の保険料率)

第18条の5 後期高齢者支援金等賦課額の保

険料率は、次のとおりとする。

第18条の5 一般被保険者に係る後期高齢者

支援金等賦課額の保険料率は、次のとおり

とする。

(1) 所得割 後期高齢者支援金等賦課総

額の100分の50に相当する額を被保険者

に係る基礎控除後の総所得金額等(国民

健康保険法施行令第29条の7第3項第4号

ただし書に規定する場合にあっては、国

民健康保険法施行規則第32条の9の2に規

定する方法により補正された後の金額と

する。)の総額で除して得た数

(1) 所得割 後期高齢者支援金等賦課総

額の100分の50に相当する額を一般被保

険者に係る基礎控除後の総所得金額等

(国民健康保険法施行令第29条の7第3項

第4号ただし書に規定する場合にあって

は、国民健康保険法施行規則第32条の9

に規定する方法により補正された後の金

額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 後期高齢者支援金

等賦課総額の100分の35に相当する額を

当該年度の前年度及びその直前の2箇年

度の各年度における被保険者の数等を勘

案して算定した数で除して得た額

(2) 被保険者均等割 後期高齢者支援金

等賦課総額の100分の35に相当する額を

当該年度の前年度及びその直前の2箇年

度の各年度における一般被保険者の数等

を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 アからウまでに掲げ

る世帯の区分に応じ、それぞれアからウ

までに定めるところにより算定した額

(3) 世帯別平等割 アからウまでに掲げ

る世帯の区分に応じ、それぞれアからウ

までに定めるところにより算定した額

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯

後期高齢者支援金等賦課総額の100分

の15に相当する額を当該年度の前年度

及びその直前の2箇年度の各年度にお

ける被保険者が属する世帯の数等を勘

案して算定した数から特定世帯の数に

2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯

の数に4分の1を乗じて得た数の合計数

を控除した数で除して得た額

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯

一般被保険者に係る後期高齢者支援金

等賦課総額の100分の15に相当する額

を当該年度の前年度及びその直前の2

箇年度の各年度における一般被保険者

が属する世帯の数等を勘案して算定し

た数から特定世帯の数に2分の1を乗じ

て得た数と特定継続世帯の数に4分の1

を乗じて得た数の合計数を控除した数

で除して得た額

イ・ウ 略 イ・ウ 略

2・3 略 2・3 略

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金

等賦課額)

第18条の6から第18条の9まで 削除 第18条の6 保険料の賦課額のうち退職被保

険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額

は、当該世帯に属する退職被保険者等につ

き算定した所得割額及び被保険者均等割額
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の合算額の総額並びに当該世帯につき算定

した世帯別平等割額の合計額(退職被保険

者等と一般被保険者とが同一の世帯に属す

る場合には、所得割額及び被保険者均等割

額の合算額の総額)とする。

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金

等賦課額の所得割額の算定)

第18条の7 前条の所得割額は、退職被保険者

等に係る基礎控除後の総所得金額等に 、第

18条の5の所得割の保険料率を乗じて算定

する。

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金

等賦課額の被保険者均等割額の算定)

第18条の8 第18条の6の被保険者均等割額

は、第18条の5の規定により算定した額と同

額とする。

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金

等賦課額の世帯別平等割額の算定)

第18条の9 第18条の6の世帯別平等割額は、

第1号から第3号までに掲げる世帯の区分に

応じ、それぞれ第1号から第3号までに定め

る額とする。

(1) 第2号又は第3号に掲げる世帯以外の

世帯 第18条の5第1項第3号アに定める

ところにより算定した額

(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に

属する退職被保険者の属する世帯であっ

て特定月以後5年を経過する月までの間

にあるもの(当該世帯に他の被保険者が

いない場合に限る。) 第18条の5第1項第

3号イに定めるところにより算定した額

(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に

属する退職被保険者の属する世帯であっ

て特定月以後5年を経過する月の翌月か

ら特定月以後8年を経過する月までの間

にあるもの(当該世帯に他の被保険者が

いない場合に限る。) 第18条の5第1項第

3号ウに定めるところにより算定した額

(後期高齢者支援金等賦課限度額) (後期高齢者支援金等賦課限度額)

第18条の10 第18条の3の後期高齢者支援金

等賦課額は、24万円を超えることができな

い。

第18条の10 第18条の3又は第18条の6の後期

高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退

職被保険者等が同一の世帯に属する場合に

は、第18条の3の後期高齢者支援金等賦課額

と第18条の6の後期高齢者支援金等賦課額
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との合算額をいう。第21条及び第22条第1

項において同じ。)は、22万円を超えること

ができない。

(介護納付金賦課総額) (介護納付金賦課総額)

第18条の11 保険料の賦課額のうち介護納付

金賦課額(第22条及び第24条の規定により

介護納付金賦課額を減額するものとした場

合にあっては、その減額することになる額

を含む。)の総額(以下「介護納付金賦課総

額」という。)は、第1号に掲げる額の見込

額から第2号に掲げる額の見込額を控除し

た額を基準として算定した額とする。

第18条の11 保険料の賦課額のうち介護納付

金賦課額(第22条及び第24条の規定により

介護納付金賦課額を減額するものとした場

合にあっては、その減額することになる額

を含む。)の総額(以下「介護納付金賦課総

額」という。)は、第1号に掲げる額の見込

額から第2号に掲げる額の見込額を控除し

た額を基準として算定した額とする。

(1) 略 (1) 略

(2) 当該年度における次に掲げる額の合

算額

(2) 当該年度における次に掲げる額の合

算額

ア 法附則第7条の規定により読み替え

られた法第75条の規定により交付を受

ける補助金(国民健康保険事業費納付

金の納付に要する費用に係るものに限

る。)及び同条の規定により貸し付けら

れる貸付金(国民健康保険事業費納付

金の納付に要する費用に係るものに限

る。)の額

ア 法附則第22条の規定により読み替え

られた法第75条の規定により交付を受

ける補助金(国民健康保険事業費納付

金の納付に要する費用に係るものに限

る。)及び同条の規定により貸し付けら

れる貸付金(国民健康保険事業費納付

金の納付に要する費用に係るものに限

る。)の額

イ その他国民健康保険事業に要する費

用(国民健康保険事業費納付金の納付

に要する費用に限る。)のための収入

(法第72条の3第1項及び第72条の3の3

第1項の規定による繰入金を除く。)の

額

イ その他国民健康保険事業に要する費

用(国民健康保険事業費納付金の納付

に要する費用に限る。)のための収入

(法附則第9条第1項の規定により読み

替えられた法第72条の3第1項及び第72

条の3の3第1項の規定による繰入金を

除く。)の額

第18条の12～第20条 略 第18条の12～第20条 略

(賦課期日後において納付義務の発生、消滅

又は被保険者数の異動等があった場合)

(賦課期日後において納付義務の発生、消滅

又は被保険者数の異動等があった場合)

第21条 保険料の賦課期日後に納付義務が発

生し、又は1世帯に属する被保険者数が増加

若しくは減少し、若しくは1世帯に属する被

保険者が介護納付金賦課被保険者となった

若しくは介護納付金賦課被保険者でなくな

った、若しくは国民健康保険法施行令第29

条の7の2第2項に規定する特例対象被保険

者等(以下「特例対象被保険者等」という。)

となった場合における当該納付義務者に係

る第12条若しくは第18条の3の額(被保険者

数が増加若しくは減少した場合(特定同一

第21条 保険料の賦課期日後に納付義務が発

生し、又は1世帯に属する被保険者数が増加

若しくは減少し、若しくは1世帯に属する被

保険者が介護納付金賦課被保険者となった

若しくは介護納付金賦課被保険者でなくな

った、若しくは国民健康保険法施行令第29

条の7の2第2項に規定する特例対象被保険

者等(以下「特例対象被保険者等」という。)

となった場合における当該納付義務者に係

る第12条、第15条、第18条の3若し くは 第

18条の6の額(被保険者数が増加又は減少し
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世帯所属者に該当することにより被保険者

数が減少した場合を除く。)又は特例対象被

保険者等となった場合における当該納付義

務者に係る世帯別平等割額を除く。)若し

く は 第 18条の12の額又は次条第1項各号

(同条第3項又は第4項の規定により読み替

えて準用する場合を含む。次項において同

じ。)に定める額、第23条第1項(同条第3項

の規定により読み替えて準用する場合を含

む。次項において同じ。)に定める第14条の

基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に

それぞれ10分の5を乗じて得た額、第23条第

4項第1号(同条第6項の規定により読み替え

て準用する場合を含む。次項において同

じ。)に定める額、第24条第1項各号(同条第

3項又は第4項の規定により読み替えて準用

する場合を含む。次項において同じ。)に定

める額若しくは同条第5項各号(同条第7項

又は第8項の規定により読み替えて準用す

る場合を含む。次項において同じ。)に定め

る額の算定は、それぞれ、その納付義務が

発生した日又は被保険者数が増加若しくは

減少した日(法第6条第1号から第8号までの

規定のいずれかに該当したことにより被保

険者数が減少した場合においては、その減

少した日が月の初日であるときに限り、そ

の前日とする。)若しくは1世帯に属する被

保険者が介護納付金賦課被保険者となった

若しくは介護納付金賦課被保険者でなくな

った日若しくは特例対象被保険者等となっ

た日の属する月から、月割をもって行う。

た場合(特定同一世帯所属者に該当するこ

とにより被保険者数が減少した場合を除

く。)又は特例対象被保険者等となった場合

における当該納付義務者に係る世帯別平等

割額を除く。)若しくは第18条の12の額又は

次条第1項各号(同条第3項又は第4項の規定

により読み替えて準用する場合を含む。次

項において同じ。)に定める額、第23条第1

項(同条第3項の規定により読み替えて準用

する場合を含む。次項において同じ。)に定

める第14条若しくは第17条の基礎賦課額の

被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分

の5を乗じて得た額、第23条第4項第1号(同

条第6項の規定により読み替えて準用する

場合を含む。次項において同じ。)に定める

額、第24条第1項各号(同条第3項又は第4項

の規定により読み替えて準用する場合を含

む。次項において同じ。)に定める額若しく

は同条第5項各号(同条第7項又は第8項の規

定により読み替えて準用する場合を含む。

次項において同じ。)に定める額の算定は、

それぞれ、その納付義務が発生した日又は

被保険者数が増加若しくは減少した日(法

第6条第1号から第8号までの規定のいずれ

かに該当したことにより被保険者数が減少

した場合においては、その減少した日が月

の初日であるときに限り、その前日とす

る。)若しくは1世帯に属する被保険者が介

護納付金賦課被保険者となった若しくは介

護納付金賦課被保険者でなくなった日若し

くは特例対象被保険者等となった日の属す

る月から、月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅し

た場合における当該納付義務者に係る第12

条若しくは第18条の3の額若しくは第18条

の12の額又は次条第1項各号に定める額、第

23条第1項に定める第14条の基礎賦課額の

被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分

の5を乗じて得た額、第23条第4項第1号に定

める額、第24条第1項各号に定める額若しく

は同条第5項各号に定める額の算定は、その

納付義務が消滅した日(法第6条第1号から

第8号までの規定のいずれかに該当したこ

とにより納付義務が消滅した場合において

は、その消滅した日が月の初日であるとき

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅し

た場合における当該納付義務者に係る第12

条、第15条、第18条の3若しくは第18条の6

の額若しくは第18条の12の額又は次条第1

項各号に定める額、第23条第1項に定める第

14条若しくは第17条の基礎賦課額の被保険

者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を

乗じて得た額、第23条第4項第1号に定める

額、第24条第1項各号に定める額若しくは同

条第5項各号に定める額の算定は、その納付

義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号

までの規定のいずれかに該当したことによ

り納付義務が消滅した場合においては、そ
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に限り、その前日とする。)の属する月の前

月まで、月割をもって行う。

の消滅した日が月の初日であるときに限

り、その前日とする。)の属する月の前月ま

で、月割をもって行う。

(低所得者の保険料の減額) (低所得者の保険料の減額)

第22条 次の各号に該当する納付義務者に対

して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課

額は、第12条の基礎賦課額から、それぞれ、

当該各号に定める額を減額して得た額(当

該減額して得た額が、65万円を超える場合

には、65万円)とする。

第22条 次の各号に該当する納付義務者に対

して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課

額は、第12条又は第15条の基礎賦課額から、

それぞれ、当該各号に定める額を減額して

得た額(当該減額して得た額が、65万円を超

える場合には、65万円)とする。

(1) 略 (1) 略

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林

所得金額並びに他の所得と区分して計算

される所得の金額の合算額が、地方税法

第314条の2第2項第1号に定める金額(世

帯主等のうち給与所得者等の数が2以上

の場合にあっては、同号に定める金額に

当該給与所得者等の数から1を減じた数

に10万円を乗じて得た金額を加えた金

額)に29万5,000円に当該年度の保険料賦

課期日(賦課期日後に保険料の納付義務

が発生した場合には、その発生した日と

する。)現在において、当該世帯に属する

被保険者の数と特定同一世帯所属者の数

の合計数を乗じて得た額を加算した金額

を超えない世帯に係る保険料の納付義務

者であって前号に該当する者以外の者

アに掲げる額に当該世帯に属する被保険

者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保

険者均等割額の算定の対象とされるもの

の数を乗じて得た額とイに掲げる額とを

合算した額

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林

所得金額並びに他の所得と区分して計算

される所得の金額の合算額が、地方税法

第314条の2第2項第1号に定める金額(世

帯主等のうち給与所得者等の数が2以上

の場合にあっては、同号に定める金額に

当該給与所得者等の数から1を減じた数

に10万円を乗じて得た金額を加えた金

額)に29万円に当該年度の保険料賦課期

日(賦課期日後に保険料の納付義務が発

生した場合には、その発生した日とす

る。)現在において、当該世帯に属する被

保険者の数と特定同一世帯所属者の数の

合計数を乗じて得た額を加算した金額を

超えない世帯に係る保険料の納付義務者

であって前号に該当する者以外の者 ア

に掲げる額に当該世帯に属する被保険者

のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険

者均等割額の算定の対象とされるものの

数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合

算した額

ア・イ 略 ア・イ 略

(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林

所得金額並びに他の所得と区分して計算

される所得の金額の合算額が、地方税法

第314条の2第2項第1号に定める金額(世

帯主等のうち給与所得者等の数が2以上

の場合にあっては、同号に定める金額に

当該給与所得者等の数から1を減じた数

に10万円を乗じて得た金額を加えた金

額)に54万5,000円に当該年度の保険料賦

課期日(賦課期日後に保険料の納付義務

が発生した場合には、その発生した日と

する。)現在において、当該世帯に属する

(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林

所得金額並びに他の所得と区分して計算

される所得の金額の合算額が、地方税法

第314条の2第2項第1号に定める金額(世

帯主等のうち給与所得者等の数が2以上

の場合にあっては、同号に定める金額に

当該給与所得者等の数から1を減じた数

に10万円を乗じて得た金額を加えた金

額)に53万5,000円に当該年度の保険料賦

課期日(賦課期日後に保険料の納付義務

が発生した場合には、その発生した日と

する。)現在において、当該世帯に属する
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被保険者の数と特定同一世帯所属者の数

の合計数を乗じて得た額を加算した金額

を超えない世帯に係る保険料の納付義務

者であって前2号に該当する者以外の者

アに掲げる額に当該世帯に属する被保

険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被

保険者均等割額の算定の対象とされるも

のの数を乗じて得た額とイに掲げる額と

を合算した額

被保険者の数と特定同一世帯所属者の数

の合計数を乗じて得た額を加算した金額

を超えない世帯に係る保険料の納付義務

者であって前2号に該当する者以外の者

アに掲げる額に当該世帯に属する被保

険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被

保険者均等割額の算定の対象とされるも

のの数を乗じて得た額とイに掲げる額と

を合算した額

ア・イ 略 ア・イ 略

2 略 2 略

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課

額の減額について準用する。この場合にお

いて、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第12条」

とあるのは「第18条の3」と、「65万円」と

あるのは「24万円」と、第2項中「第14条」

とあるのは「第18条の5」と読み替えるもの

とする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課

額の減額について準用する。この場合にお

いて、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第12条又

は第15条」とあるのは「第18条の3又 は第

18条の6」と、「65万円」とあるのは「22

万円」と、第2項中「第14条」とあるのは「第

18条の5」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課

額の減額について準用する。この場合にお

いて、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「介

護納付金賦課額」と、「第12条」とあるの

は「第18条の12」と、「65万円」とあるの

は「17万円」と、第2項中「第14条」とある

のは「第18条の14」と読み替えるものとす

る。

4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課

額の減額について準用する。この場合にお

いて、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「介

護納付金賦課額」と、「第12条又は第15条」

とあるのは「第18条の12」と、「65万円」

とあるのは「17万円」と、第2項中「第14

条」とあるのは「第18条の14」と読み替え

るものとする。

第22条の2 略 第22条の2 略

(未就学児の被保険者均等割額の減額) (未就学児の被保険者均等割額の減額)

第23条 当該年度において、その世帯に6歳に

達する日以後の最初の3月31日以前である

被保険者(以下「未就学児」という。)があ

る場合における当該被保険者に係る当該年

度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、

第14条の基礎賦課額の被保険者均等割の保

険料率から、当該保険料率に、それぞれ、

10分の5を乗じて得た額(同条第2項の規定

により端数の切上げを行った後の額とす

る。)を控除して得た額とする(第4項に規定

する場合を除く。)。

第23条 当該年度において、その世帯に6歳に

達する日以後の最初の3月31日以前である

被保険者(以下「未就学児」という。)があ

る場合における当該被保険者に係る当該年

度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、

第14条又は第17条の基礎賦課額の被保険者

均等割の保険料率から、当該保険料率に、

それぞれ、10分の5を乗じて得た額(第14条

第2項の規定により端数の切上げを行った

後の額とする。)を控除して得た額とする

(第4項に規定する場合を除く。)。

2 略 2 略

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課

額の減額について準用する。この場合にお

いて、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課

額の減額について準用する。この場合にお

いて、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後
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期高齢者支援金等賦課額」と、「第14条」

とあるのは「第18条の5」と、第2項中「第

14条第3項」とあるのは「第18条の5第3項」

と読み替えるものとする。

期高齢者支援金等賦課額」と、「第14条又

は第17条」とあるのは「第18条の5又は 第

18条の8」と、「第14条第2項」とあるのは

「第18条の5第2項」と、第2項中「第14条第

3項」とあるのは「第18条の5第3項」と読み

替えるものとする。

4 当該年度において、第22条に規定する基準

に従い保険料を減額するものとした納付義

務者の世帯に未就学児がある場合における

当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課

額の被保険者均等割額は、第1号に掲げる額

から第2号に掲げる額を控除して得た額と

する。

4 当該年度において、第22条に規定する基準

に従い保険料を減額するものとした納付義

務者の世帯に未就学児がある場合における

当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課

額の被保険者均等割額は、第1号に掲げる額

から第2号に掲げる額を控除して得た額と

する。

(1) 第14条の基礎賦課額の被保険者均等

割の保険料率から、当該保険料率に第22

条第1項各号に規定する場合に応じてそ

れぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて

得た額(第14条第2項の規定により端数の

切上げを行った後の額とする。)を控除し

て得た額

(1) 第14条又は第17条の基礎賦課額の被

保険者均等割の保険料率から、当該保険

料率に第22条第1項各号に規定する場合

に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割

合を乗じて得た額(第14条第2項の規定に

より端数の切上げを行った後の額とす

る。)を控除して得た額

(2) 略 (2) 略

5 略 5 略

6 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課

額の減額について準用する。この場合にお

いて、第4項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第14条」

とあるのは「第18条の5」と、第5項中「第

14条第3項」とあるのは「第18条の5第3項」

と読み替えるものとする。

6 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課

額の減額について準用する。この場合にお

いて、第4項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第14条又

は第17条」とあるのは「第18条の5又は 第

18条の8」と、「第14条第2項」とあるのは

「第18条の5第2項」と、第5項中「第14条第

3項」とあるのは「第18条の5第3項」と読み

替えるものとする。

(出産被保険者の保険料の減額) (出産被保険者の保険料の減額)

第24条 当該年度において、世帯に出産被保

険者(国民健康保険法施行令第29条の7第5

項第8号に規定する出産被保険者をいう。以

下同じ。)がある場合における当該世帯の納

付義務者に対して課する保険料の賦課額の

うち基礎賦課額は、第12条の基礎賦課額か

ら、次の各号の合算額を減額して得た額(当

該減額して得た額が65万円を超える場合に

は、65万円)とする(第5項に規定する場合を

除く。)。

第24条 当該年度において、世帯に出産被保

険者(国民健康保険法施行令第29条の7第5

項第8号に規定する出産被保険者をいう。以

下同じ。)がある場合における当該世帯の納

付義務者に対して課する保険料の賦課額の

うち基礎賦課額は、第12条又は第15条の基

礎賦課額から、次の各号の合算額を減額し

て得た額(当該減額して得た額が65万円を

超える場合には、65万円)とする(第5項に規

定する場合を除く。)。

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略

2 略 2 略
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3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課

額の減額について準用する。この場合にお

いて、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第12条」

とあるのは「第18条の3」と、「65万円」と

あるのは「24万円」と、第2項中「第14条」

とあるのは「第18条の5」と読み替えるもの

とする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課

額の減額について準用する。この場合にお

いて、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第12条又

は第15条」とあるのは「第18条の3又は第18

条の6」と、「65万円」とあるのは「22万円」

と、第2項中「第14条」とあるのは「第18

条の5」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課

額の減額について準用する。この場合にお

いて、第1項中「規定する出産被保険者をい

う。以下同じ。」とあるのは「規定する出

産被保険者(介護納付金賦課被保険者であ

る者に限る。)をいう。以下この項において

同じ。」と、「基礎賦課額」とあるのは「介

護納付金賦課額」と、「第12条」とあるのは

「第18条の12」と、「65万円」とあるのは

「17万円」と、第2項中「第14条」とあるの

は「第18条の14」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課

額の減額について準用する。この場合にお

いて、第1項中「規定する出産被保険者をい

う。以下同じ。」とあるのは「規定する出

産被保険者(介護納付金賦課被保険者であ

る者に限る。)をいう。以下この項において

同じ。」と、「基礎賦課額」とあるのは「介

護納付金賦課額」と、「第12条又は第15条」

とあるのは「第18条の12」と、「65万円」と

あるのは「17万円」と、第2項中「第14条」

とあるのは「第18条の14」と読み替えるも

のとする。

5 当該年度において、第22条に規定する基準

に従い保険料を減額するものとした納付義

務者の世帯に出産被保険者がある場合にお

ける当該世帯の納付義務者に対して課する

保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該

減額後の第12条の基礎賦課額から、次の各

号の合算額を減額して得た額(当該減額し

て得た額が65万円を超える場合には、65万

円)とする。

5 当該年度において、第22条に規定する基準

に従い保険料を減額するものとした納付義

務者の世帯に出産被保険者がある場合にお

ける当該世帯の納付義務者に対して課する

保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該

減額後の第12条又は第15条の基礎賦課額か

ら、次の各号の合算額を減額して得た額(当

該減額して得た額が65万円を超える場合に

は、65万円)とする。

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略

6 略 6 略

7 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課

額の減額について準用する。この場合にお

いて、第5項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第12条」

とあるのは「第18条の3」と、「65万円」と

あるのは「24万円」と、第6項中「第14条」

とあるのは「第18条の5」と読み替えるもの

とする。

7 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課

額の減額について準用する。この場合にお

いて、第5項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第12条又

は第15条」とあるのは「第18条の3又は第18

条の6」と、「65万円」とあるのは「22万円」

と、第6項中「第14条」とあるのは「第18

条の5」と読み替えるものとする。

8 第5項及び第6項の規定は、介護納付金賦課

額の減額について準用する。この場合にお

いて、第5項中「出産被保険者が」とあるの

は「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者

である者に限る。以下この項において同

じ。)が」と、「基礎賦課額」とあるのは「介

8 第5項及び第6項の規定は、介護納付金賦課

額の減額について準用する。この場合にお

いて、第5項中「出産被保険者が」とあるの

は「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者

である者に限る。以下この項において同

じ。)が」と、「基礎賦課額」とあるのは「介
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護納付金賦課額」と、「第12条」とあるの

は「第18条の12」と、「65万円」とあるの

は「17万円」と、第6項中「第14条」とある

のは「第18条の14」と読み替えるものとす

る。

護納付金賦課額」と、「第12条又は第15条」

とあるのは「第18条の12」と、「65万円」

とあるのは「17万円」と、第6項中「第14

条」とあるのは「第18条の14」と読み替え

るものとする。

第25条～第30条 略 第25条～第30条 略

(保険料の端数計算) (保険料の端数計算)

第31条 保険料を計算する場合において、第

12条、第18条の3、第18条の12、第21条各項

及び第22条の基礎賦課額、後期高齢者支援

金等賦課額及び介護納付金賦課額の端数計

算については、地方税法第20条の4の2第3

項本文の規定を準用する。

第31条 保険料を計算する場合において、第

12条、第15条、第18条の3、第18条の6、第

18条の12、第21条各項、第22条の基礎賦課

額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納

付金賦課額の端数計算については、地方税

法第20条の4の2第3項本文の規定を準用す

る。この場合において、一般被保険者と退

職被保険者とが同一の世帯に属する場合に

は、一般被保険者に係る基礎賦課額と退職

被保険者等に係る賦課額との合算額、一般

被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額

と退職被保険者等に係る後期高齢者支援金

等賦課額との合算額及び一般被保険者に係

る介護納付金賦課額と退職被保険者等に係

る介護納付金賦課額との合算額について端

数計算するものとする。

第32条～第35条 略 第32条～第35条 略
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議案第 37 号

伊勢市介護保険条例の一部改正について

伊勢市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように提出する。

令和６年２月 19 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

記
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伊勢市条例第 号

伊勢市介護保険条例の一部を改正する条例

伊勢市介護保険条例（平成17年伊勢市条例第102号）の一部を次のように

改正する。

第３条第１項各号列記以外の部分中「令和３年度から令和５年度まで」

を「令和６年度から令和８年度まで」に改め、同項第１号中「３万6,391円」

を「３万6,261円」に改め、同項第２号中「４万9,280円」を「４万8,348円」

に改め、同項第３号中「５万6,862円」を「５万5,600円」に改め、同項第

４号中「６万6,718円」を「７万910円」に改め、同項第５号中「７万5,816

円」を「８万580円」に改め、同項第６号中「８万7,188円」を「９万2,667

円」に改め、同号イ中「又は第12号イ」を「、第12号イ又は第13号イ」に

改め、同項第７号中「９万979円」を「９万6,696円」に改め、同号イ中「又

は第12号イ」を「、第12号イ又は第13号イ」に改め、同項第８号中「９万

8,560円」を「10万4,754円」に改め、同号イ中「又は第12号イ」を「、第

12号イ又は第13号イ」に改め、同項第９号中「11万3,724円」を「12万870

円」に改め、同号イ中「又は第12号イ」を「、第12号イ又は第13号イ」に

改め、同項第10号中「13万2,678円」を「14万1,015円」に改め、同号ア中

「500万円」を「420万円」に改め、同号イ中「又は第12号イ」を「、第12

号イ又は第13号イ」に改め、同項第11号中「15万1,632円」を「16万1,160

円」に改め、同号ア中「500万円以上750万円未満」を「420万円以上520万

円未満」に改め、同号イ中「又は次号イ」を「、次号イ又は第13号イ」に

改め、同項第12号中「15万5,422円」を「16万9,218円」に改め、同号ア中

「750万円以上1,000万円未満」を「520万円以上620万円未満」に改め、同

号イ中「部分を除く。）」の次に「又は次号イ」を加え、同項第13号中

「17万586円」を「19万3,392円」に改め、同号を同項第14号とし、同項第

12号の次に次の１号を加える。
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(13) 次のいずれかに該当する者 18万5,334円

ア 合計所得金額が620万円以上720万円未満であり、かつ、前各号の

いずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の

区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるも

の（令第39条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）に該当する

者を除く。）

第３条第２項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から

令和８年度まで」に、「２万1,228円」を「２万2,562円」に改め、同条第

３項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度

まで」に、「２万1,228円」を「２万2,562円」に、「３万326円」を「３万

2,232円」に改め、同条第４項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令

和６年度から令和８年度まで」に、「２万1,228円」を「２万2,562円」に、

「５万3,071円」を「５万5,197円」に改める。

第５条第３項中「又は第９号ロ」を「、第９号ロ、第10号ロ、第11号ロ、

第12号ロ又は第13号ロ」に、「第39条第１項第１号から第９号まで」を「第

39条第１項第１号から第13号まで」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（経過措置)

２ この条例による改正後の第３条及び第５条第３項の規定は、令和６年

度以後の年度分の保険料について適用し、令和５年度以前の年度分の保

険料については、なお従前の例による。
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（説 明）

これは、保険料率の改定を行うため、条例を改正しようとするもの

である。
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（参考）

改正後 改正前

第1条・第2条 略 第1条・第2条 略

(保険料率) (保険料率)

第3条 令和6年度から令和8年度までの各年

度における保険料率は、次の各号に掲げる

第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該

各号に定める額とする。

第3条 令和3年度から令和5年度までの各年

度における保険料率は、次の各号に掲げる

第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該

各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412

号。以下「令」という。)第39条第1項第1

号に掲げる者 3万6,261円

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412

号。以下「令」という。)第39条第1項第1

号に掲げる者 3万6,391円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 4万

8,348円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 4万

9,280円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 5万

5,600円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 5万

6,862円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 7万

910円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 6万

6,718円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 8万

580円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 7万

5,816円

(6) 次のいずれかに該当する者 9万

2,667円

(6) 次のいずれかに該当する者 8万

7,188円

ア 略 ア 略

イ 要保護者であって、その者が課され

る保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要と

しない状態となるもの(令第39条第1項

第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次

号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ、

第11号イ、第12号イ又は第13号イに該

当する者を除く。)

イ 要保護者であって、その者が課され

る保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要と

しない状態となるもの(令第39条第1項

第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次

号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ、

第11号イ又は第12号イに該当する者を

除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 9万

6,696円

(7) 次のいずれかに該当する者 9万979

円

ア 略 ア 略

イ 要保護者であって、その者が課され

る保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要と

しない状態となるもの(令第39条第1項

第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次

号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ、

第12号イ又は第13号イに該当する者を

除く。)

イ 要保護者であって、その者が課され

る保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要と

しない状態となるもの(令第39条第1項

第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次

号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ又

は第12号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 10万

4,754円

(8) 次のいずれかに該当する者 9万

8,560円
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ア 略 ア 略

イ 要保護者であって、その者が課され

る保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要と

しない状態となるもの(令第39条第1項

第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次

号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ

又は第13号イに該当する者を除く。)

イ 要保護者であって、その者が課され

る保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要と

しない状態となるもの(令第39条第1項

第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次

号イ、第10号イ、第11号イ又は第12号

イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 12万

870円

(9) 次のいずれかに該当する者 11万

3,724円

ア 略 ア 略

イ 要保護者であって、その者が課され

る保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要と

しない状態となるもの(令第39条第1項

第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次

号イ、第11号イ、第12号イ又は第13号

イに該当する者を除く。)

イ 要保護者であって、その者が課され

る保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要と

しない状態となるもの(令第39条第1項

第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次

号イ、第11号イ又は第12号イに該当す

る者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 14万

1,015円

(10) 次のいずれかに該当する者 13万

2,678円

ア 合計所得金額が320万円以上420万円

未満であり、かつ、前各号のいずれに

も該当しないもの

ア 合計所得金額が320万円以上500万円

未満であり、かつ、前各号のいずれに

も該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課され

る保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要と

しない状態となるもの(令第39条第1項

第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次

号イ、第12号イ又は第13号イに該当す

る者を除く。)

イ 要保護者であって、その者が課され

る保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要と

しない状態となるもの(令第39条第1項

第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次

号イ又は第12号イに該当する者を除

く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 16万

1,160円

(11) 次のいずれかに該当する者 15万

1,632円

ア 合計所得金額が420万円以上520万円

未満であり、かつ、前各号のいずれに

も該当しないもの

ア 合計所得金額が500万円以上750万円

未満であり、かつ、前各号のいずれに

も該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課され

る保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要と

しない状態となるもの(令第39条第1項

第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次

号イ又は第13号イに該当する者を除

く。)

イ 要保護者であって、その者が課され

る保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要と

しない状態となるもの(令第39条第1項

第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は

次号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 16万

9,218円

(12) 次のいずれかに該当する者 15万

5,422円
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ア 合計所得金額が520万円以上620万円

未満であり、かつ、前各号のいずれに

も該当しないもの

ア 合計所得金額が750万円以上1,000万

円未満であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課され

る保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要と

しない状態となるもの(令第39条第1項

第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は

次号イに該当する者を除く。)

イ 要保護者であって、その者が課され

る保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要と

しない状態となるもの(令第39条第1項

第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該

当する者を除く。)

(13) 次のいずれかに該当する者 18万

5,334円

ア 合計所得金額が620万円以上720万円

未満であり、かつ、前各号のいずれに

も該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課され

る保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要と

しない状態となるもの(令第39条第1項

第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該

当する者を除く。)

(14) 前各号のいずれにも該当しない者

19万3,392円

(13) 前各号のいずれにも該当しない者

17万586円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者につい

ての保険料の減額賦課に係る令和6年度か

ら令和8年度までの各年度における保険料

率は、同号の規定にかかわらず、2万2,562

円とする。

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者につい

ての保険料の減額賦課に係る令和3年度か

ら令和5年度までの各年度における保険料

率は、同号の規定にかかわらず、2万1,228

円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号

被保険者についての保険料の減額賦課に係

る令和6年度から令和8年度までの各年度に

おける保険料率について準用する。この場

合において、前項中「2万2,562円」とある

のは、「3万2,232円」と読み替えるものと

する。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号

被保険者についての保険料の減額賦課に係

る令和3年度から令和5年度までの各年度に

おける保険料率について準用する。この場

合において、前項中「2万1,228円」とある

のは、「3万326円」と読み替えるものとす

る。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1

号被保険者についての保険料の減額賦課に

係る令和6年度から令和8年度までの各年度

における保険料率について準用する。この

場合において、第2項中「2万2,562円」とあ

るのは、「5万5,197円」と読み替えるもの

とする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1

号被保険者についての保険料の減額賦課に

係る令和3年度から令和5年度までの各年度

における保険料率について準用する。この

場合において、第2項中「2万1,228円」とあ

るのは、「5万3,071円」と読み替えるもの

とする。

5 略 5 略

第4条 略 第4条 略

(賦課期日後において第1号被保険者の資格 (賦課期日後において第1号被保険者の資格
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取得、喪失等があった場合) 取得、喪失等があった場合)

第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者

の資格を取得した場合における当該第1号

被保険者に係る保険料の額の算定は、第1

号被保険者の資格を取得した日の属する月

から月割りをもって行う。

第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者

の資格を取得した場合における当該第1号

被保険者に係る保険料の額の算定は、第1

号被保険者の資格を取得した日の属する月

から月割りをもって行う。

2 略 2 略

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1

号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給

権を有するに至った者及び(1)に係る者を

除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、

第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8

号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号 ロ 、第

12号ロ又は第13号ロに該当するに至った第

1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当

するに至った日の属する月の前月まで月割

りにより算定した当該第1号被保険者に係

る保険料の額と当該該当するに至った日の

属する月から令第39条第1項第1号から第13

号までのいずれかに規定する者として月割

りにより算定した保険料の額の合算額とす

る。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1

号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給

権を有するに至った者及び(1)に係る者を

除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、

第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8

号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号

被保険者に係る保険料の額は、当該該当す

るに至った日の属する月の前月まで月割り

により算定した当該第1号被保険者に係る

保険料の額と当該該当するに至った日の属

する月から令第39条第1項第1号から第9号

までのいずれかに規定する者として月割り

により算定した保険料の額の合算額とす

る。

4 略 4 略

第6条～第16条 略 第6条～第16条 略
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議案第 38 号

伊勢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部改正について

伊勢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例を次のように提出する。

令和６年２月 19 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

記
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伊勢市条例第 号

伊勢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例

伊勢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成24年伊勢市条例第30号）の一部を次のように改正す

る。

第６条第５項第11号を削り、同項第12号を同項第11号とし、同条第６項

ただし書中「当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」を「当該指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」に、「同一施設内」を「同

一敷地内」に改める。

第７条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第９条第２項第２号中「磁気ディスク、CD-ROMその他これらに準ずる方

法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記

録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による

情報処理の用に供されるものをいう。第203条第１項において同じ。）に係

る記録媒体をいう。）」に改める。

第24条中第９号を第11号とし、第８号を第10号とし、第７号の次に次の

２号を加える。

(8) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、当該

利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得

ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以

下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。

(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らない。
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第34条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要

事項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重

要事項」に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要

事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

第42条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項

第７号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第８号と

し、同項第６号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項

第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同

号を同項第６号とし、同項第４号の次に次の１号を加える。

(5) 第24条第９号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

第47条第３項ただし書中「当該夜間対応型訪問介護事業所」を「当該指

定夜間対応型訪問介護事業所」に改め、同条第４項中第11号を削り、第12

号を第11号とし、同条第５項ただし書及び第６項中「当該夜間対応型訪問

介護事業所」を「当該指定夜間対応型訪問介護事業所」に改める。

第48条ただし書中「同一敷地内の」を削る。

第51条中第７号を第９号とし、第６号を第８号とし、第５号を第７号と

し、第４号の次に次の２号を加える。

(5) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の

利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束等を行ってはならない。

(6) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らない。

第58条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項

111 



第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号と

し、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項

第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同

号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。

(3) 第51条第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

第59条の４ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第59条の９中第６号を第８号とし、第５号を第７号とし、第４号の次に

次の２号を加える。

(5) 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の

利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束等を行ってはならない。

(6) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らない。

第59条の19第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同項第６号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定に

よる」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の

規定による」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」

を「の規定による」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次

の１号を加える。

(3) 第59条の９第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

第59条の20の３中「同項第３号」を「同項第４号」に、「同項第４号」

を「同項第５号」に改める。

第59条の24第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。
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第59条の30中第５号を第７号とし、第４号を第６号とし、第３号を第５

号とし、第２号の次に次の２号を加える。

(3) 指定療養通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者

等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体

的拘束等を行ってはならない。

(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らない。

第59条の37第２項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同項第７号を同項第８号とし、同項第６号中「に規定する」を「の規定に

よる」に改め、同号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の

規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」

を「の規定による」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号の次に次

の１号を加える。

(4) 第59条の30第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

第62条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第65条第２項中「指定介護療養型医療施設」を「健康保険法等の一部を

改正する法律（平成18年法律第83号）第26条の規定による改正前の法第48

条第１項第３号に規定する指定介護療養型医療施設」に改める。

第66条第１項中「同一敷地内にある他の本体事業所等」を「他の本体事

業所等」に改め、同項ただし書中「同一敷地内にある他の事業所」を「他

の事業所」に改める。

第70条中第６号を第７号とし、第５号を第６号とし、第４号に次に次の

２号を加える。

(5) 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他
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の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束等を行ってはならない。

(6) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らない。

第71条第１項中「及び次条」を削る。

第79条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項

第６号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」

に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定

による」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を

「の規定による」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の

１号を加える。

(3) 第70条第６号の規定による身体的拘束の態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

第82条第６項の表当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げ

る施設等のいずれかが併設されている場合の項中「、指定介護療養型医療

施設（医療法（昭和23年法律第205号）第７条第２項第４号に規定する療養

病床を有する診療所であるものに限る。）」を削る。

第83条第１項ただし書中「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に併

設する前条第６項の表の当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に

掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄に掲げる施設等

の職務、同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職

務（当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が、指定夜間対応

型訪問介護事業者、指定訪問介護事業者又は指定訪問看護事業者の指定を

併せて受け、一体的な運営を行っている場合には、これらの事業に係る職

務を含む。）若しくは法第115条の45第１項に規定する介護予防・日常生活
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支援総合事業（同項第１号ニに規定する第１号介護予防支援事業を除く。）」

を「他の事業所、施設等の職務」に改める。

第92条第５号中「身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下

「身体的拘束等」という。）」を「身体的拘束等」に改め、同条第６号中

「身体的拘束等」を「前号の身体的拘束等」に改め、同条第８号を同条第

９号とし、同条第７号を同条第８号とし、同条第６号の次に次の１号を加

える。

(7) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図

るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電

話装置等を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回

以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業

者に周知徹底を図ること。

イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

ウ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための

研修を定期的に実施すること。

第106条の次に次の１条を加える。

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資

する方策を検討するための委員会の設置）

第106条の２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上そ

の他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定小規模多

機能型居宅介護事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の

確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会（テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催

しなければならない。
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第107条第２項第３号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規定

による」に改める。

第111条第１項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは併設する

指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所」を削る。

第121条ただし書中「これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等

により」を削る。

第125条中第３項を第８項とし、第２項を第７項とし、第１項の次に次の

５項を加える。

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医

療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を

定めるように努めなければならない。

(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対

応を行う体制を、常時確保していること。

(2) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めがあっ

た場合において診療を行う体制を、常時確保していること。

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、１年に１回以上、協力医療

機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するととも

に、協力医療機関の名称等を、当該指定認知症対応型共同生活介護事業

者に係る指定を行った市町村長に届け出なければならない。

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の

患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）第６条第17項に

規定する第二種協定指定医療機関（以下「第二種協定指定医療機関」と

いう。）との間で、新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエ

ンザ等感染症、同条第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定

する新感染症をいう。以下同じ。）の発生時等の対応を取り決めるよう
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に努めなければならない。

５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定

指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との

間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならな

い。

６ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その

他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能

となった場合においては、再び当該指定認知症対応型共同生活介護事業

所に速やかに入居させることができるように努めなければならない。

第127条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の規定

による」に改める。

第128条中「及び第104条」を「、第104条及び第106条の２」に改める。

第130条第７項中第２号を削り、第３号を第２号とし、同条に次の１項を

加える。

11 次に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第１項第２号アの

適用については、当該規定中「１」とあるのは、「0.9」とする。

(1) 第149条において準用する第106条の２に規定する委員会において、

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図

るための取組に関する次に掲げる事項について必要な検討を行い、及

び当該事項の実施を定期的に確認していること。

ア 利用者の安全及びケアの質の確保

イ 地域密着型特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮

ウ 緊急時の体制整備

エ 業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器（次号に

おいて「介護機器」という。）の定期的な点検

オ 地域密着型特定施設従業者に対する研修
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(2) 介護機器を複数種類活用していること。

(3) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を

図るため、地域密着型特定施設従業者間の適切な役割分担を行ってい

ること。

(4) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を

図る取組による介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われ

ていると認められること。

第131条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第147条中第２項を第７項とし、第１項の次に次の５項を加える。

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づ

き協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医

療機関を定めるように努めなければならない。

(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対

応を行う体制を、常時確保していること。

(2) 当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求

めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。

３ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、１年に１回以上、

協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認す

るとともに、協力医療機関の名称等を、当該指定地域密着型特定施設入

居者生活介護事業者に係る指定を行った市町村長に届け出なければなら

ない。

４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、第二種協定指定医

療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努め

なければならない。

５ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第

二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療
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機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなけれ

ばならない。

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療

機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退

院が可能となった場合においては、再び当該指定地域密着型特定施設に

速やかに入居させることができるように努めなければならない。

第148条第２項第２号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規定

による」に改める。

第149条中「及び第99条」を「、第99条及び第106条の２」に改める。

第151条第８項第３号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は介護支援

専門員（指定介護療養型医療施設の場合に限る。）」を削る。

第152条第１項第６号中「医療法」の次に「（昭和23年法律第205号）」

を加える。

第165条の２中「医師」の次に「及び協力医療機関の協力を得て、当該医

師及び当該協力医療機関」を加え、同条に次の１項を加える。

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の医師及び協力医療機関の

協力を得て、１年に１回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行

い、必要に応じて緊急時等における対応方法の変更を行わなければなら

ない。

第166条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第167条第５号及び第６号中「に規定する」を「の規定による」に、「を

記録する」を「の記録を行う」に改め、同条第７号中「に規定する」を「の

規定による」に、「記録する」を「の記録を行う」に改める。

第172条の見出しを「（協力医療機関等）」に改め、同条第１項中「入院

治療を必要とする入所者のために」を「入所者の病状の急変等に備えるた

め」に、「協力病院」を「次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第
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３号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。）」に改め、

同項に次のただし書及び各号を加える。

ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該

各号の要件を満たすこととしても差し支えない。

(1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対

応を行う体制を、常時確保していること。

(2) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場

合において診療を行う体制を、常時確保していること。

(3) 入所者の病状が急変した場合等において、当該指定地域密着型介護

老人福祉施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療

を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入

れる体制を確保していること。

第172条中第２項を第６項とし、第１項の次に次の４項を加える。

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、１年に１回以上、協力医療機関

との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、

協力医療機関の名称等を、当該指定地域密着型介護老人福祉施設に係る

指定を行った市町村長に届け出なければならない。

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、第二種協定指定医療機関との間

で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めなければなら

ない。

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、協力医療機関が第二種協定指定

医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、

新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。

５ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が協力医療機関その他の

医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能と

なった場合においては、再び当該指定地域密着型介護老人福祉施設に速
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やかに入所させることができるように努めなければならない。

第176条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の規定

による」に改める。

第177条中「及び第59条の17第１項から第４項まで」を「、第59条の17

第１項から第４項まで及び第106条の２」に改める。

第187条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、ユニット型

施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。

第189条中「第59条の17第１項から第４項まで」の次に「、第106条の２」

を加える。

第190条中「施行規則第17条の10に規定する看護小規模多機能型居宅介

護」を「法第８条第23項第１号に規定するもの」に改める。

第191条第７項中第４号を削り、第５号を第４号とする。

第192条第１項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは当該指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第７項各号に掲げる施

設等」を削る。

第197条第１号中「療養上の管理の下で」を「当該利用者の居宅において、

又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、日常生活上の世

話及び機能訓練並びに療養上の世話又は必要な診療の補助を」に改め、同

条中第11号を第12号とし、第７号から第10号までを１号ずつ繰り下げ、第

６号の次に次の１号を加える。

(7) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化

を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電

話装置等を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回

以上開催するとともに、その結果について、看護小規模多機能型居
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宅介護従業者に周知徹底を図ること。

イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

ウ 看護小規模多機能型居宅介護従業者に対し、身体的拘束等の適正

化のための研修を定期的に実施すること。

第201条第２項第３号及び第６号から第９号までの規定中「に規定する」

を「の規定による」に改める。

第202条中「及び第106条」を「、第106条及び第106条の２」に改める。

第203条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による

情報処理の用に供されるものをいう。）」を削る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第９条第２項

第２号及び第203条第１項の改正規定は、公布の日から施行する。

（重要事項の掲示に係る経過措置）

２ この条例の施行の日から令和７年３月31日までの間は、この条例によ

る改正後の伊勢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例（以下「新条例」という。）第34条第３項（新

条例第59条、第59条の20、第59条の20の３、第59条の38、第80条、第108

条、第128条、第149条、第177条、第189条及び第202条において準用する

場合を含む。）の規定は、適用しない。

（身体的拘束等の適正化に係る経過措置）

３ この条例の施行の日から令和７年３月31日までの間は、新条例第92条

第７号及び第197条第７号の規定の適用については、これらの規定中「講

じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資
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する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置）

４ この条例の施行の日から令和９年３月31日までの間は、新条例第106

条の２（新条例第128条、第149条、第177条、第189条及び第202条におい

て準用する場合を含む。）の規定の適用については、新条例第106条の２

中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。

（協力医療機関との連携に関する経過措置）

５ この条例の施行の日から令和９年３月31日までの間は、新条例第172

条第１項（新条例第189条において準用する場合を含む。）の規定の適用

については、新条例第172条中「定めておかなければ」とあるのは、「定

めておくよう努めなければ」とする。

（説 明）

これは、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準等の一部を改正する省令、デジタル社会の形成を図るための規制

改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令及び

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法

等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に

関する省令による指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準の一部改正に伴い、指定地域密着型サービスの事業の

人員等に関する基準を改めるため、条例を改正しようとするものであ

る。
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（参考）

改正後 改正前

第1章 総則 第1章 総則

第1条～第3条 略 第1条～第3条 略

第2章 定期巡回・随時対応型訪問介

護看護

第2章 定期巡回・随時対応型訪問介

護看護

第1節 基本方針等 第1節 基本方針等

第4条・第5条 略 第4条・第5条 略

第2節 人員に関する基準 第2節 人員に関する基準

(定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者の員数)

(定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者の員数)

第6条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護の事業を行う者(以下「指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業者」とい

う。)が当該事業を行う事業所(以下「指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所」という。)ごとに置くべき従業者(以下

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者」という。)の職種及び員数は、次のとお

りとする。

第6条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護の事業を行う者(以下「指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業者」とい

う。)が当該事業を行う事業所(以下「指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所」という。)ごとに置くべき従業者(以下

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者」という。)の職種及び員数は、次のとお

りとする。

2～4 略 2～4 略

5 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所の同一敷地内に次の各号に掲げる

いずれかの施設等がある場合において、当

該施設等の入所者等の処遇に支障がない

場合は、前項本文の規定にかかわらず、当

該施設等の職員をオペレーターとして充

てることができる。

5 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所の同一敷地内に次の各号に掲げる

いずれかの施設等がある場合において、当

該施設等の入所者等の処遇に支障がない

場合は、前項本文の規定にかかわらず、当

該施設等の職員をオペレーターとして充

てることができる。

(1)～(10) 略 (1)～(10) 略

(11) 健康保険法等の一部を改正する法

律(平成18年法律第83号)附則第130条の

2第1項の規定によりなおその効力を有

するものとされた同法第26条の規定に

よる改正前の介護保険法(以下「平成18

年旧介護保険法」という。)第48条第1項

第3号に規定する指定介護療養型医療施

設(以下「指定介護療養型医療施設」とい

う。)

(11) 介護医療院 (12) 介護医療院

6 随時訪問サービスを行う訪問介護員等

は、専ら当該随時訪問サービスの提供に当

たる者でなければならない。ただし、利用

者の処遇に支障がない場合は、当該指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の

6 随時訪問サービスを行う訪問介護員等

は、専ら当該随時訪問サービスの提供に当

たる者でなければならない。ただし、利用

者の処遇に支障がない場合は、当該定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期
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定期巡回サービス又は同一敷地内にある

指定訪問介護事業所若しくは指定夜間対

応型訪問介護事業所の職務に従事するこ

とができる。

巡回サービス又は同一施設内にある指定

訪問介護事業所若しくは指定夜間対応型

訪問介護事業所の職務に従事することが

できる。

7～12 略 7～12 略

(管理者) (管理者)

第7条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所ごとに専らその職務

に従事する常勤の管理者を置かなければ

ならない。ただし、当該管理者は、指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の

管理上支障がない場合は、当該指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所の他の

職務に従事し、又は他の事業所、施設等の

職務に従事することができるものとする。

第7条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所ごとに専らその職務

に従事する常勤の管理者を置かなければ

ならない。ただし、当該管理者は、指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の

管理上支障がない場合は、当該指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所の他の

職務に従事し、又は同一敷地内にある他の

事業所、施設等の職務に従事することがで

きるものとする。

第3節 設備に関する基準 第3節 設備に関する基準

第8条 略 第8条 略

第4節 運営に関する基準 第4節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意) (内容及び手続の説明及び同意)

第9条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護の提供の開始に際し、あらか

じめ、利用申込者又はその家族に対し、第

31条に規定する運営規程の概要、定期巡

回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務

の体制その他の利用申込者のサービスの

選択に資すると認められる重要事項を記

した文書を交付して説明を行い、当該提供

の開始について利用申込者の同意を得な

ければならない。

第9条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護の提供の開始に際し、あらか

じめ、利用申込者又はその家族に対し、第

31条に規定する運営規程の概要、定期巡

回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務

の体制その他の利用申込者のサービスの

選択に資すると認められる重要事項を記

した文書を交付して説明を行い、当該提供

の開始について利用申込者の同意を得な

ければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者は、利用申込者又はその家族からの

申出があった場合には、前項の規定による

文書の交付に代えて、第5項で定めるとこ

ろにより、当該利用申込者又はその家族の

承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項

を電子情報処理組織を使用する方法その

他の情報通信の技術を利用する方法であ

って次に掲げるもの(以下この条において

「電磁的方法」という。)により提供するこ

とができる。この場合において、当該指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者は、利用申込者又はその家族からの

申出があった場合には、前項の規定による

文書の交付に代えて、第5項で定めるとこ

ろにより、当該利用申込者又はその家族の

承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項

を電子情報処理組織を使用する方法その

他の情報通信の技術を利用する方法であ

って次に掲げるもの(以下この条において

「電磁的方法」という。)により提供するこ

とができる。この場合において、当該指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者
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は、当該文書を交付したものとみなす。 は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 略 (1) 略

(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作

られる記録であって、電子計算機による

情報処理の用に供されるも の を い う 。

第 203条第1項において同じ。)に係る記

録媒体をいう。)をもって調製するファ

イルに前項に規定する重要事項を記録

したものを交付する方法

(2) 磁気ディスク、CD－ROMその他これら

に準ずる方法により一定の事項を確実

に記録しておくことができる物をもっ

て調製するファイルに前項に規定する

重要事項を記録したものを交付する方

法

3～6 略 3～6 略

第10条～第23条 略 第10条～第23条 略

(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

の具体的取扱方針)

(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

の具体的取扱方針)

第24条 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

従業者の行う指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護の方針は、次に掲げるところに

よるものとする。

第24条 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

従業者の行う指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護の方針は、次に掲げるところに

よるものとする。

(1)～(7) 略 (1)～(7) 略

(8) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護の提供に当たっては、当該利用者又

は他の利用者等の生命又は身体を保護

するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束その他利用者の行動を制限

する行為(以下「身体的拘束等」という。)

を行ってはならない。

(9) 前号の身体的拘束等を行う場合に

は、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない

理由を記録しなければならない。

(10) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護の提供に当たっては、介護技術及び

医学の進歩に対応し、適切な介護技術及

び看護技術をもってサービスの提供を

行うものとする。

(8) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護の提供に当たっては、介護技術及び

医学の進歩に対応し、適切な介護技術及

び看護技術をもってサービスの提供を

行うものとする。

(11) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護の提供に当たり利用者から合鍵を

預かる場合には、その管理を厳重に行う

とともに、管理方法、紛失した場合の対

処方法その他必要な事項を記載した文

書を利用者に交付するものとする。

(9) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護の提供に当たり利用者から合鍵を

預かる場合には、その管理を厳重に行う

とともに、管理方法、紛失した場合の対

処方法その他必要な事項を記載した文

書を利用者に交付するものとする。

第25条～第33条 略 第25条～第33条 略

(掲示) (掲示)
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第34条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所の見やすい場所に、運

営規程の概要、定期巡回・随時対応型訪問

介護看護従業者の勤務の体制その他の利

用申込者のサービスの選択に資すると認

められる重要事項(以下この条において単

に「重要事項」という。)を掲示しなければ

ならない。

第34条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所の見やすい場所に、運

営規程の概要、定期巡回・随時対応型訪問

介護看護従業者の勤務の体制その他の利

用申込者のサービスの選択に資すると認

められる重要事項を掲示しなければなら

ない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者は、重要事項を記載した書面を当該

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所に備え付け、かつ、これをいつでも関

係者に自由に閲覧させることにより、前項

の規定による掲示に代えることができる。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者は、前項に規定する事項を記載した

書面を当該指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所に備え付け、かつ、これを

いつでも関係者に自由に閲覧させること

により、同項の規定による掲示に代えるこ

とができる。

3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者は、原則として、重要事項をウェブ

サイトに掲載しなければならない。

第35条～第41条 略 第35条～第41条 略

(記録の整備) (記録の整備)

第42条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者は、従業者、設備、備品及び会

計に関する諸記録を整備しておかなけれ

ばならない。

第42条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者は、従業者、設備、備品及び会

計に関する諸記録を整備しておかなけれ

ばならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者は、利用者に対する指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護の提供に関する

次の各号に掲げる記録を整備し、その完結

の日から5年間保存しなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者は、利用者に対する指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護の提供に関する

次の各号に掲げる記録を整備し、その完結

の日から5年間保存しなければならない。

(1) 略 (1) 略

(2) 第20条第2項の規定による提供した

具体的なサービスの内容等の記録

(2) 第20条第2項に規定する提供した具

体的なサービスの内容等の記録

(3)・(4) 略 (3)・(4) 略

(5) 第24条第9号の規定による身体的拘

束等の態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理

由の記録

(6) 第28条の規定による市への通知に係

る記録

(5) 第28条に規定する市への通知に係る

記録

(7) 第38条第2項の規定による苦情の内

容等の記録

(6) 第38条第2項に規定する苦情の内容

等の記録

(8) 第40条第2項の規定による事故の状

況及び事故に際して採った処置につい

(7) 第40条第2項に規定する事故の状況

及び事故に際して採った処置について
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ての記録 の記録

第5節 連携型指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護の人員

及び運営に関する基準の特

例

第5節 連携型指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護の人員

及び運営に関する基準の特

例

第43条・第44条 略 第43条・第44条 略

第3章 夜間対応型訪問介護 第3章 夜間対応型訪問介護

第1節 基本方針等 第1節 基本方針等

第45条・第46条 略 第45条・第46条 略

第2節 人員に関する基準 第2節 人員に関する基準

(訪問介護員等の員数) (訪問介護員等の員数)

第47条 指定夜間対応型訪問介護の事業を

行う者(以下「指定夜間対応型訪問介護事

業者」という。)が当該事業を行う事業所

(以下「指定夜間対応型訪問介護事業所」と

いう。)ごとに置くべき従業者(以下「夜間

対応型訪問介護従業者」という。)の職種及

び員数は、次のとおりとする。ただし、前

条第2項ただし書の規定に基づきオペレー

ションセンターを設置しない場合におい

ては、オペレーションセンター従業者を置

かないことができる。

第47条 指定夜間対応型訪問介護の事業を

行う者(以下「指定夜間対応型訪問介護事

業者」という。)が当該事業を行う事業所

(以下「指定夜間対応型訪問介護事業所」と

いう。)ごとに置くべき従業者(以下「夜間

対応型訪問介護従業者」という。)の職種及

び員数は、次のとおりとする。ただし、前

条第2項ただし書の規定に基づきオペレー

ションセンターを設置しない場合におい

ては、オペレーションセンター従業者を置

かないことができる。

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略

2 略 2 略

3 オペレーターは、専らその職務に従事す

る者でなければならない。ただし、利用者

の処遇に支障がない場合は、当該指定夜間

対応型訪問介護事業所の定期巡回サービ

ス、同一敷地内の指定訪問介護事業所若し

くは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所の職務又は利用者以外の者から

の通報を受け付ける業務に従事すること

ができる。

3 オペレーターは、専らその職務に従事す

る者でなければならない。ただし、利用者

の処遇に支障がない場合は、当該夜間対応

型訪問介護事業所の定期巡回サービス、同

一敷地内の指定訪問介護事業所若しくは

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所の職務又は利用者以外の者からの通

報を受け付ける業務に従事することがで

きる。

4 指定夜間対応型訪問介護事業所の同一敷

地内に次に掲げるいずれかの施設等があ

る場合において、当該施設等の入所者等の

処遇に支障がない場合は、前項本文の規定

にかかわらず、当該施設等の職員をオペレ

ーターとして充てることができる。

4 指定夜間対応型訪問介護事業所の同一敷

地内に次に掲げるいずれかの施設等があ

る場合において、当該施設等の入所者等の

処遇に支障がない場合は、前項本文の規定

にかかわらず、当該施設等の職員をオペレ

ーターとして充てることができる。

(1)～(10) 略 (1)～(10) 略

(11) 指定介護療養型医療施設

(11) 介護医療院 (12) 介護医療院

5 随時訪問サービスを行う訪問介護員等 5 随時訪問サービスを行う訪問介護員等

128 



は、専ら当該随時訪問サービスの提供に当

たる者でなければならない。ただし、利用

者の処遇に支障がない場合は、当該指定夜

間対応型訪問介護事業所の定期巡回サー

ビス又は同一敷地内にある指定訪問介護

事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所の職務に従事するこ

とができる。

は、専ら当該随時訪問サービスの提供に当

たる者でなければならない。ただし、利用

者の処遇に支障がない場合は、当該夜間対

応型訪問介護事業所の定期巡回サービス

又は同一敷地内にある指定訪問介護事業

所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所の職務に従事することが

できる。

6 当該指定夜間対応型訪問介護事業所の利

用者に対するオペレーションセンターサ

ービスの提供に支障がない場合は、第3項

本文及び前項本文の規定にかかわらず、オ

ペレーターは、随時訪問サービスに従事す

ることができる。

6 当該夜間対応型訪問介護事業所の利用者

に対するオペレーションセンターサービ

スの提供に支障がない場合は、第3項本文

及び前項本文の規定にかかわらず、オペレ

ーターは、随時訪問サービスに従事するこ

とができる。

7 略 7 略

(管理者) (管理者)

第48条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、

指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに専

らその職務に従事する常勤の管理者を置

かなければならない。ただし、当該管理者

は、指定夜間対応型訪問介護事業所の管理

上支障がない場合は、当該指定夜間対応型

訪問介護事業所の他の職務又は他の事業

所、施設等(当該指定夜間対応型訪問介護

事業者が、指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業者の指定を併せて受け、か

つ、当該他の事業所、施設等と一体的に運

営している場合に限る。)の職務に従事す

ることができるものとし、日中のオペレー

ションセンターサービスを実施する場合

であって、指定訪問介護事業者(指定居宅

サービス等基準第5条第1項に規定する指

定訪問介護事業者をいう。第83条第1項に

おいて同じ。)の指定を併せて受けて、一体

的に運営するときは、指定訪問介護事業所

の職務に従事することができるものとす

る。

第48条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、

指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに専

らその職務に従事する常勤の管理者を置

かなければならない。ただし、当該管理者

は、指定夜間対応型訪問介護事業所の管理

上支障がない場合は、当該指定夜間対応型

訪問介護事業所の他の職務又は同一敷地

内の他の事業所、施設等(当該指定夜間対

応型訪問介護事業者が、指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業者の指定を併

せて受け、かつ、当該同一敷地内の他の事

業所、施設等と一体的に運営している場合

に限る。)の職務に従事することができる

ものとし、日中のオペレーションセンター

サービスを実施する場合であって、指定訪

問介護事業者(指定居宅サービス等基準第

5条第1項に規定する指定訪問介護事業者

をいう。第83条第1項において同じ。)の指

定を併せて受けて、一体的に運営するとき

は、指定訪問介護事業所の職務に従事する

ことができるものとする。

第3節 設備に関する基準 第3節 設備に関する基準

第49条 略 第49条 略

第4節 運営に関する基準 第4節 運営に関する基準

第50条 略 第50条 略

(指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方

針)

(指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方

針)

第51条 夜間対応型訪問介護従業者の行う 第51条 夜間対応型訪問介護従業者の行う

129 



指定夜間対応型訪問介護の方針は、次に掲

げるところによるものとする。

指定夜間対応型訪問介護の方針は、次に掲

げるところによるものとする。

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略

(5) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当

たっては、当該利用者又は他の利用者等

の生命又は身体を保護するため緊急や

むを得ない場合を除き、身体的拘束等を

行ってはならない。

(6) 前号の身体的拘束等を行う場合に

は、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない

理由を記録しなければならない。

(7) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当

たっては、介護技術の進歩に対応し、適

切な介護技術をもってサービスの提供

を行うものとする。

(5) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当

たっては、介護技術の進歩に対応し、適

切な介護技術をもってサービスの提供

を行うものとする。

(8) 夜間対応型訪問介護従業者は、利用

者からの連絡内容や利用者の心身の状

況を勘案し、必要があると認めるとき

は、利用者が利用する指定訪問看護ステ

ーション(指定居宅サービス等基準第60

条第1項第1号に規定する指定訪問看護

ステーションをいう。)への連絡を行う

等の適切な措置を講ずるものとする。

(6) 夜間対応型訪問介護従業者は、利用

者からの連絡内容や利用者の心身の状

況を勘案し、必要があると認めるとき

は、利用者が利用する指定訪問看護ステ

ーション(指定居宅サービス等基準第60

条第1項第1号に規定する指定訪問看護

ステーションをいう。)への連絡を行う

等の適切な措置を講ずるものとする。

(9) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当

たり利用者から合鍵を預かる場合には、

その管理を厳重に行うとともに、管理方

法、紛失した場合の対処方法その他必要

な事項を記載した文書を利用者に交付

するものとする。

(7) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当

たり利用者から合鍵を預かる場合には、

その管理を厳重に行うとともに、管理方

法、紛失した場合の対処方法その他必要

な事項を記載した文書を利用者に交付

するものとする。

第52条～第57条 略 第52条～第57条 略

(記録の整備) (記録の整備)

第58条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、

従業者、設備、備品及び会計に関する諸記

録を整備しておかなければならない。

第58条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、

従業者、設備、備品及び会計に関する諸記

録を整備しておかなければならない。

2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用

者に対する指定夜間対応型訪問介護の提

供に関する次の各号に掲げる記録を整備

し、その完結の日から5年間保存しなけれ

ばならない。

2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用

者に対する指定夜間対応型訪問介護の提

供に関する次の各号に掲げる記録を整備

し、その完結の日から5年間保存しなけれ

ばならない。

(1) 略 (1) 略

(2) 次条において準用する第20条第2項

の規定による提供した具体的なサービ

スの内容等の記録

(2) 次条において準用する第20条第2項

に規定する提供した具体的なサービス

の内容等の記録
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(3) 第51条第6号の規定による身体的拘

束等の態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理

由の記録

(4) 次条において準用する第28条の規定

による市への通知に係る記録

(3) 次条において準用する第28条に規定

する市への通知に係る記録

(5) 次条において準用する第38条第2項

の規定による苦情の内容等の記録

(4) 次条において準用する第38条第2項

に規定する苦情の内容等の記録

(6) 次条において準用する第40条第2項

の規定による事故の状況及び事故に際

して採った処置についての記録

(5) 次条において準用する第40条第2項

に規定する事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録

第59条 略 第59条 略

第3章の2 地域密着型通所介護 第3章の2 地域密着型通所介護

第1節 基本方針 第1節 基本方針

第59条の2 略 第59条の2 略

第2節 人員に関する基準 第2節 人員に関する基準

第59条の3 略 第59条の3 略

(管理者) (管理者)

第59条の4 指定地域密着型通所介護事業者

は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに

専らその職務に従事する常勤の管理者を

置かなければならない。ただし、指定地域

密着型通所介護事業所の管理上支障がな

い場合は、当該指定地域密着型通所介護事

業所の他の職務に従事し、又は他の事業

所、施設等の職務に従事することができる

ものとする。

第59条の4 指定地域密着型通所介護事業者

は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに

専らその職務に従事する常勤の管理者を

置かなければならない。ただし、指定地域

密着型通所介護事業所の管理上支障がな

い場合は、当該指定地域密着型通所介護事

業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内

にある他の事業所、施設等の職務に従事す

ることができるものとする。

第3節 設備に関する基準 第3節 設備に関する基準

第59条の5 略 第59条の5 略

第4節 運営に関する基準 第4節 運営に関する基準

第59条の6～第59条の8 略 第59条の6～第59条の8 略

(指定地域密着型通所介護の具体的取扱方

針)

(指定地域密着型通所介護の具体的取扱方

針)

第59条の9 指定地域密着型通所介護の方針

は、次に掲げるところによるものとする。

第59条の9 指定地域密着型通所介護の方針

は、次に掲げるところによるものとする。

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略

(5) 指定地域密着型通所介護の提供に当

たっては、当該利用者又は他の利用者等

の生命又は身体を保護するため緊急や

むを得ない場合を除き、身体的拘束等を

行ってはならない。

(6) 前号の身体的拘束等を行う場合に
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は、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない

理由を記録しなければならない。

(7) 指定地域密着型通所介護の提供に当

たっては、介護技術の進歩に対応し、適

切な介護技術をもってサービスの提供

を行うものとする。

(5) 指定地域密着型通所介護の提供に当

たっては、介護技術の進歩に対応し、適

切な介護技術をもってサービスの提供

を行うものとする。

(8) 指定地域密着型通所介護事業者は、

常に利用者の心身の状況を的確に把握

しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓

練その他必要なサービスを利用者の希

望に沿って適切に提供する。特に、認知

症(法第5条の2第1項に規定する認知症

をいう。以下同じ。)である要介護者に対

しては、必要に応じ、その特性に対応し

たサービスの提供ができる体制を整え

るものとする。

(6) 指定地域密着型通所介護事業者は、

常に利用者の心身の状況を的確に把握

しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓

練その他必要なサービスを利用者の希

望に沿って適切に提供する。特に、認知

症(法第5条の2第1項に規定する認知症

をいう。以下同じ。)である要介護者に対

しては、必要に応じ、その特性に対応し

たサービスの提供ができる体制を整え

るものとする。

第59条の10～第59条の18 略 第59条の10～第59条の18 略

(記録の整備) (記録の整備)

第59条の19 指定地域密着型通所介護事業

者は、従業者、設備、備品及び会計に関す

る諸記録を整備しておかなければならな

い。

第59条の19 指定地域密着型通所介護事業

者は、従業者、設備、備品及び会計に関す

る諸記録を整備しておかなければならな

い。

2 指定地域密着型通所介護事業者は、利用

者に対する指定地域密着型通所介護の提

供に関する次の各号に掲げる記録を整備

し、その完結の日から5年間保存しなけれ

ばならない。

2 指定地域密着型通所介護事業者は、利用

者に対する指定地域密着型通所介護の提

供に関する次の各号に掲げる記録を整備

し、その完結の日から5年間保存しなけれ

ばならない。

(1) 略 (1) 略

(2) 次条において準用する第20条第2項

の規定による提供した具体的なサービ

スの内容等の記録

(2) 次条において準用する第20条第2項

に規定する提供した具体的なサービス

の内容等の記録

(3) 第59条の9第6号の規定による身体的

拘束等の態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない

理由の記録

(4) 次条において準用する第28条の規定

による市への通知に係る記録

(3) 次条において準用する第28条に規定

する市への通知に係る記録

(5) 次条において準用する第38条第2項

の規定による苦情の内容等の記録

(4) 次条において準用する第38条第2項

に規定する苦情の内容等の記録

(6) 前条第2項の規定による事故の状況

及び事故に際して採った処置について

の記録

(5) 前条第2項に規定する事故の状況及

び事故に際して採った処置についての

記録

(7) 第59条の17第2項に規定する報告、評 (6) 第59条の17第2項に規定する報告、評
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価、要望、助言等の記録 価、要望、助言等の記録

第59条の20 略 第59条の20 略

第5節 共生型地域密着型サービス

に関する基準

第5節 共生型地域密着型サービス

に関する基準

第59条の20の2 略 第59条の20の2 略

(準用) (準用)

第59条の20の3 第9条から第13条まで、第15

条から第18条まで、第20条、第22条、第28

条、第32条の2、第34条から第38条まで、第

40条の2、第41条、第53条、第59条の2、第

59条の4及び第59条の5第4項並びに前節

(第59条の20を除く。)の規定は、共生型地

域密着型通所介護の事業について準用す

る。この場合において、第9条第1項中「第

31条に規定する運営規程」とあるのは「運

営規程(第59条の12に規定する重要事項に

関する規程をいう。第34条第1項において

同じ。)」と、「定期巡回・随時対応型訪問

介護看護従業者」とあるのは「共生型地域

密着型通所介護の提供に当たる従業者(以

下「共生型地域密着型通所介護従業者」と

いう。)」と、第32条の2第2項、第34条第1

項並びに第40条の2第1号及び第3号中「定

期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」

とあるのは「共生型地域密着型通所介護従

業者」と、第53条中「訪問介護員等」とあ

るのは「共生型地域密着型通所介護従業

者」と、第59条の5第4項中「前項ただし書

の場合(指定地域密着型通所介護事業者が

第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深

夜に指定地域密着型通所介護以外のサー

ビスを提供する場合に限る。)」とあるのは

「共生型地域密着型通所介護事業者が共

生型地域密着型通所介護事業所の設備を

利用し、夜間及び深夜に共生型地域密着型

通所介護以外のサービスを提供する場合」

と、第59条の9第4号、第59条の10第5項、第

59条の13第3項及び第4項並びに第59条の16

第2項第1号及び第3号中「地域密着型通所

介護従業者」とあるのは「共生型地域密着

型通所介護従業者」と、第59条の19第2項第

2号中「次条において準用する第20条第2

項」とあるのは「第20条第2項」と、同項

第4号中「次条において準用する第28条」と

あるのは「第28条」と、同項第5号中「次条

第59条の20の3 第9条から第13条まで、第15

条から第18条まで、第20条、第22条、第28

条、第32条の2、第34条から第38条まで、第

40条の2、第41条、第53条、第59条の2、第

59条の4及び第59条の5第4項並びに前節

(第59条の20を除く。)の規定は、共生型地

域密着型通所介護の事業について準用す

る。この場合において、第9条第1項中「第

31条に規定する運営規程」とあるのは「運

営規程(第59条の12に規定する重要事項に

関する規程をいう。第34条第1項において

同じ。)」と、「定期巡回・随時対応型訪問

介護看護従業者」とあるのは「共生型地域

密着型通所介護の提供に当たる従業者(以

下「共生型地域密着型通所介護従業者」と

いう。)」と、第32条の2第2項、第34条第1

項並びに第40条の2第1号及び第3号中「定

期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」

とあるのは「共生型地域密着型通所介護従

業者」と、第53条中「訪問介護員等」とあ

るのは「共生型地域密着型通所介護従業

者」と、第59条の5第4項中「前項ただし書

の場合(指定地域密着型通所介護事業者が

第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深

夜に指定地域密着型通所介護以外のサー

ビスを提供する場合に限る。)」とあるのは

「共生型地域密着型通所介護事業者が共

生型地域密着型通所介護事業所の設備を

利用し、夜間及び深夜に共生型地域密着型

通所介護以外のサービスを提供する場合」

と、第59条の9第4号、第59条の10第5項、第

59条の13第3項及び第4項並びに第59条の16

第2項第1号及び第3号中「地域密着型通所

介護従業者」とあるのは「共生型地域密着

型通所介護従業者」と、第59条の19第2項第

2号中「次条において準用する第20条第2

項」とあるのは「第20条第2項」と、同項

第3号中「次条において準用する第28条」と

あるのは「第28条」と、同項第4号中「次条
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において準用する第38条第2項」とあるの

は「第38条第2項」と読み替えるものとす

る。

において準用する第38条第2項」とあるの

は「第38条第2項」と読み替えるものとす

る。

第6節 指定療養通所介護の事業の

基本方針並びに人員、設備

及び運営に関する基準

第6節 指定療養通所介護の事業の

基本方針並びに人員、設備

及び運営に関する基準

第1款 この節の趣旨及び基本方

針

第1款 この節の趣旨及び基本方

針

第59条の21・第59条の22 略 第59条の21・第59条の22 略

第2款 人員に関する基準 第2款 人員に関する基準

第59条の23 略 第59条の23 略

(管理者) (管理者)

第59条の24 指定療養通所介護事業者は、指

定療養通所介護事業所ごとに専らその職

務に従事する常勤の管理者を置かなけれ

ばならない。ただし、指定療養通所介護事

業所の管理上支障がない場合は、当該指定

療養通所介護事業所の他の職務に従事し、

又は他の事業所、施設等の職務に従事する

ことができるものとする。

第59条の24 指定療養通所介護事業者は、指

定療養通所介護事業所ごとに専らその職

務に従事する常勤の管理者を置かなけれ

ばならない。ただし、指定療養通所介護事

業所の管理上支障がない場合は、当該指定

療養通所介護事業所の他の職務に従事し、

又は同一敷地内にある他の事業所、施設等

の職務に従事することができるものとす

る。

2・3 略 2・3 略

第3款 設備に関する基準 第3款 設備に関する基準

第59条の25・第59条の26 略 第59条の25・第59条の26 略

第4款 運営に関する基準 第4款 運営に関する基準

第59条の27～第59条の29 略 第59条の27～第59条の29 略

(指定療養通所介護の具体的取扱方針) (指定療養通所介護の具体的取扱方針)

第59条の30 指定療養通所介護の方針は、次

に掲げるところによるものとする。

第59条の30 指定療養通所介護の方針は、次

に掲げるところによるものとする。

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略

(3) 指定療養通所介護の提供に当たって

は、当該利用者又は他の利用者等の生命

又は身体を保護するため緊急やむを得

ない場合を除き、身体的拘束等を行って

はならない。

(4) 前号の身体的拘束等を行う場合に

は、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない

理由を記録しなければならない。

(5) 指定療養通所介護の提供に当たって

は、介護技術の進歩に対応し、適切な介

護技術をもってサービスの提供を行う

ものとする。

(3) 指定療養通所介護の提供に当たって

は、介護技術の進歩に対応し、適切な介

護技術をもってサービスの提供を行う

ものとする。
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(6) 指定療養通所介護事業者は、利用者

の体調の変化等に応じた適切なサービ

スを提供できるよう、利用者の主治の医

師や当該利用者の利用する訪問看護事

業者等との密接な連携を図り、サービス

の提供方法及び手順等についての情報

の共有を十分に図るものとする。

(4) 指定療養通所介護事業者は、利用者

の体調の変化等に応じた適切なサービ

スを提供できるよう、利用者の主治の医

師や当該利用者の利用する訪問看護事

業者等との密接な連携を図り、サービス

の提供方法及び手順等についての情報

の共有を十分に図るものとする。

(7) 指定療養通所介護事業者は、常に利

用者の心身の状況を的確に把握しつつ、

相談援助等の生活指導、機能訓練その他

必要なサービスを利用者の希望に沿っ

て適切に提供するものとする。

(5) 指定療養通所介護事業者は、常に利

用者の心身の状況を的確に把握しつつ、

相談援助等の生活指導、機能訓練その他

必要なサービスを利用者の希望に沿っ

て適切に提供するものとする。

第59条の31～第59条の36 略 第59条の31～第59条の36 略

(記録の整備) (記録の整備)

第59条の37 指定療養通所介護事業者は、従

業者、設備、備品及び会計に関する諸記録

を整備しておかなければならない。

第59条の37 指定療養通所介護事業者は、従

業者、設備、備品及び会計に関する諸記録

を整備しておかなければならない。

2 指定療養通所介護事業者は、利用者に対

する指定療養通所介護の提供に関する次

の各号に掲げる記録を整備し、その完結の

日から5年間保存しなければならない。

2 指定療養通所介護事業者は、利用者に対

する指定療養通所介護の提供に関する次

の各号に掲げる記録を整備し、その完結の

日から5年間保存しなければならない。

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略

(3) 次条において準用する第20条第2項

の規定による提供した具体的なサービ

スの内容等の記録

(3) 次条において準用する第20条第2項

に規定する提供した具体的なサービス

の内容等の記録

(4) 第59条の30第4号の規定による身体

的拘束等の態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得な

い理由の記録

(5) 次条において準用する第28条の規定

による市への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第28条に規定

する市への通知に係る記録

(6) 次条において準用する第38条第2項

の規定による苦情の内容等の記録

(5) 次条において準用する第38条第2項

に規定する苦情の内容等の記録

(7) 次条において準用する第59条の18第

2項の規定による事故の状況及び事故に

際して採った処置についての記録

(6) 次条において準用する第59条の18第

2項に規定する事故の状況及び事故に際

して採った処置についての記録

(8) 次条において準用する第59条の17第

2項に規定する報告、評価、要望、助言等

の記録

(7) 次条において準用する第59条の17第

2項に規定する報告、評価、要望、助言等

の記録

第59条の38 略 第59条の38 略

第4章 認知症対応型通所介護 第4章 認知症対応型通所介護

第1節 基本方針 第1節 基本方針

第60条 略 第60条 略
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第2節 人員及び設備に関する基準 第2節 人員及び設備に関する基準

第1款 単独型指定認知症対応型

通所介護及び併設型指定

認知症対応型通所介護

第1款 単独型指定認知症対応型

通所介護及び併設型指定

認知症対応型通所介護

第61条 略 第61条 略

(管理者) (管理者)

第62条 単独型・併設型指定認知症対応型通

所介護事業者は、単独型・併設型指定認知

症対応型通所介護事業所ごとに専らその

職務に従事する常勤の管理者を置かなけ

ればならない。ただし、当該管理者は、単

独型・併設型指定認知症対応型通所介護事

業所の管理上支障がない場合は、当該単独

型・併設型指定認知症対応型通所介護事業

所の他の職務に従事し、又は他の事業所、

施設等の職務に従事することができるも

のとする。

第62条 単独型・併設型指定認知症対応型通

所介護事業者は、単独型・併設型指定認知

症対応型通所介護事業所ごとに専らその

職務に従事する常勤の管理者を置かなけ

ればならない。ただし、当該管理者は、単

独型・併設型指定認知症対応型通所介護事

業所の管理上支障がない場合は、当該単独

型・併設型指定認知症対応型通所介護事業

所の他の職務に従事し、又は同一敷地内に

ある他の事業所、施設等の職務に従事する

ことができるものとする。

2 略 2 略

第63条 略 第63条 略

第2款 共用型指定認知症対応型

通所介護

第2款 共用型指定認知症対応型

通所介護

第64条 略 第64条 略

(利用定員等) (利用定員等)

第65条 共用型指定認知症対応型通所介護

事業所の利用定員(当該共用型指定認知症

対応型通所介護事業所において同時に共

用型指定認知症対応型通所介護の提供を

受けることができる利用者の数の上限を

いう。)は、指定認知症対応型共同生活介護

事業所又は指定介護予防認知症対応型共

同生活介護事業所においては共同生活住

居(法第8条第20項又は法第8条の2第15項

に規定する共同生活を営むべき住居をい

う。)ごとに、指定地域密着型特定施設又は

指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニッ

ト型指定地域密着型介護老人福祉施設(第

178条に規定するユニット型指定地域密着

型介護老人福祉施設をいう。以下この項に

おいて同じ。)を除く。)においては施設ご

とに1日当たり3人以下とし、ユニット型指

定地域密着型介護老人福祉施設において

はユニットごとに当該ユニット型指定地

域密着型介護老人福祉施設の入居者の数

と当該共用型指定認知症対応型通所介護

第65条 共用型指定認知症対応型通所介護

事業所の利用定員(当該共用型指定認知症

対応型通所介護事業所において同時に共

用型指定認知症対応型通所介護の提供を

受けることができる利用者の数の上限を

いう。)は、指定認知症対応型共同生活介護

事業所又は指定介護予防認知症対応型共

同生活介護事業所においては共同生活住

居(法第8条第20項又は法第8条の2第15項

に規定する共同生活を営むべき住居をい

う。)ごとに、指定地域密着型特定施設又は

指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニッ

ト型指定地域密着型介護老人福祉施設(第

178条に規定するユニット型指定地域密着

型介護老人福祉施設をいう。以下この項に

おいて同じ。)を除く。)においては施設ご

とに1日当たり3人以下とし、ユニット型指

定地域密着型介護老人福祉施設において

はユニットごとに当該ユニット型指定地

域密着型介護老人福祉施設の入居者の数

と当該共用型指定認知症対応型通所介護

136 



の利用者の数の合計が1日当たり12人以下

となる数とする。

の利用者の数の合計が1日当たり12人以下

となる数とする。

2 共用型指定認知症対応型通所介護事業者

は、指定居宅サービス(法第41条第1項に規

定する指定居宅サービスをいう。以下同

じ。)、指定地域密着型サービス、指定居宅

介護支援、指定介護予防サービス(法第53

条第1項に規定する指定介護予防サービス

をいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護

予防サービス(法第54条の2第1項に規定す

る指定地域密着型介護予防サービスをい

う。以下同じ。)若しくは指定介護予防支援

(法第58条第1項に規定する指定介護予防

支援をいう。)の事業又は介護保険施設(法

第8条第25項に規定する介護保険施設をい

う。以下同じ。)若しくは健康保険法等の一

部を改正する法律(平成18年法律第83号)

第26条の規定による改正前の法第48条第1

項第3号に規定する指定介護療養型医療施

設の運営(第82条第7項、第110条第9項及び

第191条第8項において「指定居宅サービス

事業等」という。)について3年以上の経験

を有する者でなければならない。

2 共用型指定認知症対応型通所介護事業者

は、指定居宅サービス(法第41条第1項に規

定する指定居宅サービスをいう。以下同

じ。)、指定地域密着型サービス、指定居宅

介護支援、指定介護予防サービス(法第53

条第1項に規定する指定介護予防サービス

をいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護

予防サービス(法第54条の2第1項に規定す

る指定地域密着型介護予防サービスをい

う。以下同じ。)若しくは指定介護予防支援

(法第58条第1項に規定する指定介護予防

支援をいう。)の事業又は介護保険施設(法

第8条第25項に規定する介護保険施設をい

う。以下同じ。)若しくは指定介護療養型医

療施設の運営(第82条第7項、第110条第9項

及び第191条第8項において「指定居宅サー

ビス事業等」という。)について3年以上の

経験を有する者でなければならない。

(管理者) (管理者)

第66条 共用型指定認知症対応型通所介護

事業者は、共用型指定認知症対応型通所介

護事業所ごとに専らその職務に従事する

常勤の管理者を置かなければならない。た

だし、当該管理者は、共用型指定認知症対

応型通所介護事業所の管理上支障がない

場合は、当該共用型指定認知症対応型通所

介護事業所の他の職務に従事し、又は他の

事業所、施設等の職務に従事することがで

きるものとする。なお、共用型指定認知症

対応型通所介護事業所の管理上支障がな

い場合は、当該共用型指定認知症対応型通

所介護事業所の他の職務に従事し、かつ、

他の本体事業所等の職務に従事すること

としても差し支えない。

第66条 共用型指定認知症対応型通所介護

事業者は、共用型指定認知症対応型通所介

護事業所ごとに専らその職務に従事する

常勤の管理者を置かなければならない。た

だし、当該管理者は、共用型指定認知症対

応型通所介護事業所の管理上支障がない

場合は、当該共用型指定認知症対応型通所

介護事業所の他の職務に従事し、又は同一

敷地内にある他の事業所、施設等の職務に

従事することができるものとする。なお、

共用型指定認知症対応型通所介護事業所

の管理上支障がない場合は、当該共用型指

定認知症対応型通所介護事業所の他の職

務に従事し、かつ、同一敷地内にある他の

本体事業所等の職務に従事することとし

ても差し支えない。

2 略 2 略

第3節 運営に関する基準 第3節 運営に関する基準

第67条～第69条 略 第67条～第69条 略

(指定認知症対応型通所介護の具体的取扱 (指定認知症対応型通所介護の具体的取扱
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方針) 方針)

第70条 指定認知症対応型通所介護の方針

は、次に掲げるところによるものとする。

第70条 指定認知症対応型通所介護の方針

は、次に掲げるところによるものとする。

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略

(5) 指定認知症対応型通所介護の提供に

当たっては、当該利用者又は他の利用者

等の生命又は身体を保護するため緊急

やむを得ない場合を除き、身体的拘束等

を行ってはならない。

(6) 前号の身体的拘束等を行う場合に

は、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない

理由を記録しなければならない。

(6) 指定認知症対応型通所介護の提供に

当たっては、介護技術の進歩に対応し、

適切な介護技術をもってサービスの提

供を行うものとする。

(5) 指定認知症対応型通所介護の提供に

当たっては、介護技術の進歩に対応し、

適切な介護技術をもってサービスの提

供を行うものとする。

(7) 指定認知症対応型通所介護は、常に

利用者の心身の状況を的確に把握しつ

つ、相談援助等の生活指導、機能訓練そ

の他必要なサービスを利用者の希望に

添って適切に提供するものとする。

(6) 指定認知症対応型通所介護は、常に

利用者の心身の状況を的確に把握しつ

つ、相談援助等の生活指導、機能訓練そ

の他必要なサービスを利用者の希望に

添って適切に提供するものとする。

(認知症対応型通所介護計画の作成) (認知症対応型通所介護計画の作成)

第71条 指定認知症対応型通所介護事業所

(単独型・併設型指定認知症対応型通所介

護事業所又は共用型指定認知症対応型通

所介護事業所をいう。以下同じ。)の管理

者(第62条又は第66条の管理者をいう。以

下この条において同じ。)は、利用者の心身

の状況、希望及びその置かれている環境を

踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を

達成するための具体的なサービスの内容

等を記載した認知症対応型通所介護計画

を作成しなければならない。

第71条 指定認知症対応型通所介護事業所

(単独型・併設型指定認知症対応型通所介

護事業所又は共用型指定認知症対応型通

所介護事業所をいう。以下同じ。)の管理

者(第62条又は第66条の管理者をいう。以

下この条及び次条において同じ。)は、利用

者の心身の状況、希望及びその置かれてい

る環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当

該目標を達成するための具体的なサービ

スの内容等を記載した認知症対応型通所

介護計画を作成しなければならない。

2～5 略 2～5 略

第72条～第78条 略 第72条～第78条 略

(記録の整備) (記録の整備)

第79条 指定認知症対応型通所介護事業者

は、従業者、設備、備品及び会計に関する

諸記録を整備しておかなければならない。

第79条 指定認知症対応型通所介護事業者

は、従業者、設備、備品及び会計に関する

諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定認知症対応型通所介護事業者は、利

用者に対する指定認知症対応型通所介護

の提供に関する次の各号に掲げる記録を

整備し、その完結の日から5年間保存しな

2 指定認知症対応型通所介護事業者は、利

用者に対する指定認知症対応型通所介護

の提供に関する次の各号に掲げる記録を

整備し、その完結の日から5年間保存しな
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ければならない。 ければならない。

(1) 略 (1) 略

(2) 次条において準用する第20条第2項

の規定による提供した具体的なサービ

スの内容等の記録

(2) 次条において準用する第20条第2項

に規定する提供した具体的なサービス

の内容等の記録

(3) 第70条第6号の規定による身体的拘

束の態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由

の記録

(4) 次条において準用する第28条の規定

による市への通知に係る記録

(3) 次条において準用する第28条に規定

する市への通知に係る記録

(5) 次条において準用する第38条第2項

の規定による苦情の内容等の記録

(4) 次条において準用する第38条第2項

に規定する苦情の内容等の記録

(6) 次条において準用する第59条の18第

2項の規定による事故の状況及び事故に

際して採った処置についての記録

(5) 次条において準用する第59条の18第

2項に規定する事故の状況及び事故に際

して採った処置についての記録

(7) 次条において準用する第59条の17第

2項に規定する報告、評価、要望、助言等

の記録

(6) 次条において準用する第59条の17第

2項に規定する報告、評価、要望、助言等

の記録

第80条 略 第80条 略

第5章 小規模多機能型居宅介護 第5章 小規模多機能型居宅介護

第1節 基本方針 第1節 基本方針

第81条 略 第81条 略

第2節 人員に関する基準 第2節 人員に関する基準

(従業者の員数等) (従業者の員数等)

第82条 指定小規模多機能型居宅介護の事

業を行う者(以下「指定小規模多機能型居

宅介護事業者」という。)が当該事業を行う

事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介

護事業所」という。)ごとに置くべき指定小

規模多機能型居宅介護の提供に当たる従

業者(以下「小規模多機能型居宅介護従業

者」という。)の員数は、夜間及び深夜の時

間帯以外の時間帯に指定小規模多機能型

居宅介護の提供に当たる小規模多機能型

居宅介護従業者については、常勤換算方法

で、通いサービス(登録者(指定小規模多機

能型居宅介護を利用するために指定小規

模多機能型居宅介護事業所に登録を受け

た者をいう。以下この章において同じ。)を

指定小規模多機能型居宅介護事業所に通

わせて行う小規模多機能型居宅介護をい

う。以下この章において同じ。)の提供に当

第82条 指定小規模多機能型居宅介護の事

業を行う者(以下「指定小規模多機能型居

宅介護事業者」という。)が当該事業を行う

事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介

護事業所」という。)ごとに置くべき指定小

規模多機能型居宅介護の提供に当たる従

業者(以下「小規模多機能型居宅介護従業

者」という。)の員数は、夜間及び深夜の時

間帯以外の時間帯に指定小規模多機能型

居宅介護の提供に当たる小規模多機能型

居宅介護従業者については、常勤換算方法

で、通いサービス(登録者(指定小規模多機

能型居宅介護を利用するために指定小規

模多機能型居宅介護事業所に登録を受け

た者をいう。以下この章において同じ。)を

指定小規模多機能型居宅介護事業所に通

わせて行う小規模多機能型居宅介護をい

う。以下この章において同じ。)の提供に当
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たる者をその利用者(当該指定小規模多機

能型居宅介護事業者が指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着

型介護予防サービス基準条例第44条第1項

に規定する指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業者をいう。以下この章におい

て同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定

小規模多機能型居宅介護の事業と指定介

護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域

密着型介護予防サービス基準条例第43条

に規定する指定介護予防小規模多機能型

居宅介護をいう。以下この章において同

じ。)の事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合にあっては、当

該事業所における指定小規模多機能型居

宅介護又は指定介護予防小規模多機能型

居宅介護の利用者。以下この節及び次節に

おいて同じ。)の数が3又はその端数を増す

ごとに1以上及び訪問サービス(小規模多

機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を

訪問し、当該居宅において行う小規模多機

能型居宅介護(第7項に規定する本体事業

所である指定小規模多機能型居宅介護事

業所にあっては当該本体事業所に係る同

項に規定するサテライト型指定小規模多

機能型居宅介護事業所の登録者の居宅に

おいて行う指定小規模多機能型居宅介護

を、同項に規定するサテライト型指定小規

模多機能型居宅介護事業所にあっては当

該サテライト型指定小規模多機能型居宅

介護事業所に係る同項に規定する本体事

業所並びに当該本体事業所に係る他の同

項に規定するサテライト型指定小規模多

機能型居宅介護事業所及び第191条第8項

に規定するサテライト型指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅

において行う指定小規模多機能型居宅介

護を含む。)をいう。以下この章において同

じ。)の提供に当たる者を1以上とし、夜間

及び深夜の時間帯を通じて指定小規模多

機能型居宅介護の提供に当たる小規模多

機能型居宅介護従業者については、夜間及

び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行

われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。第

5項において同じ。)に当たる者を1以上及

び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に

たる者をその利用者(当該指定小規模多機

能型居宅介護事業者が指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着

型介護予防サービス基準条例第44条第1項

に規定する指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業者をいう。以下この章におい

て同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定

小規模多機能型居宅介護の事業と指定介

護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域

密着型介護予防サービス基準条例第43条

に規定する指定介護予防小規模多機能型

居宅介護をいう。以下この章において同

じ。)の事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合にあっては、当

該事業所における指定小規模多機能型居

宅介護又は指定介護予防小規模多機能型

居宅介護の利用者。以下この節及び次節に

おいて同じ。)の数が3又はその端数を増す

ごとに1以上及び訪問サービス(小規模多

機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を

訪問し、当該居宅において行う小規模多機

能型居宅介護(第7項に規定する本体事業

所である指定小規模多機能型居宅介護事

業所にあっては当該本体事業所に係る同

項に規定するサテライト型指定小規模多

機能型居宅介護事業所の登録者の居宅に

おいて行う指定小規模多機能型居宅介護

を、同項に規定するサテライト型指定小規

模多機能型居宅介護事業所にあっては当

該サテライト型指定小規模多機能型居宅

介護事業所に係る同項に規定する本体事

業所並びに当該本体事業所に係る他の同

項に規定するサテライト型指定小規模多

機能型居宅介護事業所及び第191条第8項

に規定するサテライト型指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅

において行う指定小規模多機能型居宅介

護を含む。)をいう。以下この章において同

じ。)の提供に当たる者を1以上とし、夜間

及び深夜の時間帯を通じて指定小規模多

機能型居宅介護の提供に当たる小規模多

機能型居宅介護従業者については、夜間及

び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行

われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。第

5項において同じ。)に当たる者を1以上及

び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に
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必要な数以上とする。 必要な数以上とする。

2～5 略 2～5 略

6 次の表の左欄に掲げる場合において、前

各項に定める人員に関する基準を満たす

小規模多機能型居宅介護従業者を置くほ

か、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関

する基準を満たす従業者を置いていると

きは、同表の右欄に掲げる当該小規模多機

能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げ

る施設等の職務に従事することができる。

6 次の表の左欄に掲げる場合において、前

各項に定める人員に関する基準を満たす

小規模多機能型居宅介護従業者を置くほ

か、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関

する基準を満たす従業者を置いていると

きは、同表の右欄に掲げる当該小規模多機

能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げ

る施設等の職務に従事することができる。

7～13 略 7～13 略

(管理者) (管理者)

第83条 指定小規模多機能型居宅介護事業

者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所

ごとに専らその職務に従事する常勤の管

第83条 指定小規模多機能型居宅介護事業

者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所

ごとに専らその職務に従事する常勤の管

当該指定小規 指定認知症対 介護職員

模多機能型居

宅介護事業所

に中欄に掲げ

る施設等のい

ずれかが併設

されている場

合

応型共同生活

介護事業所、

指定地域密着

型特定施設、

指定地域密着

型介護老人福

祉施設、指定

介護老人福祉

施設、介護老

人保健施設又

は介護医療院

当該指定小規

模多機能型居

宅介護事業所

の同一敷地内

に中欄に掲げ

る施設等のい

ずれかがある

場合

略 略

当該指定小規 指定認知症対 介護職員

模多機能型居

宅介護事業所

に中欄に掲げ

る施設等のい

ずれかが併設

されている場

合

応型共同生活

介護事業所、

指定地域密着

型特定施設、

指定地域密着

型介護老人福

祉施設、指定

介護老人福祉

施設、介護老

人保健施設、

指定介護療養

型 医 療 施 設

(医療法(昭和

23年法律第205

号)第7条第2

項第4号に規

定する療養病

床を有する診

療所であるも

のに限る。)又

は介護医療院

当該指定小規

模多機能型居

宅介護事業所

の同一敷地内

に中欄に掲げ

る施設等のい

ずれかがある

場合

略 略
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理者を置かなければならない。ただし、当

該管理者は、指定小規模多機能型居宅介護

事業所の管理上支障がない場合は、当該指

定小規模多機能型居宅介護事業所の他の

職務に従事し、又は他の事業所、施設等の

職務に従事することができるものとする。

理者を置かなければならない。ただし、当

該管理者は、指定小規模多機能型居宅介護

事業所の管理上支障がない場合は、当該指

定小規模多機能型居宅介護事業所の他の

職務に従事し、又は当該指定小規模多機能

型居宅介護事業所に併設する前条第6項の

表の当該指定小規模多機能型居宅介護事

業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが

併設されている場合の項の中欄に掲げる

施設等の職務、同一敷地内の指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務

(当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者が、指定夜間対応型訪問介護事

業者、指定訪問介護事業者又は指定訪問看

護事業者の指定を併せて受け、一体的な運

営を行っている場合には、これらの事業に

係る職務を含む。)若しくは法第115条の45

第1項に規定する介護予防・日常生活支援

総合事業(同項第1号ニに規定する第1号介

護予防支援事業を除く。)に従事すること

ができるものとする。

2・3 略 2・3 略

第84条 略 第84条 略

第3節 設備に関する基準 第3節 設備に関する基準

第85条・第86条 略 第85条・第86条 略

第4節 運営に関する基準 第4節 運営に関する基準

第87条～第91条 略 第87条～第91条 略

(指定小規模多機能型居宅介護の具体的取

扱方針)

(指定小規模多機能型居宅介護の具体的取

扱方針)

第92条 指定小規模多機能型居宅介護の方

針は、次に掲げるところによるものとす

る。

第92条 指定小規模多機能型居宅介護の方

針は、次に掲げるところによるものとす

る。

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略

(5) 指定小規模多機能型居宅介護事業者

は、指定小規模多機能型居宅介護の提供

に当たっては、当該利用者又は他の利用

者等の生命又は身体を保護するため緊

急やむを得ない場合を除き、身体的拘束

等を行ってはならない。

(5) 指定小規模多機能型居宅介護事業者

は、指定小規模多機能型居宅介護の提供

に当たっては、当該利用者又は他の利用

者等の生命又は身体を保護するため緊

急やむを得ない場合を除き、身体的拘束

その他利用者の行動を制限する行為(以

下「身体的拘束等」という。)を行っては

ならない。

(6) 指定小規模多機能型居宅介護事業者

は、前号の身体的拘束等を行う場合に

は、その態様及び時間、その際の利用者

(6) 指定小規模多機能型居宅介護事業者

は、身体的拘束等を行う場合には、その

態様及び時間、その際の利用者の心身の
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の心身の状況並びに緊急やむを得ない

理由を記録しなければならない。

状況並びに緊急やむを得ない理由を記

録しなければならない。

(7) 指定小規模多機能型居宅介護事業者

は、身体的拘束等の適正化を図るため、

次に掲げる措置を講じなければならな

い。

ア 身体的拘束等の適正化のための対策

を検討する委員会(テレビ電話装置等

を活用して行うことができるものとす

る。)を3月に1回以上開催するととも

に、その結果について、介護職員その

他の従業者に周知徹底を図ること。

イ 身体的拘束等の適正化のための指針

を整備すること。

ウ 介護職員その他の従業者に対し、身

体的拘束等の適正化のための研修を定

期的に実施すること。

(8) 指定小規模多機能型居宅介護は、通

いサービスの利用者が登録定員に比べ

て著しく少ない状態が続くものであっ

てはならない。

(7) 指定小規模多機能型居宅介護は、通

いサービスの利用者が登録定員に比べ

て著しく少ない状態が続くものであっ

てはならない。

(9) 指定小規模多機能型居宅介護事業者

は、登録者が通いサービスを利用してい

ない日においては、可能な限り、訪問サ

ービスの提供、電話連絡による見守り等

を行う等登録者の居宅における生活を

支えるために適切なサービスを提供し

なければならない。

(8) 指定小規模多機能型居宅介護事業者

は、登録者が通いサービスを利用してい

ない日においては、可能な限り、訪問サ

ービスの提供、電話連絡による見守り等

を行う等登録者の居宅における生活を

支えるために適切なサービスを提供し

なければならない。

第93条～第106条 略 第93条～第106条 略

(利用者の安全並びに介護サービスの質の

確保及び職員の負担軽減に資する方策を検

討するための委員会の設置)

第106条の2 指定小規模多機能型居宅介護事

業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護

事業所における業務の効率化、介護サービ

スの質の向上その他の生産性の向上に資す

る取組の促進を図るため、当該指定小規模

多機能型居宅介護事業所における利用者の

安全並びに介護サービスの質の確保及び職

員の負担軽減に資する方策を検討するため

の委員会(テレビ電話装置等を活用して行

うことができるものとする。)を定期的に開

催しなければならない。

(記録の整備) (記録の整備)
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第107条 指定小規模多機能型居宅介護事業

者は、従業者、設備、備品及び会計に関す

る諸記録を整備しておかなければならな

い。

第107条 指定小規模多機能型居宅介護事業

者は、従業者、設備、備品及び会計に関す

る諸記録を整備しておかなければならな

い。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、

利用者に対する指定小規模多機能型居宅

介護の提供に関する次の各号に掲げる記

録を整備し、その完結の日から5年間保存

しなければならない。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、

利用者に対する指定小規模多機能型居宅

介護の提供に関する次の各号に掲げる記

録を整備し、その完結の日から5年間保存

しなければならない。

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略

(3) 次条において準用する第20条第2項

の規定による提供した具体的なサービ

スの内容等の記録

(3) 次条において準用する第20条第2項

に規定する提供した具体的なサービス

の内容等の記録

(4) 第92条第6号の規定による身体的拘

束等の態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理

由の記録

(4) 第92条第6号に規定する身体的拘束

等の態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由

の記録

(5) 次条において準用する第28条の規定

による市への通知に係る記録

(5) 次条において準用する第28条に規定

する市への通知に係る記録

(6) 次条の規定による第38条第2項に規

定する苦情の内容等の記録

(6) 次条において準用する第38条第2項

に規定する苦情の内容等の記録

(7) 次条において準用する第40条第2項

の規定による事故の状況及び事故に際

して採った処置についての記録

(7) 次条において準用する第40条第2項

に規定する事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録

(8) 略 (8) 略

第108条 略 第108条 略

第6章 認知症対応型共同生活介護 第6章 認知症対応型共同生活介護

第1節 基本方針 第1節 基本方針

第109条 略 第109条 略

第2節 人員に関する基準 第2節 人員に関する基準

第110条 略 第110条 略

(管理者) (管理者)

第111条 指定認知症対応型共同生活介護事

業者は、共同生活住居ごとに専らその職務

に従事する常勤の管理者を置かなければ

ならない。ただし、当該管理者は、共同生

活住居の管理上支障がない場合は、当該共

同生活住居の他の職務に従事し、又は他の

事業所、施設等の職務に従事することがで

きるものとする。

第111条 指定認知症対応型共同生活介護事

業者は、共同生活住居ごとに専らその職務

に従事する常勤の管理者を置かなければ

ならない。ただし、当該管理者は、共同生

活住居の管理上支障がない場合は、当該共

同生活住居の他の職務に従事し、又は同一

敷地内にある他の事業所、施設等若しくは

併設する指定小規模多機能型居宅介護事

業所若しくは指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所の職務に従事することがで

きるものとする。
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2・3 略 2・3 略

第112条 略 第112条 略

第3節 設備に関する基準 第3節 設備に関する基準

第113条 略 第113条 略

第4節 運営に関する基準 第4節 運営に関する基準

第114条～第120条 略 第114条～第120条 略

(管理者による管理) (管理者による管理)

第121条 共同生活住居の管理者は、同時に

介護保険施設、指定居宅サービス、指定地

域密着型サービス(サテライト型指定認知

症対応型共同生活介護事業所の場合は、本

体事業所が提供する指定認知症対応型共

同生活介護を除く。)、指定介護予防サービ

ス若しくは指定地域密着型介護予防サー

ビスの事業を行う事業所、病院、診療所又

は社会福祉施設を管理する者であっては

ならない。ただし、当該共同生活住居の管

理上支障がない場合は、この限りでない。

第121条 共同生活住居の管理者は、同時に

介護保険施設、指定居宅サービス、指定地

域密着型サービス(サテライト型指定認知

症対応型共同生活介護事業所の場合は、本

体事業所が提供する指定認知症対応型共

同生活介護を除く。)、指定介護予防サービ

ス若しくは指定地域密着型介護予防サー

ビスの事業を行う事業所、病院、診療所又

は社会福祉施設を管理する者であっては

ならない。ただし、これらの事業所、施設

等が同一敷地内にあること等により当該

共同生活住居の管理上支障がない場合は、

この限りでない。

第122条～第124条 略 第122条～第124条 略

(協力医療機関等) (協力医療機関等)

第125条 指定認知症対応型共同生活介護事

業者は、利用者の病状の急変等に備えるた

め、あらかじめ、協力医療機関を定めてお

かなければならない。

第125条 指定認知症対応型共同生活介護事

業者は、利用者の病状の急変等に備えるた

め、あらかじめ、協力医療機関を定めてお

かなければならない。

2 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、前項の規定に基づき協力医療機関を定

めるに当たっては、次に掲げる要件を満た

す協力医療機関を定めるように努めなけ

ればならない。

(1) 利用者の病状が急変した場合等にお

いて医師又は看護職員が相談対応を行う

体制を、常時確保していること。

(2) 当該指定認知症対応型共同生活介護

事業者からの診療の求めがあった場合に

おいて診療を行う体制を、常時確保して

いること。

3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、

1年に1回以上、協力医療機関との間で、利

用者の病状が急変した場合等の対応を確認

するとともに、協力医療機関の名称等を、

当該指定認知症対応型共同生活介護事業者
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に係る指定を行った市町村長に届け出なけ

ればならない。

4 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、

感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律(平成10年法律第114号)第6

条第17項に規定する第二種協定指定医療機

関(以下「第二種協定指定医療機関」とい

う。)との間で、新興感染症(同条第7項に規

定する新型インフルエンザ等感染症、同条

第8項に規定する指定感染症又は同条第9項

に規定する新感染症をいう。以下同じ。)の

発生時等の対応を取り決めるように努めな

ければならない。

5 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、

協力医療機関が第二種協定指定医療機関で

ある場合においては、当該第二種協定指定

医療機関との間で、新興感染症の発生時等

の対応について協議を行わなければならな

い。

6 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、

利用者が協力医療機関その他の医療機関に

入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、

退院が可能となった場合においては、再び

当該指定認知症対応型共同生活介護事業所

に速やかに入居させることができるように

努めなければならない。

7 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定め

ておくよう努めなければならない。

2 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定め

ておくよう努めなければならない。

8 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、サービスの提供体制の確保、夜間にお

ける緊急時の対応等のため、介護老人福祉

施設、介護老人保健施設、介護医療院、病

院等との間の連携及び支援の体制を整え

なければならない。

3 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、サービスの提供体制の確保、夜間にお

ける緊急時の対応等のため、介護老人福祉

施設、介護老人保健施設、介護医療院、病

院等との間の連携及び支援の体制を整え

なければならない。

第126条 略 第126条 略

(記録の整備) (記録の整備)

第127条 指定認知症対応型共同生活介護事

業者は、従業者、設備、備品及び会計に関

する諸記録を整備しておかなければなら

ない。

第127条 指定認知症対応型共同生活介護事

業者は、従業者、設備、備品及び会計に関

する諸記録を整備しておかなければなら

ない。

2 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、利用者に対する指定認知症対応型共同

生活介護の提供に関する次の各号に掲げ

2 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、利用者に対する指定認知症対応型共同

生活介護の提供に関する次の各号に掲げ
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る記録を整備し、その完結の日から5年間

保存しなければならない。

る記録を整備し、その完結の日から5年間

保存しなければならない。

(1) 略 (1) 略

(2) 第115条第2項の規定による提供した

具体的なサービスの内容等の記録

(2) 第115条第2項に規定する提供した具

体的なサービスの内容等の記録

(3) 第117条第6項の規定による身体的拘

束等の態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理

由の記録

(3) 第117条第6項に規定する身体的拘束

等の態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由

の記録

(4) 次条において準用する第28条の規定

による市への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第28条に規定

する市への通知に係る記録

(5) 次条において準用する第38条第2項

の規定による苦情の内容等の記録

(5) 次条において準用する第38条第2項

に規定する苦情の内容等の記録

(6) 次条において準用する第40条第2項

の規定による事故の状況及び事故に際

して採った処置についての記録

(6) 次条において準用する第40条第2項

に規定する事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録

(7) 略 (7) 略

(準用) (準用)

第128条 第9条、第10条、第12条、第13条、

第22条、第28条、第32条の2、第34条から第

36条まで、第38条、第40条から第41条まで、

第59条の11、第59条の15、第59条の16、第

59条の17第1項から第4項まで、第 99条 、

第 104条及び第106条の2の規定は、指定認

知症対応型共同生活介護の事業について

準用する。この場合において、第9条第1項

中「第31条に規定する運営規程」とあるの

は「第122条に規定する重要事項に関する

規程」と、同項、第32条の2第2項、第34条

第1項並びに第40条の2第1号及び第3号中

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者」とあるのは「介護従業者」と、第59条

の11第2項中「この節」とあるのは「第6章

第4節」と、第59条の16第2項第1号及び第3

号中「地域密着型通所介護従業者」とある

のは「介護従業者」と、第59条の17第1項中

「地域密着型通所介護について知見を有

する者」とあるのは「認知症対応型共同生

活介護について知見を有する者」と、「6月」

とあるのは「2月」と、第99条中「小規模多

機能型居宅介護従業者」とあるのは「介護

従業者」と読み替えるものとする。

第128条 第9条、第10条、第12条、第13条、

第22条、第28条、第32条の2、第34条から第

36条まで、第38条、第40条から第41条まで、

第59条の11、第59条の15、第59条の16、第

59条の17第1項から第4項まで、第99条及び

第104条の規定は、指定認知症対応型共同

生活介護の事業について準用する。この場

合において、第9条第1項中「第31条に規定

する運営規程」とあるのは「第122条に規定

する重要事項に関する規程」と、同項、第

32条の2第2項、第34条第1項並びに第40条

の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応

型訪問介護看護従業者」とあるのは「介護

従業者」と、第59条の11第2項中「この節」

とあるのは「第6章第4節」と、第59条の16

第2項第1号及び第3号中「地域密着型通所

介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、

第59条の17第1項中「地域密着型通所介護

について知見を有する者」とあるのは「認

知症対応型共同生活介護について知見を

有する者」と、「6月」とあるのは「2月」

と、第99条中「小規模多機能型居宅介護従

業者」とあるのは「介護従業者」と読み替

えるものとする。

第7章 地域密着型特定施設入居者生

活介護

第7章 地域密着型特定施設入居者生

活介護
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第1節 基本方針 第1節 基本方針

第129条 略 第129条 略

第2節 人員に関する基準 第2節 人員に関する基準

(従業者の員数) (従業者の員数)

第130条 指定地域密着型特定施設入居者生

活介護事業者が指定地域密着型特定施設

ごとに置くべき指定地域密着型特定施設

入居者生活介護の提供に当たる従業者(以

下「地域密着型特定施設従業者」という。)

の員数は、次のとおりとする。

第130条 指定地域密着型特定施設入居者生

活介護事業者が指定地域密着型特定施設

ごとに置くべき指定地域密着型特定施設

入居者生活介護の提供に当たる従業者(以

下「地域密着型特定施設従業者」という。)

の員数は、次のとおりとする。

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略

2～6 略 2～6 略

7 第1項第1号、第3号及び第4号並びに前項

の規定にかかわらず、サテライト型特定施

設の生活相談員、機能訓練指導員又は計画

作成担当者については、次に掲げる本体施

設の場合には、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める職員により当該サテ

ライト型特定施設の入居者の処遇が適切

に行われると認められるときは、これを置

かないことができる。

7 第1項第1号、第3号及び第4号並びに前項

の規定にかかわらず、サテライト型特定施

設の生活相談員、機能訓練指導員又は計画

作成担当者については、次に掲げる本体施

設の場合には、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める職員により当該サテ

ライト型特定施設の入居者の処遇が適切

に行われると認められるときは、これを置

かないことができる。

(1) 略 (1) 略

(2) 病院 介護支援専門員(指定介護療

養型医療施設の場合に限る。)

(2) 介護医療院 介護支援専門員 (3) 介護医療院 介護支援専門員

8～10 略 8～10 略

11 次に掲げる要件のいずれにも適合する

場合における第1項第2号アの適用につい

ては、当該規定中「1」とあるのは、「0.9」

とする。

(1) 第149条において準用する第106条の

2に規定する委員会において、利用者の

安全並びに介護サービスの質の確保及

び職員の負担軽減を図るための取組に

関する次に掲げる事項について必要な

検討を行い、及び当該事項の実施を定期

的に確認していること。

ア 利用者の安全及びケアの質の確保

イ 地域密着型特定施設従業者の負担軽

減及び勤務状況への配慮

ウ 緊急時の体制整備

エ 業務の効率化、介護サービスの質の

向上等に資する機器（次号において「介
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護機器」という。）の定期的な点検

オ 地域密着型特定施設従業者に対する

研修

(2) 介護機器を複数種類活用しているこ

と。

(3) 利用者の安全並びに介護サービスの

質の確保及び職員の負担軽減を図るた

め、地域密着型特定施設従業者間の適切

な役割分担を行っていること。

(4) 利用者の安全並びに介護サービスの

質の確保及び職員の負担軽減を図る取

組による介護サービスの質の確保及び

職員の負担軽減が行われていると認め

られること。

(管理者) (管理者)

第131条 指定地域密着型特定施設入居者生

活介護事業者は、指定地域密着型特定施設

ごとに専らその職務に従事する管理者を

置かなければならない。ただし、当該管理

者は、指定地域密着型特定施設の管理上支

障がない場合は、当該指定地域密着型特定

施設における他の職務に従事し、又は他の

事業所、施設等、本体施設の職務(本体施設

が病院又は診療所の場合は、管理者として

の職務を除く。)若しくは併設する指定小

規模多機能型居宅介護事業所又は指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所の職務

に従事することができるものとする。

第131条 指定地域密着型特定施設入居者生

活介護事業者は、指定地域密着型特定施設

ごとに専らその職務に従事する管理者を

置かなければならない。ただし、当該管理

者は、指定地域密着型特定施設の管理上支

障がない場合は、当該指定地域密着型特定

施設における他の職務に従事し、又は同一

敷地内にある他の事業所、施設等、本体施

設の職務(本体施設が病院又は診療所の場

合は、管理者としての職務を除く。)若しく

は併設する指定小規模多機能型居宅介護

事業所又は指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所の職務に従事することができ

るものとする。

第3節 設備に関する基準 第3節 設備に関する基準

第132条 略 第132条 略

第4節 運営に関する基準 第4節 運営に関する基準

第133条～第146条 略 第133条～第146条 略

(協力医療機関等) (協力医療機関等)

第147条 指定地域密着型特定施設入居者生

活介護事業者は、利用者の病状の急変等に

備えるため、あらかじめ、協力医療機関を

定めておかなければならない。

第147条 指定地域密着型特定施設入居者生

活介護事業者は、利用者の病状の急変等に

備えるため、あらかじめ、協力医療機関を

定めておかなければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護

事業者は、前項の規定に基づき協力医療機

関を定めるに当たっては、次に掲げる要件

を満たす協力医療機関を定めるように努

めなければならない。
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(1) 利用者の病状が急変した場合等にお

いて医師又は看護職員が相談対応を行

う体制を、常時確保していること。

(2) 当該指定地域密着型特定施設入居者

生活介護事業者からの診療の求めがあ

った場合において診療を行う体制を、常

時確保していること。

3 指定地域密着型特定施設入居者生活介護

事業者は、1年に1回以上、協力医療機関と

の間で、利用者の病状が急変した場合等の

対応を確認するとともに、協力医療機関の

名称等を、当該指定地域密着型特定施設入

居者生活介護事業者に係る指定を行った

市町村長に届け出なければならない。

4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護

事業者は、第二種協定指定医療機関との間

で、新興感染症の発生時等の対応を取り決

めるように努めなければならない。

5 指定地域密着型特定施設入居者生活介護

事業者は、協力医療機関が第二種協定指定

医療機関である場合においては、当該第二

種協定指定医療機関との間で、新興感染症

の発生時等の対応について協議を行わな

ければならない。

6 指定地域密着型特定施設入居者生活介護

事業者は、利用者が協力医療機関その他の

医療機関に入院した後に、当該利用者の病

状が軽快し、退院が可能となった場合にお

いては、再び当該指定地域密着型特定施設

に速やかに入居させることができるよう

に努めなければならない。

7 指定地域密着型特定施設入居者生活介護

事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関

を定めておくよう努めなければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護

事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関

を定めておくよう努めなければならない。

(記録の整備) (記録の整備)

第148条 指定地域密着型特定施設入居者生

活介護事業者は、従業者、設備、備品及び

会計に関する諸記録を整備しておかなけ

ればならない。

第148条 指定地域密着型特定施設入居者生

活介護事業者は、従業者、設備、備品及び

会計に関する諸記録を整備しておかなけ

ればならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護

事業者は、利用者に対する指定地域密着型

特定施設入居者生活介護の提供に関する

次の各号に掲げる記録を整備し、その完結

の日から5年間保存しなければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護

事業者は、利用者に対する指定地域密着型

特定施設入居者生活介護の提供に関する

次の各号に掲げる記録を整備し、その完結

の日から5年間保存しなければならない。
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(1) 略 (1) 略

(2) 第136条第2項の規定による提供した

具体的なサービスの内容等の記録

(2) 第136条第2項に規定する提供した具

体的なサービスの内容等の記録

(3) 第138条第5項の規定による身体的拘

束等の態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理

由の記録

(3) 第138条第5項に規定する身体的拘束

等の態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由

の記録

(4) 第146条第3項の規定による結果等の

記録

(4) 第146条第3項に規定する結果等の記

録

(5) 次条において準用する第28条の規定

による市への通知に係る記録

(5) 次条において準用する第28条に規定

する市への通知に係る記録

(6) 次条において準用する第38条第2項

の規定による苦情の内容等の記録

(6) 次条において準用する第38条第2項

に規定する苦情の内容等の記録

(7) 次条において準用する第40条第2項

の規定による事故の状況及び事故に際

して採った処置についての記録

(7) 次条において準用する第40条第2項

に規定する事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録

(8) 略 (8) 略

(準用) (準用)

第149条 第12条、第13条、第22条、第28条、

第32条の2、第34条から第38条まで、第40条

から第41条まで、第59条の11、第59条の15、

第59条の16、第59条の17第1項から第4項ま

で、第99条及び第106条の2の規定は、指定

地域密着型特定施設入居者生活介護の事

業について準用する。この場合において、

第32条の2第2項、第34条第1項並びに第40

条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対

応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地

域密着型特定施設従業者」と、第59条の11

第2項中「この節」とあるのは「第7章第4節」

と、第59条の16第2項第1号及び第3号中「地

域密着型通所介護従業者」とあるのは「地

域密着型特定施設従業者」と、第59条の17

第1項中「地域密着型通所介護について知

見を有する者」とあるのは「地域密着型特

定施設入居者生活介護について知見を有

する者」と、「6月」とあるのは「2月」と

読み替えるものとする。

第149条 第12条、第13条、第22条、第28条、

第32条の2、第34条から第38条まで、第40条

から第41条まで、第59条の11、第59条の15、

第59条の16、第59条の17第1項から第4項ま

で及び第99条の規定は、指定地域密着型特

定施設入居者生活介護の事業について準

用する。この場合において、第32条の2第2

項、第34条第1項並びに第40条の2第1号及

び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護

看護従業者」とあるのは「地域密着型特定

施設従業者」と、第59条の11第2項中「この

節」とあるのは「第7章第4節」と、第59条

の16第2項第1号及び第3号中「地域密着型

通所介護従業者」とあるのは「地域密着型

特定施設従業者」と、第59条の17第1項中

「地域密着型通所介護について知見を有

する者」とあるのは「地域密着型特定施設

入居者生活介護について知見を有する者」

と、「6月」とあるのは「2月」と読み替え

るものとする。

第8章 地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護

第8章 地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護

第1節 基本方針 第1節 基本方針

第150条 略 第150条 略

第2節 人員に関する基準 第2節 人員に関する基準

151 



(従業者の員数) (従業者の員数)

第151条 指定地域密着型介護老人福祉施設

に置くべき従業者の員数は、次のとおりと

する。ただし、他の社会福祉施設等の栄養

士又は管理栄養士との連携を図ることに

より当該指定地域密着型介護老人福祉施

設の効果的な運営を期待することができ

る場合であって、入所者の処遇に支障がな

いときは、第4号の栄養士又は管理栄養士

を置かないことができる。

第151条 指定地域密着型介護老人福祉施設

に置くべき従業者の員数は、次のとおりと

する。ただし、他の社会福祉施設等の栄養

士又は管理栄養士との連携を図ることに

より当該指定地域密着型介護老人福祉施

設の効果的な運営を期待することができ

る場合であって、入所者の処遇に支障がな

いときは、第4号の栄養士又は管理栄養士

を置かないことができる。

(1)～(6) 略 (1)～(6) 略

2～7 略 2～7 略

8 第1項第2号及び第4号から第6号までの規

定にかかわらず、サテライト型居住施設の

生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士、

機能訓練指導員又は介護支援専門員につ

いては、次に掲げる本体施設の場合には、

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める職員により当該サテライト型居住

施設の入所者の処遇が適切に行われると

認められるときは、これを置かないことが

できる。

8 第1項第2号及び第4号から第6号までの規

定にかかわらず、サテライト型居住施設の

生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士、

機能訓練指導員又は介護支援専門員につ

いては、次に掲げる本体施設の場合には、

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める職員により当該サテライト型居住

施設の入所者の処遇が適切に行われると

認められるときは、これを置かないことが

できる。

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略

(3) 病院 栄養士又は管理栄養士(病床

数100以上の病院の場合に限る。)

(3) 病院 栄養士若しくは管理栄養士

(病床数100以上の病院の場合に限る。)

又は介護支援専門員(指定介護療養型医

療施設の場合に限る。)

(4) 略 (4) 略

9～17 略 9～17 略

第3節 設備に関する基準 第3節 設備に関する基準

(設備) (設備)

第152条 指定地域密着型介護老人福祉施設

の設備の基準は、次のとおりとする。

第152条 指定地域密着型介護老人福祉施設

の設備の基準は、次のとおりとする。

(1)～(5) 略 (1)～(5) 略

(6) 医務室 (6) 医務室

医療法(昭和23年法律第205号)第1条

の5第2項に規定する診療所とすること

とし、入所者を診療するために必要な医

薬品及び医療機器を備えるほか、必要に

応じて臨床検査設備を設けること。ただ

し、本体施設が指定介護老人福祉施設又

は指定地域密着型介護老人福祉施設で

あるサテライト型居住施設については

医療法第1条の5第2項に規定する診療

所とすることとし、入所者を診療するた

めに必要な医薬品及び医療機器を備え

るほか、必要に応じて臨床検査設備を設

けること。ただし、本体施設が指定介護

老人福祉施設又は指定地域密着型介護

老人福祉施設であるサテライト型居住

施設については医務室を必要とせず、入
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医務室を必要とせず、入所者を診療する

ために必要な医薬品及び医療機器を備

えるほか、必要に応じて臨床検査設備を

設けることで足りるものとする。

所者を診療するために必要な医薬品及

び医療機器を備えるほか、必要に応じて

臨床検査設備を設けることで足りるも

のとする。

(7)～(9) 略 (7)～(9) 略

2 略 2 略

第4節 運営に関する基準 第4節 運営に関する基準

第153条～第165条 略 第153条～第165条 略

(緊急時等の対応) (緊急時等の対応)

第165条の2 指定地域密着型介護老人福祉

施設は、現に指定地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護の提供を行っている

ときに入所者の病状の急変が生じた場合

その他必要な場合のため、あらかじめ、第

151条第1項第1号に掲げる医師及び協力医

療機関の協力を得て、当該医師及び当該協

力医療機関との連携方法その他の緊急時

等における対応方法を定めておかなけれ

ばならない。

第165条の2 指定地域密着型介護老人福祉

施設は、現に指定地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護の提供を行っている

ときに入所者の病状の急変が生じた場合

その他必要な場合のため、あらかじめ、第

151条第1項第1号に掲げる医師との連携方

法その他の緊急時等における対応方法を

定めておかなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前

項の医師及び協力医療機関の協力を得て、

1年に1回以上、緊急時等における対応方法

の見直しを行い、必要に応じて緊急時等に

おける対応方法の変更を行わなければな

らない。

(管理者による管理) (管理者による管理)

第166条 指定地域密着型介護老人福祉施設

の管理者は、専ら当該指定地域密着型介護

老人福祉施設の職務に従事する常勤の者

でなければならない。ただし、当該指定地

域密着型介護老人福祉施設の管理上支障

がない場合は、他の事業所、施設等又は本

体施設の職務(本体施設が病院又は診療所

の場合は、管理者としての職務を除く。)に

従事することができる。

第166条 指定地域密着型介護老人福祉施設

の管理者は、専ら当該指定地域密着型介護

老人福祉施設の職務に従事する常勤の者

でなければならない。ただし、当該指定地

域密着型介護老人福祉施設の管理上支障

がない場合は、同一敷地内にある他の事業

所、施設等又は本体施設の職務(本体施設

が病院又は診療所の場合は、管理者として

の職務を除く。)に従事することができる。

(計画担当介護支援専門員の責務) (計画担当介護支援専門員の責務)

第167条 計画担当介護支援専門員は、第158

条に規定する業務のほか、次に掲げる業務

を行うものとする。

第167条 計画担当介護支援専門員は、第158

条に規定する業務のほか、次に掲げる業務

を行うものとする。

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略

(5) 第157条第5項の規定による身体的拘

束等の態様及び時間、その際の入所者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理

由の記録を行うこと。

(5) 第157条第5項に規定する身体的拘束

等の態様及び時間、その際の入所者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由

を記録すること。
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(6) 第177条において準用する第38条第2

項の規定による苦情の内容等の記録を

行うこと。

(6) 第177条において準用する第38条第2

項に規定する苦情の内容等を記録する

こと。

(7) 第175条第3項の規定による事故の状

況及び事故に際して採った処置につい

ての記録を行うこと。

(7) 第175条第3項に規定する事故の状況

及び事故に際して採った処置について

記録すること。

第168条～第171条 略 第168条～第171条 略

(協力医療機関等) (協力病院等)

第172条 指定地域密着型介護老人福祉施設

は、入所者の病状の急変等に備えるため、

あらかじめ、次の各号に掲げる要件を満た

す協力医療機関(第3号の要件を満たす協

力医療機関にあっては、病院に限る。)を定

めておかなければならない。ただし、複数

の医療機関を協力医療機関として定める

ことにより当該各号の要件を満たすこと

としても差し支えない。

第172条 指定地域密着型介護老人福祉施設

は、入院治療を必要とする入所者のため

に、あらかじめ、協力病院を定めておかな

ければならない。

(1) 入所者の病状が急変した場合等にお

いて医師又は看護職員が相談対応を行

う体制を、常時確保していること。

(2) 当該指定地域密着型介護老人福祉施

設からの診療の求めがあった場合にお

いて診療を行う体制を、常時確保してい

ること。

(3) 入所者の病状が急変した場合等にお

いて、当該指定地域密着型介護老人福祉

施設の医師又は協力医療機関その他の

医療機関の医師が診療を行い、入院を要

すると認められた入所者の入院を原則

として受け入れる体制を確保している

こと。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、1年

に1回以上、協力医療機関との間で、入所者

の病状が急変した場合等の対応を確認す

るとともに、協力医療機関の名称等を、当

該指定地域密着型介護老人福祉施設に係

る指定を行った市町村長に届け出なけれ

ばならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、第

二種協定指定医療機関との間で、新興感染

症の発生時等の対応を取り決めるように

努めなければならない。

4 指定地域密着型介護老人福祉施設は、協

力医療機関が第二種協定指定医療機関で
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ある場合においては、当該第二種協定指定

医療機関との間で、新興感染症の発生時等

の対応について協議を行わなければなら

ない。

5 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入

所者が協力医療機関その他の医療機関に

入院した後に、当該入所者の病状が軽快

し、退院が可能となった場合においては、

再び当該指定地域密着型介護老人福祉施

設に速やかに入所させることができるよ

うに努めなければならない。

6 指定地域密着型介護老人福祉施設は、あ

らかじめ、協力歯科医療機関を定めておく

よう努めなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、あ

らかじめ、協力歯科医療機関を定めておく

よう努めなければならない。

第173条～第175条 略 第173条～第175条 略

(記録の整備) (記録の整備)

第176条 指定地域密着型介護老人福祉施設

は、従業者、設備及び会計に関する諸記録

を整備しておかなければならない。

第176条 指定地域密着型介護老人福祉施設

は、従業者、設備及び会計に関する諸記録

を整備しておかなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入

所者に対する指定地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護の提供に関する次

の各号に掲げる記録を整備し、その完結の

日から5年間保存しなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入

所者に対する指定地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護の提供に関する次

の各号に掲げる記録を整備し、その完結の

日から5年間保存しなければならない。

(1) 略 (1) 略

(2) 第155条第2項の規定による提供した

具体的なサービスの内容等の記録

(2) 第155条第2項に規定する提供した具

体的なサービスの内容等の記録

(3) 第157条第5項の規定による身体的拘

束等の態様及び時間、その際の入所者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理

由の記録

(3) 第157条第5項に規定する身体的拘束

等の態様及び時間、その際の入所者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由

の記録

(4) 次条において準用する第28条の規定

による市への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第28条に規定

する市への通知に係る記録

(5) 次条において準用する第38条第2項

の規定による苦情の内容等の記録

(5) 次条において準用する第38条第2項

に規定する苦情の内容等の記録

(6) 前条第3項の規定による事故の状況

及び事故に際して採った処置について

の記録

(6) 前条第3項に規定する事故の状況及

び事故に際して採った処置についての

記録

(7) 略 (7) 略

(準用) (準用)

第177条 第9条、第10条、第12条、第13条、

第22条、第28条、第32条の2、第34条、第

36条、第38条、第40条の2、第41条、第59条

第177条 第9条、第10条、第12条、第13条、

第22条、第28条、第32条の2、第34条、第

36条、第38条、第40条の2、第41条、第59条
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の11、第59条の15、第59条の17第1項から第

4項まで及び第106条の2の規定は、指定地

域密着型介護老人福祉施設について準用

する。この場合において、第9条第1項中

「第31条に規定する運営規程」とあるの

は「第168条に規定する重要事項に関する

規程」と、同項、第32条の2第2項、第34条

第1項並びに第40条の2第1号及び第3号中

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者」とあるのは「従業者」と、第13条第1項

中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の提供の開始に際し、」とあるのは「入

所の際に」と、同条第2項中「指定居宅介護

支援が利用者に対して行われていない等

の場合であって必要と認めるときは、要介

護認定」とあるのは「要介護認定」と、第

59条の11第2項中「この節」とあるのは「第

8章第4節」と、第59条の17第1項中「地域密

着型通所介護について知見を有する者」と

あるのは「地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護について知見を有する者」

と、「6月」とあるのは「2月」と読み替え

るものとする。

の11、第59条の15及び第59条の17第1項か

ら第4項までの規定は、指定地域密着型介

護老人福祉施設について準用する。この場

合において、第9条第1項中「第31条に規定

する運営規程」とあるのは「第168条に規定

する重要事項に関する規程」と、同項、第

32条の2第2項、第34条第1項並びに第40条

の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応

型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業

者」と、第13条第1項中「指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護の提供の開始に際

し、」とあるのは「入所の際に」と、同条

第2項中「指定居宅介護支援が利用者に対

して行われていない等の場合であって必

要と認めるときは、要介護認定」とあるの

は「要介護認定」と、第59条の11第2項中「こ

の節」とあるのは「第8章第4節」と、第59

条の17第1項中「地域密着型通所介護につ

いて知見を有する者」とあるのは「地域密

着型介護老人福祉施設入所者生活介護に

ついて知見を有する者」と、「6月」とある

のは「2月」と読み替えるものとする。

第5節 ユニット型指定地域密着型

介護老人福祉施設の基本方

針並びに設備及び運営に関

する基準

第5節 ユニット型指定地域密着型

介護老人福祉施設の基本方

針並びに設備及び運営に関

する基準

第1款 この節の趣旨及び基本方

針

第1款 この節の趣旨及び基本方

針

第178条・第179条 略 第178条・第179条 略

第2款 設備に関する基準 第2款 設備に関する基準

第180条 略 第180条 略

第3款 運営に関する基準 第3款 運営に関する基準

第181条～第186条 略 第181条～第186条 略

(勤務体制の確保等) (勤務体制の確保等)

第187条 ユニット型指定地域密着型介護老

人福祉施設は、入居者に対し、適切な指定

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

介護を提供することができるよう、従業者

の勤務の体制を定めておかなければなら

ない。

第187条 ユニット型指定地域密着型介護老

人福祉施設は、入居者に対し、適切な指定

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

介護を提供することができるよう、従業者

の勤務の体制を定めておかなければなら

ない。

2～4 略 2～4 略

5 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉

施設の管理者は、ユニット型施設の管理等
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に係る研修を受講するよう努めなければ

ならない。

6 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉

施設は、適切な指定地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護の提供を確保する

観点から、職場において行われる性的な言

動又は優越的な関係を背景とした言動で

あって業務上必要かつ相当な範囲を超え

たものにより従業者の就業環境が害され

ることを防止するための方針の明確化等

の必要な措置を講じなければならない。

5 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉

施設は、適切な指定地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護の提供を確保する

観点から、職場において行われる性的な言

動又は優越的な関係を背景とした言動で

あって業務上必要かつ相当な範囲を超え

たものにより従業者の就業環境が害され

ることを防止するための方針の明確化等

の必要な措置を講じなければならない。

第188条 略 第188条 略

(準用) (準用)

第189条 第9条、第10条、第12条、第13条、

第22条、第28条、第32条の2、第34条、第

36条、第38条、第40条の2、第41条、第59条

の11、第59条の15、第59条の17第1項から第

4項まで、第106条の2、第153条から第155条

まで、第158条、第161条、第163条から第

167条まで及び第171条から第176条までの

規定は、ユニット型指定地域密着型介護老

人福祉施設について準用する。この場合に

おいて、第9条第1項中「第31条に規定する

運営規程」とあるのは「第186条に規定する

重要事項に関する規程」と、同項、第32条

の2第2項、第34条第1項並びに第40条の2第

1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪

問介護看護従業者」とあるのは「従業者」

と、第13条第1項中「指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」

とあるのは「入居の際に」と、同条第2項中

「指定居宅介護支援が利用者に対して行

われていない等の場合であって必要と認

めるときは、要介護認定」とあるのは「要

介護認定」と、第59条の11第2項中「この節」

とあるのは「第8章第5節」と、第59条の17

第1項中「地域密着型通所介護について知

見を有する者」とあるのは「地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護について

知見を有する者」と、「6月」とあるのは

「2月」と、第167条中「第158条」とあるの

は「第189条において準用する第158条」と、

同条第5号中「第157条第5項」とあるのは

「第182条第7項」と、同条第6号中「第177

条」とあるのは「第189条」と、同条第7号中

第189条 第9条、第10条、第12条、第13条、

第22条、第28条、第32条の2、第34条、第

36条、第38条、第40条の2、第41条、第59条

の11、第59条の15、第59条の17第1項から第

4項まで、第153条から第155条まで、第158条、

第161条、第163条から第167条まで及び第

171条から第176条までの規定は、ユニット

型指定地域密着型介護老人福祉施設につ

いて準用する。この場合において、第9条第

1項中「第31条に規定する運営規程」とある

のは「第186条に規定する重要事項に関す

る規程」と、同項、第32条の2第2項、第34条

第1項並びに第40条の2第1号及び第3号中

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者」とあるのは「従業者」と、第13条第1項

中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の提供の開始に際し、」とあるのは「入

居の際に」と、同条第2項中「指定居宅介護

支援が利用者に対して行われていない等

の場合であって必要と認めるときは、要介

護認定」とあるのは「要介護認定」と、第

59条の11第2項中「この節」とあるのは「第

8章第5節」と、第59条の17第1項中「地域密

着型通所介護について知見を有する者」と

あるのは「地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護について知見を有する者」

と、「6月」とあるのは「2月」と、第167条

中「第158条」とあるのは「第189条におい

て準用する第158条」と、同条第5号中「第

157条第5項」とあるのは「第182条第7項」

と、同条第6号中「第177条」とあるのは「第

189条」と、同条第7号中「第175条第3項」
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「第175条第3項」とあるのは「第189条にお

いて準用する第175条第3項」と、第176条第

2項第2号中「第155条第2項」とあるのは「第

189条において準用する第155条第2項」と、

同項第3号中「第157条第5項」とあるのは

「第182条第7項」と、同項第4号及び第5号

中「次条」とあるのは「第189条」と、同項

第6号中「前条第3項」とあるのは「第189条

において準用する前条第3項」と読み替え

るものとする。

とあるのは「第189条において準用する第

175条第3項」と、第176条第2項第2号中「第

155条第2項」とあるのは「第189条において

準用する第155条第2項」と、同項第3号中

「第157条第5項」とあるのは「第182条第7

項」と、同項第4号及び第5号中「次条」と

あるのは「第189条」と、同項第6号中「前

条第3項」とあるのは「第189条において準

用する前条第3項」と読み替えるものとす

る。

第9章 看護小規模多機能型居宅介護 第9章 看護小規模多機能型居宅介護

第1節 基本方針 第1節 基本方針

(基本方針) (基本方針)

第190条 指定地域密着型サービスに該当す

る複合型サービス(法第8条第23項第1号に

規定するものに限る。以下この章において

「指定看護小規模多機能型居宅介護」とい

う。)の事業は、指定居宅サービス等基準第

59条に規定する訪問看護の基本方針及び

第81条に規定する小規模多機能型居宅介

護の基本方針を踏まえて行うものでなけ

ればならない。

第190条 指定地域密着型サービスに該当す

る複合型サービス(施行規則第17条の10に

規定する看護小規模多機能型居宅介護に

限る。以下この章において「指定看護小規

模多機能型居宅介護」という。)の事業は、

指定居宅サービス等基準第59条に規定す

る訪問看護の基本方針及び第81条に規定

する小規模多機能型居宅介護の基本方針

を踏まえて行うものでなければならない。

第2節 人員に関する基準 第2節 人員に関する基準

(従業者の員数等) (従業者の員数等)

第191条 指定看護小規模多機能型居宅介護

の事業を行う者(以下「指定看護小規模多

機能型居宅介護事業者」という。)が当該事

業を行う事業所(以下「指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所」という。)ごとに置

くべき指定看護小規模多機能型居宅介護

の提供に当たる従業者(以下「看護小規模

多機能型居宅介護従業者」という。)の員数

は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に

指定看護小規模多機能型居宅介護の提供

に当たる看護小規模多機能型居宅介護従

業者については、常勤換算方法で、通いサ

ービス(登録者(指定看護小規模多機能型

居宅介護を利用するために指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所に登録を受け

た者をいう。以下同じ。)を指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所に通わせて行う

指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。

以下同じ。)の提供に当たる者をその利用

者の数が3又はその端数を増すごとに1以

第191条 指定看護小規模多機能型居宅介護

の事業を行う者(以下「指定看護小規模多

機能型居宅介護事業者」という。)が当該事

業を行う事業所(以下「指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所」という。)ごとに置

くべき指定看護小規模多機能型居宅介護

の提供に当たる従業者(以下「看護小規模

多機能型居宅介護従業者」という。)の員数

は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に

指定看護小規模多機能型居宅介護の提供

に当たる看護小規模多機能型居宅介護従

業者については、常勤換算方法で、通いサ

ービス(登録者(指定看護小規模多機能型

居宅介護を利用するために指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所に登録を受け

た者をいう。以下同じ。)を指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所に通わせて行う

指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。

以下同じ。)の提供に当たる者をその利用

者の数が3又はその端数を増すごとに1以
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上及び訪問サービス(看護小規模多機能型

居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、

当該居宅において行う指定看護小規模多

機能型居宅介護(第82条第7項に規定する

本体事業所である指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所にあっては当該本体事

業所に係るサテライト型指定小規模多機

能型居宅介護事業所及び指定地域密着型

介護予防サービス基準条例第44条第7項に

規定するサテライト型指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業所(第6項におい

て「サテライト型指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所」という。)の登録者、

第8項に規定する本体事業所である指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所にあっ

ては、当該本体事業所に係る同項に規定す

るサテライト型指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所の登録者並びに同項に規

定するサテライト型指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所にあっては、当該サテ

ライト型指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所に係る同項に規定する本体事業

所、当該本体事業所に係る他の同項に規定

するサテライト型指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所及び当該本体事業所に

係る第82条第7項に規定するサテライト型

指定小規模多機能型居宅介護事業所の登

録者の居宅において行う指定看護小規模

多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下こ

の章において同じ。)の提供に当たる者を2

以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて

指定看護小規模多機能型居宅介護の提供

に当たる看護小規模多機能型居宅介護従

業者については、夜間及び深夜の勤務(夜

間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直

勤務を除く。)をいう。第6項において同

じ。)に当たる者を1以上及び宿直勤務に当

たる者を当該宿直勤務に必要な数以上と

する。

上及び訪問サービス(看護小規模多機能型

居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、

当該居宅において行う指定看護小規模多

機能型居宅介護(第82条第7項に規定する

本体事業所である指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所にあっては当該本体事

業所に係るサテライト型指定小規模多機

能型居宅介護事業所及び指定地域密着型

介護予防サービス基準条例第44条第7項に

規定するサテライト型指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業所(第6項におい

て「サテライト型指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所」という。)の登録者、

第8項に規定する本体事業所である指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所にあっ

ては、当該本体事業所に係る同項に規定す

るサテライト型指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所の登録者並びに同項に規

定するサテライト型指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所にあっては、当該サテ

ライト型指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所に係る同項に規定する本体事業

所、当該本体事業所に係る他の同項に規定

するサテライト型指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所及び当該本体事業所に

係る第82条第7項に規定するサテライト型

指定小規模多機能型居宅介護事業所の登

録者の居宅において行う指定看護小規模

多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下こ

の章において同じ。)の提供に当たる者を2

以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて

指定看護小規模多機能型居宅介護の提供

に当たる看護小規模多機能型居宅介護従

業者については、夜間及び深夜の勤務(夜

間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直

勤務を除く。)をいう。第6項において同

じ。)に当たる者を1以上及び宿直勤務に当

たる者を当該宿直勤務に必要な数以上と

する。

2～6 略 2～6 略

7 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

に次の各号のいずれかに掲げる施設等が

併設されている場合において、前各項に定

める人員に関する基準を満たす看護小規

模多機能型居宅介護従業者を置くほか、当

7 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

に次の各号のいずれかに掲げる施設等が

併設されている場合において、前各項に定

める人員に関する基準を満たす看護小規

模多機能型居宅介護従業者を置くほか、当

159 



該各号に掲げる施設等の人員に関する基

準を満たす従業者を置いているときは、当

該看護小規模多機能型居宅介護従業者は、

当該各号に掲げる施設等の職務に従事す

ることができる。

該各号に掲げる施設等の人員に関する基

準を満たす従業者を置いているときは、当

該看護小規模多機能型居宅介護従業者は、

当該各号に掲げる施設等の職務に従事す

ることができる。

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略

(4) 指定介護療養型医療施設(医療法第7

条第2項第4号に規定する療養病床を有

する診療所であるものに限る。)

(4) 介護医療院 (5) 介護医療院

8～14 略 8～14 略

(管理者) (管理者)

第192条 指定看護小規模多機能型居宅介護

事業者は、指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所ごとに専らその職務に従事する

常勤の管理者を置かなければならない。た

だし、当該管理者は、指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所の管理上支障がない

場合は、当該指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所の他の職務に従事し、又は他の

事業所、施設等の職務に従事することがで

きるものとする。

第192条 指定看護小規模多機能型居宅介護

事業者は、指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所ごとに専らその職務に従事する

常勤の管理者を置かなければならない。た

だし、当該管理者は、指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所の管理上支障がない

場合は、当該指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所の他の職務に従事し、又は同一

敷地内にある他の事業所、施設等若しくは

当該指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所に併設する前条第7項各号に掲げる施

設等の職務に従事することができるもの

とする。

2・3 略 2・3 略

第193条 略 第193条 略

第3節 設備に関する基準 第3節 設備に関する基準

第194条・第195条 略 第194条・第195条 略

第4節 運営に関する基準 第4節 運営に関する基準

第196条 略 第196条 略

(指定看護小規模多機能型居宅介護の具体

的取扱方針)

(指定看護小規模多機能型居宅介護の具体

的取扱方針)

第197条 指定看護小規模多機能型居宅介護

の方針は、次に掲げるところによるものと

する。

第197条 指定看護小規模多機能型居宅介護

の方針は、次に掲げるところによるものと

する。

(1) 指定看護小規模多機能型居宅介護

は、利用者が住み慣れた地域での生活を

継続することができるよう、利用者の病

状、心身の状況、希望及びその置かれて

いる環境を踏まえて、通いサービス、訪

問サービス及び宿泊サービスを柔軟に

組み合わせることにより、当該利用者の

(1) 指定看護小規模多機能型居宅介護

は、利用者が住み慣れた地域での生活を

継続することができるよう、利用者の病

状、心身の状況、希望及びその置かれて

いる環境を踏まえて、通いサービス、訪

問サービス及び宿泊サービスを柔軟に

組み合わせることにより、療養上の管理
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居宅において、又はサービスの拠点に通

わせ、若しくは短期間宿泊させ、日常生

活上の世話及び機能訓練並びに療養上

の世話又は必要な診療の補助を妥当適

切に行うものとする。

の下で妥当適切に行うものとする。

(2)～(6) 略 (2)～(6) 略

(7) 指定看護小規模多機能型居宅介護事

業者は、身体的拘束等の適正化を図るた

め、次に掲げる措置を講じなければなら

ない。

ア 身体的拘束等の適正化のための対策

を検討する委員会(テレビ電話装置等

を活用して行うことができるものとす

る。)を3月に1回以上開催するととも

に、その結果について、看護小規模多

機能型居宅介護従業者に周知徹底を図

ること。

イ 身体的拘束等の適正化のための指針

を整備すること。

ウ 看護小規模多機能型居宅介護従業者

に対し、身体的拘束等の適正化のため

の研修を定期的に実施すること。

(8) 指定看護小規模多機能型居宅介護

は、通いサービスの利用者が登録定員に

比べて著しく少ない状態が続くもので

あってはならない。

(7) 指定看護小規模多機能型居宅介護

は、通いサービスの利用者が登録定員に

比べて著しく少ない状態が続くもので

あってはならない。

(9) 指定看護小規模多機能型居宅介護事

業者は、登録者が通いサービスを利用し

ていない日においては、可能な限り、訪

問サービスの提供、電話連絡による見守

り等を行う等登録者の居宅における生

活を支えるために適切なサービスを提

供しなければならない。

(8) 指定看護小規模多機能型居宅介護事

業者は、登録者が通いサービスを利用し

ていない日においては、可能な限り、訪

問サービスの提供、電話連絡による見守

り等を行う等登録者の居宅における生

活を支えるために適切なサービスを提

供しなければならない。

(10) 看護サービス(指定看護小規模多機

能型居宅介護のうち、保健師、看護師、

准看護師、理学療法士、作業療法士又は

言語聴覚士(以下この章において「看護

師等」という。)が利用者に対して行う療

養上の世話又は必要な診療の補助であ

るものをいう。以下この章において同

じ。)の提供に当たっては、主治の医師と

の密接な連携により、及び第199条第1項

に規定する看護小規模多機能型居宅介

護計画に基づき、利用者の心身の機能の

(9) 看護サービス(指定看護小規模多機

能型居宅介護のうち、保健師、看護師、

准看護師、理学療法士、作業療法士又は

言語聴覚士(以下この章において「看護

師等」という。)が利用者に対して行う療

養上の世話又は必要な診療の補助であ

るものをいう。以下この章において同

じ。)の提供に当たっては、主治の医師と

の密接な連携により、及び第199条第1項

に規定する看護小規模多機能型居宅介

護計画に基づき、利用者の心身の機能の

161 



維持回復が図られるよう妥当適切に行

わなければならない。

維持回復が図られるよう妥当適切に行

わなければならない。

(11) 看護サービスの提供に当たっては、

医学の進歩に対応し、適切な看護技術を

もって、サービスの提供を行わなければ

ならない。

(10) 看護サービスの提供に当たっては、

医学の進歩に対応し、適切な看護技術を

もって、サービスの提供を行わなければ

ならない。

(12) 特殊な看護等については、これを行

ってはならない。

(11) 特殊な看護等については、これを行

ってはならない。

第198条～第200条 略 第198条～第200条 略

(記録の整備) (記録の整備)

第201条 指定看護小規模多機能型居宅介護

事業者は、従業者、設備、備品及び会計に

関する諸記録を整備しておかなければな

らない。

第201条 指定看護小規模多機能型居宅介護

事業者は、従業者、設備、備品及び会計に

関する諸記録を整備しておかなければな

らない。

2 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者

は、利用者に対する指定看護小規模多機能

型居宅介護の提供に関する次の各号に掲

げる記録を整備し、その完結の日から5年

間保存しなければならない。

2 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者

は、利用者に対する指定看護小規模多機能

型居宅介護の提供に関する次の各号に掲

げる記録を整備し、その完結の日から5年

間保存しなければならない。

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略

(3) 第197条第6号の規定による身体的拘

束等の態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理

由の記録

(3) 第197条第6号に規定する身体的拘束

等の態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由

の記録

(4)・(5) 略 (4)・(5) 略

(6) 次条において準用する第20条第2項

の規定による提供した具体的なサービ

スの内容等の記録

(6) 次条において準用する第20条第2項

に規定する提供した具体的なサービス

の内容等の記録

(7) 次条において準用する第28条の規定

による市への通知に係る記録

(7) 次条において準用する第28条に規定

する市への通知に係る記録

(8) 次条において準用する第38条第2項

の規定による苦情の内容等の記録

(8) 次条において準用する第38条第2項

に規定する苦情の内容等の記録

(9) 次条において準用する第40条第2項

の規定による事故の状況及び事故に際

して採った処置についての記録

(9) 次条において準用する第40条第2項

に規定する事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録

(10) 略 (10) 略

(準用) (準用)

第202条 第9条から第13条まで、第20条、第

22条、第28条、第32条の2、第34条から第

38条まで、第40条から第41条まで、第59条

の11、第59条の13、第59条の15から第59条

の17まで、第87条から第90条まで、第93条

から第95条まで、第97条、第98条、第100条、

第202条 第9条から第13条まで、第20条、第

22条、第28条、第32条の2、第34条から第

38条まで、第40条から第41条まで、第59条

の11、第59条の13、第59条の15から第59条

の17まで、第87条から第90条まで、第93条

から第95条まで、第97条、第98条、第100条、
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第101条、第103条、第104条、第106条及び

第106条の2の規定は、指定看護小規模多機

能型居宅介護の事業について準用する。こ

の場合において、第9条第1項中「第31条に

規定する運営規程」とあるのは「第202条

において準用する第100条に規定する重要

事項に関する規程」と、同項、第32条の2第

2項、第34条第1項並びに第40条の2第1号及

び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護

看護従業者」とあるのは「看護小規模多機

能型居宅介護従業者」と、第59条の11第2項

中「この節」とあるのは「第9章第4節」と、

第59条の13第3項及び第4項並びに第59条

の16第2項第1号及び第3号中「地域密着型

通所介護従業者」とあるのは「看護小規模

多機能型居宅介護従業者」と、第59条の17

第1項中「地域密着型通所介護について知

見を有する者」とあるのは「看護小規模多

機能型居宅介護について知見を有する者」

と、「6月」とあるのは「2月」と、「活動

状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊

サービスの提供回数等の活動状況」と、第

87条中「第82条第12項」とあるのは「第191条

第13項」と、第89条及び第97条中「小規模

多機能型居宅介護従業者」とあるのは「看

護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第

106条中「第82条第6項」とあ る の は「 第

191条第7項各号」と読み替えるものとす

る。

第101条、第103条、第104条及び第106条の

規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護

の事業について準用する。この場合におい

て、第9条第1項中「第31条に規定する運営

規程」とあるのは「第202条において準用す

る第100条に規定する重要事項に関する規

程」と、同項、第32条の2第2項、第34条第

1項並びに第40条の2第1号及び第3号中「定

期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」

とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護

従業者」と、第59条の11第2項中「この節」

とあるのは「第9章第4節」と、第59条の13

第3項及び第4項並びに第59条の16第2項第

1号及び第3号中「地域密着型通所介護従業

者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅

介護従業者」と、第59条の17第1項中「地域

密着型通所介護について知見を有する者」

とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護

について知見を有する者」と、「6月」とあ

るのは「2月」と、「活動状況」とあるのは

「通いサービス及び宿泊サービスの提供

回数等の活動状況」と、第87条中「第82条

第12項」とあるのは「第191条第13項」と、

第89条及び第97条中「小規模多機能型居宅

介護従業者」とあるのは「看護小規模多機

能型居宅介護従業者」と、第106条中「第

82条第6項」とあるのは「第191条第7項各

号」と読み替えるものとする。

第10章 雑則 第10章 雑則

(電磁的記録等) (電磁的記録等)

第203条 指定地域密着型サービス事業者及

び指定地域密着型サービスの提供に当た

る者は、作成、保存その他これらに類する

もののうち、この条例の規定において書面

(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副

本、複本その他文字、図形等人の知覚によ

って認識することができる情報が記載さ

れた紙その他の有体物をいう。以下この条

において同じ。)で行うことが規定されて

いる又は想定されるもの(第12条第1項

(第59条、第59条の20、第59条の20の3、第

59条の38、第80条、第108条、第128条、第

149条、第177条、第189条及び第202条にお

いて準用する場合を含む。)、第115条第1

第203条 指定地域密着型サービス事業者及

び指定地域密着型サービスの提供に当た

る者は、作成、保存その他これらに類する

もののうち、この条例の規定において書面

(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副

本、複本その他文字、図形等人の知覚によ

って認識することができる情報が記載さ

れた紙その他の有体物をいう。以下この条

において同じ。)で行うことが規定されて

いる又は想定されるもの(第12条第1項

(第59条、第59条の20、第59条の20の3、第

59条の38、第80条、第108条、第128条、第

149条、第177条、第189条及び第202条にお

いて準用する場合を含む。)、第115条第1
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項、第136条第1項及び第155条第1項(第189

条において準用する場合を含む。)並びに

次項に規定するものを除く。)については、

書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録

により行うことができる。

項、第136条第1項及び第155条第1項(第189

条において準用する場合を含む。)並びに

次項に規定するものを除く。)については、

書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録

(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚

によっては認識することができない方式

で作られる記録であって、電子計算機によ

る情報処理の用に供されるものをいう。)

により行うことができる。

2 略 2 略
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議案第 39 号

伊勢市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について

伊勢市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並

びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように提

出する。

令和６年２月 19 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

記
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伊勢市条例第 号

伊勢市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例

伊勢市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並

びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準を定める条例（平成24年伊勢市条例第31号）の一部

を次のように改正する。

第６条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第９条第２項中「指定介護療養型医療施設（健康保険法等の一部を改正

する法律（平成18年法律第83号）附則第130条の２第１項の規定によりなお

その効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法第48条

第１項第３号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。第44条第６項に

おいて同じ。）」を「健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律

第83号）第26条の規定による改正前の法第48条第１項第３号に規定する指

定介護療養型医療施設」に、「同条第７項」を「第44条第７項」に改める。

第10条第１項中「同一敷地内にある他の本体事業所等」を「他の本体事

業所等」に改め、同項ただし書中「同一敷地内にある他の事業所」を「他

の事業所」に改める。

第11条第２項第２号中「磁気ディスク、CD-ROMその他これらに準ずる方

法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記

録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による

情報処理の用に供されるものをいう。第91条第１項において同じ。）に係

る記録媒体をいう。）」に改める。
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第32条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要

事項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重

要事項」に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項

をウェブサイトに掲載しなければならない。

第40条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項

第６号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」

に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定

による」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を

「の規定による」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の

１号を加える。

(3) 第42条第11号の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限す

る行為（以下「身体的拘束等」という。）の態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

第42条第14号中「第12号」を「第14号」に改め、同号を同条第16号とし、

同条中第13号を第15号とし、第10号から第12号までを２号ずつ繰り下げ、

第９号の次に次の２号を加える。

(10) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用

者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない

場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(11) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らない。

第44条第６項の表当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中

欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項中「、指定介護療

養型医療施設（医療法（昭和23年法律第205号）第７条第２項第４号に規定
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する療養病床を有する診療所であるものに限る。）」を削る。

第45条第１項ただし書中「当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業所に併設する前条第６項の表の当該指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中

欄に掲げる施設等の職務、同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第６条第１項に規定する

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。）の職務（当該指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に係る指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業者（同項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業者をいう。）が、指定夜間対応型訪問介護事業者（指定地域

密着型サービス基準条例第47条第１項に規定する指定夜間対応型訪問介護

事業者をいう。）、指定訪問介護事業者（指定居宅サービス等の事業の人

員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37号。以下「指定居

宅サービス等基準」という。）第５条第１項に規定する指定訪問介護事業

者をいう。）又は指定訪問看護事業者（指定居宅サービス等基準第60条第

１項に規定する指定訪問看護事業者をいう。）の指定を併せて受け、一体

的な運営を行っている場合には、これらの事業に係る職務を含む。）若し

くは法第115条の45第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（同

項第１号ニに規定する第１号介護予防支援事業を除く。）」を「他の事業

所、施設等の職務」に改める。

第53条第１項中「身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下

「身体的拘束等」という。）」を「身体的拘束等」に改め、同条に次の１

項を加える。

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正

化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話
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装置等を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回以上

開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周

知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研

修を定期的に実施すること。

第63条の次に次の１条を加える。

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資

する方策を検討するための委員会の設置）

第63条の２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定介

護予防小規模多機能型居宅介護事業所における業務の効率化、介護サー

ビスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、

当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の安全

並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討

するための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるもの

とする。）を定期的に開催しなければならない。

第64条第２項第３号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規定

による」に改める。

第72条第１項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは併設する

指定小規模多機能型居宅介護事業所」を削る。

第79条ただし書中「これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等

により」を削る。

第83条中第３項を第８項とし、第２項を第７項とし、第１項の次に次の

５項を加える。

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づ

き協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医
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療機関を定めるように努めなければならない。

(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対

応を行う体制を、常時確保していること。

(2) 当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求

めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、１年に１回以上、

協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認す

るとともに、協力医療機関の名称等を、当該指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者に係る指定を行った市町村長に届け出なければなら

ない。

４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び

感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）第６条

第17項に規定する第二種協定指定医療機関（次項において「第二種協定

指定医療機関」という。）との間で、新興感染症（同条第７項に規定す

る新型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規定する指定感染症又は

同条第９項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。）の発生時

等の対応を取り決めるように努めなければならない。

５ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第

二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療

機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなけれ

ばならない。

６ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療

機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退

院が可能となった場合においては、再び当該指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業所に速やかに入所させることができるように努めなけ

ればならない。
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第85条第２項第２号から第６号までの規定中の「に規定する」を「の規

定による」に改める。

第86条中「及び第61条」を「、第61条及び第63条の２」に改める。

第91条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による

情報処理の用に供されるものをいう。）」を削る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第11条第２項

第２号及び第91条第１項の改正規定は、公布の日から施行する。

（重要事項の掲示に係る経過措置）

２ この条例の施行の日から令和７年３月31日までの間は、この条例によ

る改正後の伊勢市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（以下「新条例」とい

う。）第32条第３項（新条例第65条及び第86条において準用する場合を

含む。）の規定は、適用しない。

（身体的拘束等の適正化に係る経過措置）

３ この条例の施行の日から令和７年３月31日までの間は、新条例第53条

第３項の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、

「講じるよう努めなければ」とする。

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資

する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置）

４ この条例の施行の日から令和９年３月31日までの間は、新条例第63条

の２（新条例第86条において準用する場合を含む。）の規定の適用につ

いては、新条例第63条の２中「しなければ」とあるのは、「するよう努
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めなければ」とする。

（説 明）

これは、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準等の一部を改正する省令及びデジタル社会の形成を図るための規

制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令に

よる指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並

びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準の一部改正に伴い、指定地域密着型介護予

防サービスの事業の人員等に関する基準を改めるため、条例を改正し

ようとするものである。
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（参考）

改正後 改正前

第1章 総則 第1章 総則

第1条～第3条 略 第1条～第3条 略

第2章 介護予防認知症対応型通所介

護

第2章 介護予防認知症対応型通所介

護

第1節 基本方針 第1節 基本方針

第4条 略 第4条 略

第2節 人員及び設備に関する基準 第2節 人員及び設備に関する基準

第1款 単独型指定介護予防認知

症対応型通所介護及び併

設型指定介護予防認知症

対応型通所介護

第1款 単独型指定介護予防認知

症対応型通所介護及び併

設型指定介護予防認知症

対応型通所介護

第5条 略 第5条 略

(管理者) (管理者)

第6条 単独型・併設型指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、単独型・併設型指

定介護予防認知症対応型通所介護事業所ご

とに専らその職務に従事する常勤の管理者

を置かなければならない。ただし、当該管

理者は、単独型・併設型指定介護予防認知

症対応型通所介護事業所の管理上支障がな

い場合は、当該単独型・併設型指定介護予

防認知症対応型通所介護事業所の他の職務

に従事し、又は他の事業所、施設等の職務

に従事することができるものとする。

第6条 単独型・併設型指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、単独型・併設型指

定介護予防認知症対応型通所介護事業所ご

とに専らその職務に従事する常勤の管理者

を置かなければならない。ただし、当該管

理者は、単独型・併設型指定介護予防認知

症対応型通所介護事業所の管理上支障がな

い場合は、当該単独型・併設型指定介護予

防認知症対応型通所介護事業所の他の職務

に従事し、又は同一敷地内にある他の事業

所、施設等の職務に従事することができる

ものとする。

2 略 2 略

第7条 略 第7条 略

第2款 共用型指定介護予防認知

症対応型通所介護

第2款 共用型指定介護予防認知

症対応型通所介護

第8条 略 第8条 略

(利用定員等) (利用定員等)

第9条 共用型指定介護予防認知症対応型通

所介護事業所の利用定員(当該共用型指定

介護予防認知症対応型通所介護事業所にお

いて同時に共用型指定介護予防認知症対応

型通所介護の提供を受けることができる利

用者の数の上限をいう。)は、指定認知症対

応型共同生活介護事業所又は指定介護予防

認知症対応型共同生活介護事業所において

は共同生活住居(法第8条第20項又は法第8

条の2第15項に規定する共同生活を営むべ

第9条 共用型指定介護予防認知症対応型通

所介護事業所の利用定員(当該共用型指定

介護予防認知症対応型通所介護事業所にお

いて同時に共用型指定介護予防認知症対応

型通所介護の提供を受けることができる利

用者の数の上限をいう。)は、指定認知症対

応型共同生活介護事業所又は指定介護予防

認知症対応型共同生活介護事業所において

は共同生活住居(法第8条第20項又は法第8

条の2第15項に規定する共同生活を営むべ
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き住居をいう。)ごとに、指定地域密着型特

定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施

設(ユニット型指定地域密着型介護老人福

祉施設(指定地域密着型サービス基準条例

第178条に規定するユニット型指定地域密

着型介護老人福祉施設をいう。以下この項

において同じ。)を除く。)においては施設

ごとに1日当たり3人以下とし、ユニット型

指定地域密着型介護老人福祉施設において

は、ユニットごとに当該ユニット型指定地

域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と

当該共用型指定介護予防認知症対応型通所

介護の利用者の数の合計が1日当たり12人

以下となる数とする。

き住居をいう。)ごとに、指定地域密着型特

定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施

設(ユニット型指定地域密着型介護老人福

祉施設(指定地域密着型サービス基準条例

第178条に規定するユニット型指定地域密

着型介護老人福祉施設をいう。以下この項

において同じ。)を除く。)においては施設

ごとに1日当たり3人以下とし、ユニット型

指定地域密着型介護老人福祉施設において

は、ユニットごとに当該ユニット型指定地

域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と

当該共用型指定介護予防認知症対応型通所

介護の利用者の数の合計が1日当たり12人

以下となる数とする。

2 共用型指定介護予防認知症対応型通所介

護事業者は、指定居宅サービス(法第41条第

1項に規定する指定居宅サービスをいう。第

79条において同じ。)、指定地域密着型サー

ビス(法第42条の2第1項に規定する指定地

域密着型サービスをいう。第79条において

同じ。)、指定居宅介護支援(法第46条第1

項に規定する指定居宅介護支援をいう。)、

指定介護予防サービス(法第53条第1項に規

定する指定介護予防サービスをいう。第79

条において同じ。)、指定地域密着型介護予

防サービス若しくは指定介護予防支援(法

第58条第1項に規定する指定介護予防支援

をいう。)の事業又は介護保険施設(法第8

条第25項に規定する介護保険施設をいう。

第79条において同じ。)若しくは健康保険法

等の一部を改正する法律(平成18年法律第

83号)第26条の規定による改正前の法第48

条第1項第3号に規定する指定介護療養型医

療施設の運営(第44条第7項及び第71条第9

項において「指定居宅サービス事業等」と

いう。)について3年以上の経験を有する者

でなければならない。

2 共用型指定介護予防認知症対応型通所介

護事業者は、指定居宅サービス(法第41条第

1項に規定する指定居宅サービスをいう。第

79条において同じ。)、指定地域密着型サー

ビス(法第42条の2第1項に規定する指定地

域密着型サービスをいう。第79条において

同じ。)、指定居宅介護支援(法第46条第1

項に規定する指定居宅介護支援をいう。)、

指定介護予防サービス(法第53条第1項に規

定する指定介護予防サービスをいう。第79

条において同じ。)、指定地域密着型介護予

防サービス若しくは指定介護予防支援(法

第58条第1項に規定する指定介護予防支援

をいう。)の事業又は介護保険施設(法第8

条第25項に規定する介護保険施設をいう。

第79条において同じ。)若しくは指定介護療

養型医療施設(健康保険法等の一部を改正

する法律(平成18年法律第83号)附則第130

条の2第1項の規定によりなおその効力を有

するものとされた同法第26条の規定による

改正前の法第48条第1項第3号に規定する指

定介護療養型医療施設をいう。第44条第6

項において同じ。)の運営(同条第7項及び第

71条第9項において「指定居宅サービス事業

等」という。)について3年以上の経験を有

する者でなければならない。

(管理者) (管理者)

第10条 共用型指定介護予防認知症対応型通

所介護事業者は、共用型指定介護予防認知

症対応型通所介護事業所ごとに専らその職

務に従事する常勤の管理者を置かなければ

第10条 共用型指定介護予防認知症対応型通

所介護事業者は、共用型指定介護予防認知

症対応型通所介護事業所ごとに専らその職

務に従事する常勤の管理者を置かなければ
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ならない。ただし、当該管理者は、共用型

指定介護予防認知症対応型通所介護事業所

の管理上支障がない場合は、当該共用型指

定介護予防認知症対応型通所介護事業所の

他の職務に従事し、又は他の事業所、施設

等の職務に従事することができるものとす

る。なお、共用型指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所の管理上支障がない場合

は、当該共用型指定介護予防認知症対応型

通所介護事業所の他の職務に従事し、かつ、

他の本体事業所等の職務に従事することと

しても差し支えない。

ならない。ただし、当該管理者は、共用型

指定介護予防認知症対応型通所介護事業所

の管理上支障がない場合は、当該共用型指

定介護予防認知症対応型通所介護事業所の

他の職務に従事し、又は同一敷地内にある

他の事業所、施設等の職務に従事すること

ができるものとする。なお、共用型指定介

護予防認知症対応型通所介護事業所の管理

上支障がない場合は、当該共用型指定介護

予防認知症対応型通所介護事業所の他の職

務に従事し、かつ、同一敷地内にある他の

本体事業所等の職務に従事することとして

も差し支えない。

2 略 2 略

第3節 運営に関する基準 第3節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意) (内容及び手続の説明及び同意)

第11条 指定介護予防認知症対応型通所介護

事業者(単独型・併設型指定介護予防認知症

対応型通所介護事業者及び共用型指定介護

予防認知症対応型通所介護事業者をいう。

以下同じ。)は、指定介護予防認知症対応型

通所介護の提供の開始に際し、あらかじめ、

利用申込者又はその家族に対し、第27条に

規定する運営規程の概要、介護予防認知症

対応型通所介護従業者(第5条第1項又は第8

条第1項の従業者をいう。以下同じ。)の勤

務の体制その他の利用申込者のサービスの

選択に資すると認められる重要事項を記し

た文書を交付して説明を行い、当該提供の

開始について利用申込者の同意を得なけれ

ばならない。

第11条 指定介護予防認知症対応型通所介護

事業者(単独型・併設型指定介護予防認知症

対応型通所介護事業者及び共用型指定介護

予防認知症対応型通所介護事業者をいう。

以下同じ。)は、指定介護予防認知症対応型

通所介護の提供の開始に際し、あらかじめ、

利用申込者又はその家族に対し、第27条に

規定する運営規程の概要、介護予防認知症

対応型通所介護従業者(第5条第1項又は第8

条第1項の従業者をいう。以下同じ。)の勤

務の体制その他の利用申込者のサービスの

選択に資すると認められる重要事項を記し

た文書を交付して説明を行い、当該提供の

開始について利用申込者の同意を得なけれ

ばならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は、利用申込者又はその家族からの申出

があった場合には、前項の規定による文書

の交付に代えて、第5項で定めるところによ

り、当該利用申込者又はその家族の承諾を

得て、当該文書に記すべき重要事項を電子

情報処理組織を使用する方法その他の情報

通信の技術を利用する方法であって次に掲

げるもの(以下この条において「電磁的方

法」という。)により提供することができる。

この場合において、当該指定介護予防認知

症対応型通所介護事業者は、当該文書を交

付したものとみなす。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は、利用申込者又はその家族からの申出

があった場合には、前項の規定による文書

の交付に代えて、第5項で定めるところによ

り、当該利用申込者又はその家族の承諾を

得て、当該文書に記すべき重要事項を電子

情報処理組織を使用する方法その他の情報

通信の技術を利用する方法であって次に掲

げるもの(以下この条において「電磁的方

法」という。)により提供することができる。

この場合において、当該指定介護予防認知

症対応型通所介護事業者は、当該文書を交

付したものとみなす。

(1) 略 (1) 略
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(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作ら

れる記録であって、電子計算機による情

報処理の用に供されるものをいう。第91

条第1項において同じ。)に係る記録媒体

をいう。)をもって調製するファイルに前

項に規定する重要事項を記録したものを

交付する方法

(2) 磁気ディスク、CD―ROMその他これら

に準ずる方法により一定の事項を確実に

記録しておくことができる物をもって調

製するファイルに前項に規定する重要事

項を記録したものを交付する方法

3～6 略 3～6 略

第12条～第31条 略 第12条～第31条 略

(掲示) (掲示)

第32条 指定介護予防認知症対応型通所介護

事業者は、指定介護予防認知症対応型通所

介護事業所の見やすい場所に、運営規程の

概要、介護予防認知症対応型通所介護従業

者の勤務の体制その他の利用申込者のサー

ビスの選択に資すると認められる重要事項

(以下この条において単に「重要事項」とい

う。)を掲示しなければならない。

第32条 指定介護予防認知症対応型通所介護

事業者は、指定介護予防認知症対応型通所

介護事業所の見やすい場所に、運営規程の

概要、介護予防認知症対応型通所介護従業

者の勤務の体制その他の利用申込者のサー

ビスの選択に資すると認められる重要事項

を掲示しなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は、重要事項を記載した書面を当該指定

介護予防認知症対応型通所介護事業所に備

え付け、かつ、これをいつでも関係者に自

由に閲覧させることにより、前項の規定に

よる掲示に代えることができる。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は、前項に規定する事項を記載した書面

を当該指定介護予防認知症対応型通所介護

事業所に備え付け、かつ、これをいつでも

関係者に自由に閲覧させることにより、同

項の規定による掲示に代えることができ

る。

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は、原則として、重要事項をウェブサイ

トに掲載しなければならない。

第33条～第39条 略 第33条～第39条 略

(記録の整備) (記録の整備)

第40条 指定介護予防認知症対応型通所介護

事業者は、従業者、設備、備品及び会計に

関する諸記録を整備しておかなければなら

ない。

第40条 指定介護予防認知症対応型通所介護

事業者は、従業者、設備、備品及び会計に

関する諸記録を整備しておかなければなら

ない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は、利用者に対する指定介護予防認知症

対応型通所介護の提供に関する次の各号に

掲げる記録を整備し、その完結の日から5

年間保存しなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は、利用者に対する指定介護予防認知症

対応型通所介護の提供に関する次の各号に

掲げる記録を整備し、その完結の日から5

年間保存しなければならない。

(1) 略 (1) 略

(2) 第21条第2項の規定による提供した具

体的なサービスの内容等の記録

(2) 第21条第2項に規定する提供した具体

的なサービスの内容等の記録
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(3) 第42条第11号の規定による身体的拘

束その他利用者の行動を制限する行為

(以下「身体的拘束等」という。)の態様

及び時間、その際の利用者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 第24条の規定による市への通知に係

る記録

(3) 第24条に規定する市への通知に係る

記録

(5) 第36条第2項の規定による苦情の内容

等の記録

(4) 第36条第2項に規定する苦情の内容等

の記録

(6) 第37条第2項の規定による事故の状況

及び事故に際して採った処置についての

記録

(5) 第37条第2項に規定する事故の状況及

び事故に際して採った処置についての記

録

(7) 前条第2項に規定する報告、評価、要

望、助言等の記録

(6) 前条第2項に規定する報告、評価、要

望、助言等の記録

第4節 介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準

第4節 介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準

第41条 略 第41条 略

(指定介護予防認知症対応型通所介護の具

体的取扱方針)

(指定介護予防認知症対応型通所介護の具

体的取扱方針)

第42条 指定介護予防認知症対応型通所介護

の方針は、第4条に規定する基本方針及び前

条に規定する基本取扱方針に基づき、次に

掲げるところによるものとする。

第42条 指定介護予防認知症対応型通所介護

の方針は、第4条に規定する基本方針及び前

条に規定する基本取扱方針に基づき、次に

掲げるところによるものとする。

(1)～(9) 略 (1)～(9) 略

(10) 指定介護予防認知症対応型通所介護

の提供に当たっては、当該利用者又は他

の利用者等の生命又は身体を保護するた

め緊急やむを得ない場合を除き、身体的

拘束等を行ってはならない。

(11) 前号の身体的拘束等を行う場合に

は、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理

由を記録しなければならない。

(12) 指定介護予防認知症対応型通所介護

の提供に当たっては、介護技術の進歩に

対応し、適切な介護技術をもってサービ

スの提供を行うものとする。

(10) 指定介護予防認知症対応型通所介護

の提供に当たっては、介護技術の進歩に

対応し、適切な介護技術をもってサービ

スの提供を行うものとする。

(13) 介護予防認知症対応型通所介護従業

者は、介護予防認知症対応型通所介護計

画に基づくサービスの提供の開始時か

ら、当該介護予防認知症対応型通所介護

計画に記載したサービスの提供を行う期

間が終了するまでに、少なくとも1回は、

当該介護予防認知症対応型通所介護計画

(11) 介護予防認知症対応型通所介護従業

者は、介護予防認知症対応型通所介護計

画に基づくサービスの提供の開始時か

ら、当該介護予防認知症対応型通所介護

計画に記載したサービスの提供を行う期

間が終了するまでに、少なくとも1回は、

当該介護予防認知症対応型通所介護計画
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の実施状況の把握(以下この条において

「モニタリング」という。)を行うものと

する。

の実施状況の把握(以下この条において

「モニタリング」という。)を行うものと

する。

(14) 指定介護予防認知症対応型通所介護

事業所の管理者は、モニタリングの結果

を記録し、当該記録を当該サービスの提

供に係る介護予防サービス計画を作成し

た指定介護予防支援事業者に報告しなけ

ればならない。

(12) 指定介護予防認知症対応型通所介護

事業所の管理者は、モニタリングの結果

を記録し、当該記録を当該サービスの提

供に係る介護予防サービス計画を作成し

た指定介護予防支援事業者に報告しなけ

ればならない。

(15) 指定介護予防認知症対応型通所介護

事業所の管理者は、モニタリングの結果

を踏まえ、必要に応じて介護予防認知症

対応型通所介護計画の変更を行うものと

する。

(13) 指定介護予防認知症対応型通所介護

事業所の管理者は、モニタリングの結果

を踏まえ、必要に応じて介護予防認知症

対応型通所介護計画の変更を行うものと

する。

(16) 第1号から第14号までの規定は、前号

に規定する介護予防認知症対応型通所介

護計画の変更について準用する。

(14) 第1号から第12号までの規定は、前号

に規定する介護予防認知症対応型通所介

護計画の変更について準用する。

第3章 介護予防小規模多機能型居宅

介護

第3章 介護予防小規模多機能型居宅

介護

第1節 基本方針 第1節 基本方針

第43条 略 第43条 略

第2節 人員に関する基準 第2節 人員に関する基準

(従業者の員数等) (従業者の員数等)

第44条 指定介護予防小規模多機能型居宅介

護の事業を行う者(以下「指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業者」という。)が当

該事業を行う事業所(以下「指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業所」という。)

ごとに置くべき指定介護予防小規模多機能

型居宅介護の提供に当たる従業者(以下「介

護予防小規模多機能型居宅介護従業者」と

いう。)の員数は、夜間及び深夜の時間帯以

外の時間帯に指定介護予防小規模多機能型

居宅介護の提供に当たる介護予防小規模多

機能型居宅介護従業者については、常勤換

算方法で、通いサービス(登録者(指定介護

予防小規模多機能型居宅介護を利用するた

めに指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所に登録を受けた者をいう。以下この

章において同じ。)を指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所に通わせて行う介護

予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下

この章において同じ。)の提供に当たる者を

その利用者(当該指定介護予防小規模多機

第44条 指定介護予防小規模多機能型居宅介

護の事業を行う者(以下「指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業者」という。)が当

該事業を行う事業所(以下「指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業所」という。)

ごとに置くべき指定介護予防小規模多機能

型居宅介護の提供に当たる従業者(以下「介

護予防小規模多機能型居宅介護従業者」と

いう。)の員数は、夜間及び深夜の時間帯以

外の時間帯に指定介護予防小規模多機能型

居宅介護の提供に当たる介護予防小規模多

機能型居宅介護従業者については、常勤換

算方法で、通いサービス(登録者(指定介護

予防小規模多機能型居宅介護を利用するた

めに指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所に登録を受けた者をいう。以下この

章において同じ。)を指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所に通わせて行う介護

予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下

この章において同じ。)の提供に当たる者を

その利用者(当該指定介護予防小規模多機
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能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型

居宅介護事業者(指定地域密着型サービス

基準条例第82条第1項に規定する指定小規

模多機能型居宅介護事業者をいう。以下こ

の章において同じ。)の指定を併せて受け、

かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介

護の事業と指定小規模多機能型居宅介護

(指定地域密着型サービス基準条例第81条

に規定する指定小規模多機能型居宅介護を

いう。以下この章において同じ。)の事業と

が同一の事業所において一体的に運営され

ている場合にあっては、当該事業所におけ

る指定介護予防小規模多機能型居宅介護又

は指定小規模多機能型居宅介護の利用者。

以下この節及び次節において同じ。)の数が

3又はその端数を増すごとに1以上及び訪問

サービス(介護予防小規模多機能型居宅介

護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居

宅において行う介護予防小規模多機能型居

宅介護(第7項に規定する本体事業所である

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所にあっては当該本体事業所に係る同項に

規定するサテライト型指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅に

おいて行う指定介護予防小規模多機能型居

宅介護を、同項に規定するサテライト型指

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

にあっては当該サテライト型指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項

に規定する本体事業所及び当該本体事業所

に係る他の同項に規定するサテライト型指

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

の登録者の居宅において行う指定介護予防

小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。

以下この章において同じ。)の提供に当たる

者を1以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通

じて指定介護予防小規模多機能型居宅介護

の提供に当たる介護予防小規模多機能型居

宅介護従業者については、夜間及び深夜の

勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤

務(宿直勤務を除く。)をいう。第5項におい

て同じ。)に当たる者を1以上及び宿直勤務

に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上

とする。

能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型

居宅介護事業者(指定地域密着型サービス

基準条例第82条第1項に規定する指定小規

模多機能型居宅介護事業者をいう。以下こ

の章において同じ。)の指定を併せて受け、

かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介

護の事業と指定小規模多機能型居宅介護

(指定地域密着型サービス基準条例第81条

に規定する指定小規模多機能型居宅介護を

いう。以下この章において同じ。)の事業と

が同一の事業所において一体的に運営され

ている場合にあっては、当該事業所におけ

る指定介護予防小規模多機能型居宅介護又

は指定小規模多機能型居宅介護の利用者。

以下この節及び次節において同じ。)の数が

3又はその端数を増すごとに1以上及び訪問

サービス(介護予防小規模多機能型居宅介

護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居

宅において行う介護予防小規模多機能型居

宅介護(第7項に規定する本体事業所である

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所にあっては当該本体事業所に係る同項に

規定するサテライト型指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅に

おいて行う指定介護予防小規模多機能型居

宅介護を、同項に規定するサテライト型指

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

にあっては当該サテライト型指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項

に規定する本体事業所及び当該本体事業所

に係る他の同項に規定するサテライト型指

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

の登録者の居宅において行う指定介護予防

小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。

以下この章において同じ。)の提供に当たる

者を1以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通

じて指定介護予防小規模多機能型居宅介護

の提供に当たる介護予防小規模多機能型居

宅介護従業者については、夜間及び深夜の

勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤

務(宿直勤務を除く。)をいう。第5項におい

て同じ。)に当たる者を1以上及び宿直勤務

に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上

とする。

2～5 略 2～5 略
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6 次の表の左欄に掲げる場合において、前各

項に定める人員に関する基準を満たす介護

予防小規模多機能型居宅介護従業者を置く

ほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員に

関する基準を満たす従業者を置いていると

きは、同表の右欄に掲げる当該介護予防小

規模多機能型居宅介護従業者は、同表の中

欄に掲げる施設等の職務に従事することが

できる。

6 次の表の左欄に掲げる場合において、前各

項に定める人員に関する基準を満たす介護

予防小規模多機能型居宅介護従業者を置く

ほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員に

関する基準を満たす従業者を置いていると

きは、同表の右欄に掲げる当該介護予防小

規模多機能型居宅介護従業者は、同表の中

欄に掲げる施設等の職務に従事することが

できる。

7～13 略 7～13 略

(管理者) (管理者)

第45条 指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業者は、指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事

第45条 指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業者は、指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事

当該指定介護

予防小規模多

機能型居宅介

護事業所に中

欄に掲げる施

設等のいずれ

かが併設され

ている場合

指定認知症対

応型共同生活

介護事業所、

指定地域密着

型特定施設、

指定地域密着

型介護老人福

祉施設、指定

介護老人福祉

施設、介護老

人保健施設又

は介護医療院

介護職員

当該指定介護

予防小規模多

機能型居宅介

護事業所の同

一敷地内に中

欄に掲げる施

設等のいずれ

かがある場合

略 略

当該指定介護

予防小規模多

機能型居宅介

護事業所に中

欄に掲げる施

設等のいずれ

かが併設され

ている場合

指定認知症対

応型共同生活

介護事業所、

指定地域密着

型特定施設、

指定地域密着

型介護老人福

祉施設、指定

介護老人福祉

施設、介護老

人保健施設、

指定介護療養

型 医 療 施 設

(医療法(昭和

2 3 年 法 律 第

205号 )第 7条

第2項第4号に

規定する療養

病床を有する

診療所である

ものに限る。)

又は介護医療

院

介護職員

当該指定介護

予防小規模多

機能型居宅介

護事業所の同

一敷地内に中

欄に掲げる施

設等のいずれ

かがある場合

略 略
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する常勤の管理者を置かなければならな

い。ただし、当該管理者は、指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支

障がない場合は、当該指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事

し、又は他の事業所、施設等の職務に従事

することができるものとする。

する常勤の管理者を置かなければならな

い。ただし、当該管理者は、指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支

障がない場合は、当該指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事

し、又は当該指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所に併設する前条第6項の表

の当該指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれか

が併設されている場合の項の中欄に掲げる

施設等の職務、同一敷地内の指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地

域密着型サービス基準条例第6条第1項に規

定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所をいう。)の職務(当該指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に係

る指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者(同項に規定する指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業者をいう。)が、指

定夜間対応型訪問介護事業者(指定地域密

着型サービス基準条例第47条第1項に規定

する指定夜間対応型訪問介護事業者をい

う。)、指定訪問介護事業者(指定居宅サー

ビス等の事業の人員、設備及び運営に関す

る基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指

定居宅サービス等基準」という。)第5条第1

項に規定する指定訪問介護事業者をいう。)

又は指定訪問看護事業者(指定居宅サービ

ス等基準第60条第1項に規定する指定訪問

看護事業者をいう。)の指定を併せて受け、

一体的な運営を行っている場合には、これ

らの事業に係る職務を含む。)若しくは法第

115条の45第1項に規定する介護予防・日常

生活支援総合事業(同項第1号ニに規定する

第1号介護予防支援事業を除く。)に従事す

ることができるものとする。

2・3 略 2・3 略

第46条 略 第46条 略

第3節 設備に関する基準 第3節 設備に関する基準

第47条・第48条 略 第47条・第48条 略

第4節 運営に関する基準 第4節 運営に関する基準

第49条～第52条 略 第49条～第52条 略

(身体的拘束等の禁止) (身体的拘束等の禁止)

第53条 指定介護予防小規模多機能型居宅介 第53条 指定介護予防小規模多機能型居宅介
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護事業者は、指定介護予防小規模多機能型

居宅介護の提供に当たっては、当該利用者

又は他の利用者等の生命又は身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合を除き、身体

的拘束等を行ってはならない。

護事業者は、指定介護予防小規模多機能型

居宅介護の提供に当たっては、当該利用者

又は他の利用者等の生命又は身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合を除き、身体

的拘束その他利用者の行動を制限する行為

(以下「身体的拘束等」という。)を行って

はならない。

2 略 2 略

3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、

次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策

を検討する委員会(テレビ電話装置等を

活用して行うことができるものとする。)

を3月に1回以上開催するとともに、その

結果について、介護職員その他の従業者

に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針

を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体

的拘束等の適正化のための研修を定期的

に実施すること。

第54条～第63条 略 第54条～第63条 略

(利用者の安全並びに介護サービスの質の

確保及び職員の負担軽減に資する方策を検

討するための委員会の設置)

第63条の2 指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業者は、当該指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所における業務の効

率化、介護サービスの質の向上その他の生

産性の向上に資する取組の促進を図るた

め、当該指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所における利用者の安全並びに介

護サービスの質の確保及び職員の負担軽減

に資する方策を検討するための委員会(テ

レビ電話装置等を活用して行うことができ

るものとする。)を定期的に開催しなければ

ならない。

(記録の整備) (記録の整備)

第64条 指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業者は、従業者、設備、備品及び会計

に関する諸記録を整備しておかなければな

らない。

第64条 指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業者は、従業者、設備、備品及び会計

に関する諸記録を整備しておかなければな

らない。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事 2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事
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業者は、利用者に対する指定介護予防小規

模多機能型居宅介護の提供に関する次の各

号に掲げる記録を整備し、その完結の日か

ら5年間保存しなければならない。

業者は、利用者に対する指定介護予防小規

模多機能型居宅介護の提供に関する次の各

号に掲げる記録を整備し、その完結の日か

ら5年間保存しなければならない。

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略

(3) 次条において準用する第21条第2項の

規定による提供した具体的なサービスの

内容等の記録

(3) 次条において準用する第21条第2項に

規定する提供した具体的なサービスの内

容等の記録

(4) 第53条第2項の規定による身体的拘束

等の態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由の

記録

(4) 第53条第2項に規定する身体的拘束等

の態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由の記

録

(5) 次条において準用する第24条の規定

による市への通知に係る記録

(5) 次条において準用する第24条に規定

する市への通知に係る記録

(6) 次条において準用する第36条第2項の

規定による苦情の内容等の記録

(6) 次条において準用する第36条第2項に

規定する苦情の内容等の記録

(7) 次条において準用する第37条第2項の

規定による事故の状況及び事故に際して

採った処置についての記録

(7) 次条において準用する第37条第2項に

規定する事故の状況及び事故に際して採

った処置についての記録

(8) 略 (8) 略

第65条 略 第65条 略

第5節 介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準

第5節 介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準

第66条～第69条 略 第66条～第69条 略

第4章 介護予防認知症対応型共同生

活介護

第4章 介護予防認知症対応型共同生

活介護

第1節 基本方針 第1節 基本方針

第70条 略 第70条 略

第2節 人員に関する基準 第2節 人員に関する基準

第71条 略 第71条 略

(管理者) (管理者)

第72条 指定介護予防認知症対応型共同生活

介護事業者は、共同生活住居ごとに専らそ

の職務に従事する常勤の管理者を置かなけ

ればならない。ただし、当該管理者は、共

同生活住居の管理上支障がない場合は、当

該共同生活住居の他の職務に従事し、又は

他の事業所、施設等の職務に従事すること

ができるものとする。

第72条 指定介護予防認知症対応型共同生活

介護事業者は、共同生活住居ごとに専らそ

の職務に従事する常勤の管理者を置かなけ

ればならない。ただし、当該管理者は、共

同生活住居の管理上支障がない場合は、当

該共同生活住居の他の職務に従事し、又は

同一敷地内にある他の事業所、施設等若し

くは併設する指定小規模多機能型居宅介護

事業所の職務に従事することができるもの

とする。

2・3 略 2・3 略

第73条 略 第73条 略
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第3節 設備に関する基準 第3節 設備に関する基準

第74条 略 第74条 略

第4節 運営に関する基準 第4節 運営に関する基準

第75条～第78条 略 第75条～第78条 略

(管理者による管理) (管理者による管理)

第79条 共同生活住居の管理者は、同時に介

護保険施設、指定居宅サービス、指定地域

密着型サービス、指定介護予防サービス若

しくは地域密着型介護予防サービス(サテ

ライト型指定介護予防認知症対応型共同生

活介護事業所の場合は、本体事業所が提供

する指定介護予防認知症対応型共同生活介

護を除く。)の事業を行う事業所、病院、診

療所又は社会福祉施設を管理する者であっ

てはならない。ただし、当該共同生活住居

の管理上支障がない場合は、この限りでな

い。

第79条 共同生活住居の管理者は、同時に介

護保険施設、指定居宅サービス、指定地域

密着型サービス、指定介護予防サービス若

しくは地域密着型介護予防サービス(サテ

ライト型指定介護予防認知症対応型共同生

活介護事業所の場合は、本体事業所が提供

する指定介護予防認知症対応型共同生活介

護を除く。)の事業を行う事業所、病院、診

療所又は社会福祉施設を管理する者であっ

てはならない。ただし、これらの事業所、

施設等が同一敷地内にあること等により当

該共同生活住居の管理上支障がない場合

は、この限りでない。

第80条～第82条 略 第80条～第82条 略

(協力医療機関等) (協力医療機関等)

第83条 指定介護予防認知症対応型共同生活

介護事業者は、利用者の病状の急変等に備

えるため、あらかじめ、協力医療機関を定

めておかなければならない。

第83条 指定介護予防認知症対応型共同生活

介護事業者は、利用者の病状の急変等に備

えるため、あらかじめ、協力医療機関を定

めておかなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は、前項の規定に基づき協力医療機

関を定めるに当たっては、次に掲げる要件

を満たす協力医療機関を定めるように努め

なければならない。

(1) 利用者の病状が急変した場合等にお

いて医師又は看護職員が相談対応を行う

体制を、常時確保していること。

(2) 当該指定介護予防認知症対応型共同

生活介護事業者からの診療の求めがあっ

た場合において診療を行う体制を、常時

確保していること。

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は、1年に1回以上、協力医療機関と

の間で、利用者の病状が急変した場合等の

対応を確認するとともに、協力医療機関の

名称等を、当該指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者に係る指定を行った市

町村長に届け出なければならない。

4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護
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事業者は、感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律(平成10年法律

第114号)第6条第17項に規定する第二種協

定指定医療機関(次項において「第二種協定

指定医療機関」という。)との間で、新興感

染症(同条第7項に規定する新型インフルエ

ンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感

染症又は同条第9項に規定する新感染症を

いう。次項において同じ。)の発生時等の対

応を取り決めるように努めなければならな

い。

5 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は、協力医療機関が第二種協定指定

医療機関である場合においては、当該第二

種協定指定医療機関との間で、新興感染症

の発生時等の対応について協議を行わなけ

ればならない。

6 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は、利用者が協力医療機関その他の

医療機関に入院した後に、当該利用者の病

状が軽快し、退院が可能となった場合にお

いては、再び当該指定介護予防認知症対応

型共同生活介護事業所に速やかに入所させ

ることができるように努めなければならな

い。

7 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関

を定めておくよう努めなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関

を定めておくよう努めなければならない。

8 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は、サービスの提供体制の確保、夜

間における緊急時の対応等のため、介護老

人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療

院、病院等との間の連携及び支援の体制を

整えなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は、サービスの提供体制の確保、夜

間における緊急時の対応等のため、介護老

人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療

院、病院等との間の連携及び支援の体制を

整えなければならない。

第84条 略 第84条 略

(記録の整備) (記録の整備)

第85条 指定介護予防認知症対応型共同生活

介護事業者は、従業者、設備、備品及び会

計に関する諸記録を整備しておかなければ

ならない。

第85条 指定介護予防認知症対応型共同生活

介護事業者は、従業者、設備、備品及び会

計に関する諸記録を整備しておかなければ

ならない。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は、利用者に対する指定介護予防認

知症対応型共同生活介護の提供に関する次

の各号に掲げる記録を整備し、その完結の

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は、利用者に対する指定介護予防認

知症対応型共同生活介護の提供に関する次

の各号に掲げる記録を整備し、その完結の
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日から5年間保存しなければならない。 日から5年間保存しなければならない。

(1) 略 (1) 略

(2) 第76条第2項の規定による提供した具

体的なサービスの内容等の記録

(2) 第76条第2項に規定する提供した具体

的なサービスの内容等の記録

(3) 第78条第2項の規定による身体的拘束

等の態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由の

記録

(3) 第78条第2項に規定する身体的拘束等

の態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由の記

録

(4) 次条において準用する第24条の規定

による市への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第24条に規定

する市への通知に係る記録

(5) 次条において準用する第36条第2項の

規定による苦情の内容等の記録

(5) 次条において準用する第36条第2項に

規定する苦情の内容等の記録

(6) 次条において準用する第37条第2項の

規定による事故の状況及び事故に際して

採った処置についての記録

(6) 次条において準用する第37条第2項に

規定する事故の状況及び事故に際して採

った処置についての記録

(7) 略 (7) 略

(準用) (準用)

第86条 第11条、第12条、第14条、第15条、

第23条、第24条、第26条、第28条の2、第

30条から第34条まで、第36条から第39条ま

で(第37条第4項及び第39条第5項を除く。)、

第56条、第61条及び第63条の2の規定は、指

定介護予防認知症対応型共同生活介護の事

業について準用する。この場合において、

第11条第1項中「第27条に規定する運営規

程」とあるのは「第80条に規定する重要事

項に関する規程」と、同項、第28条の2第2

項、第31条第2項第1号及び第3号、第32条第

1項並びに第37条の2第1号及び第3号中「介

護予防認知症対応型通所介護従業者」とあ

るのは「介護従業者」と、第26条第2項中「こ

の節」とあるのは「第4章第4節」と、第39

条第1項中「介護予防認知症対応型通所介護

について知見を有する者」とあるのは「介

護予防認知症対応型共同生活介護について

知見を有する者」と、「6月」とあるのは「2

月」と、第56条中「介護予防小規模多機能

型居宅介護従業者」とあるのは「介護従業

者」と読み替えるものとする。

第86条 第11条、第12条、第14条、第15条、

第23条、第24条、第26条、第28条の2、第

30条から第34条まで、第36条から第39条ま

で(第37条第4項及び第39条第5項を除く。)、

第56条及び第61条の規定は、指定介護予防

認知症対応型共同生活介護の事業について

準用する。この場合において、第11条第1

項中「第27条に規定する運営規程」とある

のは「第80条に規定する重要事項に関する

規程」と、同項、第28条の2第2項、第31条

第2項第1号及び第3号、第32条第1項並びに

第37条の2第1号及び第3号中「介護予防認知

症対応型通所介護従業者」とあるのは「介

護従業者」と、第26条第2項中「この節」と

あるのは「第4章第4節」と、第39条第1項中

「介護予防認知症対応型通所介護について

知見を有する者」とあるのは「介護予防認

知症対応型共同生活介護について知見を有

する者」と、「6月」とあるのは「2月」と、

第56条中「介護予防小規模多機能型居宅介

護従業者」とあるのは「介護従業者」と読

み替えるものとする。

第5節 介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準

第5節 介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準

(指定介護予防認知症対応型共同生活介護

の基本取扱方針)

(指定介護予防認知症対応型共同生活介護

の基本取扱方針)

第87条～第90条 略 第87条～第90条 略
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第5章 雑則 第5章 雑則

(電磁的記録等) (電磁的記録等)

第91条 指定地域密着型介護予防サービス事

業者及び指定地域密着型介護予防サービス

の提供に当たる者は、作成、保存その他こ

れらに類するもののうち、この条例の規定

において書面(書面、書類、文書、謄本、抄

本、正本、副本、複本その他文字、図形等

人の知覚によって認識することができる情

報が記載された紙その他の有体物をいう。

以下この条において同じ。)で行うことが規

定されている又は想定されるもの(第14条

第1項(第65条及び第86条において準用する

場合を含む。)及び第76条第1項並びに次項

に規定するものを除く。)については、書面

に代えて、当該書面に係る電磁的記録によ

り行うことができる。

第91条 指定地域密着型介護予防サービス事

業者及び指定地域密着型介護予防サービス

の提供に当たる者は、作成、保存その他こ

れらに類するもののうち、この条例の規定

において書面(書面、書類、文書、謄本、抄

本、正本、副本、複本その他文字、図形等

人の知覚によって認識することができる情

報が記載された紙その他の有体物をいう。

以下この条において同じ。)で行うことが規

定されている又は想定されるもの(第14条

第1項(第65条及び第86条において準用する

場合を含む。)及び第76条第1項並びに次項

に規定するものを除く。)については、書面

に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子

的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作られ

る記録であって、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。)により行う

ことができる。

2 略 2 略
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議案第 40 号

伊勢市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

を定める条例の一部改正について

伊勢市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支

援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例を次のように提出する。

令和６年２月 19 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

記
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伊勢市条例第 号

伊勢市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例

伊勢市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支

援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条

例（平成27年伊勢市条例第14号）の一部を次のように改正する。

第５条中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センターの設置

者である指定介護予防支援事業者」に改め、「（以下「指定介護予防支援

事業所」という。）」を削り、同条に次の１項を加える。

２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、当該指定

に係る事業所ごとに１以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必

要な数の介護支援専門員を置かなければならない。

第６条第１項中「指定介護予防支援事業所」を「当該指定に係る事業所

（以下「指定介護予防支援事業所」という。）」に改め、同条第２項中「前

項に規定する」を「地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支

援事業者が前項の規定により置く」に改め、同条に次の２項を加える。

３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が第１項の規

定により置く管理者は、介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）

第140条の66第１号イ(3)に規定する主任介護支援専門員（以下この項に

おいて「主任介護支援専門員」という。）でなければならない。ただし、

主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由があ

る場合については、介護支援専門員（主任介護支援専門員を除く。）を

第１項に規定する管理者とすることができる。

４ 前項の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。た

だし、次に掲げる場合は、この限りでない。
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(1) 管理者がその管理する指定介護予防支援事業所の介護支援専門員の

職務に従事する場合

(2) 管理者が他の事業所の職務に従事する場合（その管理する指定介護

予防支援事業所の管理に支障がない場合に限る。）

第７条第２項中「あらかじめ」の次に「、利用者又はその家族に対し」

を加え、同条第３項中「担当職員」の次に「（指定居宅介護支援事業者で

ある指定介護予防支援事業者の場合にあっては、介護支援専門員。以下こ

の章及び次章において同じ。）」を加え、同条第４項第２号中「磁気ディ

スク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を

確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記録媒体（電磁的記録（電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない

方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供される

ものをいう。第37条第１項において同じ。）に係る記録媒体をいう。）」

に改める。

第13条に次の２項を加える。

２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項の利

用料のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居

宅を訪問して指定介護予防支援を行う場合には、それに要した交通費の

支払を利用者から受けることができる。

３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項に規

定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用

者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行

い、利用者の同意を得なければならない。

第14条中「前条」を「前条第１項」に改める。

第15条各号列記以外の部分中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括

支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者」に改め、同条第４
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号中「次章の規定」の次に「（第34条第29号の規定を除く。）」を加える。

第25条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要

事項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重

要事項」に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。

３ 指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに

掲載しなければならない。

第32条第２項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号

を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改

め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。

(3) 第34条第２号の３の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制

限する行為（同条第２号の２及び第２号の３において「身体的拘束等」

という。）の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急

やむを得ない理由の記録

第34条第２号の次に次の２号を加える。

(2)の２ 指定介護予防支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利

用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束等を行ってはならない。

(2)の３ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけれ

ばならない。

第34条第16号ア中「及びサービスの評価期間が終了する月並びに利用者

の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し」を削り、同

号中ウをオとし、同号イ中「月」の次に「（イただし書の規定によりテレ

ビ電話装置等を活用して利用者に面接する月を除く。）」を加え、同号イ

を同号エとし、同号アの次に次のように加える。
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イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行

うこと。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、サービス

の提供を開始する月の翌月から起算して３月ごとの期間（以下この

号において単に「期間」という。）について、少なくとも連続する

２期間に１回、利用者の居宅を訪問し、面接するときは、利用者の

居宅を訪問しない期間において、テレビ電話装置等を活用して、利

用者に面接することができる。

(ｱ) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書に

より利用者の同意を得ていること。

(ｲ) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治

の医師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。

ａ 利用者の心身の状況が安定していること。

ｂ 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことが

できること。

ｃ 担当職員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは

把握できない情報について、担当者から提供を受けること。

ウ サービスの評価期間が終了する月及び利用者の状況に著しい変化

があったときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。

第34条に次の１号を加える。

(29) 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、法第

115条の30の２第１項の規定により市長から情報の提供を求められた

場合には、その求めに応じなければならない。

第36条中「第13条」を「第13条第１項」に改める。

第37条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による

情報処理の用に供されるものをいう。）」を削る。
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附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第７条の改正

規定（同条第４項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他

これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができ

る物」を「電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その

他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であ

って、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第37条第

１項において同じ。）に係る記録媒体をいう。）」に改める部分に限る。）

及び第37条第１項の改正規定は、公布の日から施行する。

（重要事項の掲示に係る経過措置）

２ この条例の施行の日から令和７年３月31日までの間は、この条例によ

る改正後の伊勢市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準を定める条例第25条第３項（同条例第36条において準用する場合を含

む。）の規定は、適用しない。

（説 明）

これは、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準等の一部を改正する省令及びデジタル社会の形成を図るための規

制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令に

よる指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支

援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部

改正に伴い、指定介護予防支援等の事業の人員等に関する基準を改め

るため、条例を改正しようとするものである。
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（参考）

改正後 改正前

第1章 総則 第1章 総則

第1条～第3条 略 第1条～第3条 略

第2章 基本方針 第2章 基本方針

第4条 略 第4条 略

第3章 人員に関する基準 第3章 人員に関する基準

(従業者の員数) (従業者の員数)

第5条 地域包括支援センターの設置者であ

る指定介護予防支援事業者は、当該指定に

係る事業所ごとに1以上の員数の指定介護

予防支援の提供に当たる必要な数の保健師

その他の指定介護予防支援に関する知識を

有する職員(以下「担当職員」という。)を

置かなければならない。

第5条 指定介護予防支援事業者は、当該指定

に係る事業所(以下「指定介護予防支援事業

所」という。)ごとに1以上の員数の指定介

護予防支援の提供に当たる必要な数の保健

師その他の指定介護予防支援に関する知識

を有する職員(以下「担当職員」という。)

を置かなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者である指定介護

予防支援事業者は、当該指定に係る事業所

ごとに1以上の員数の指定介護予防支援の

提供に当たる必要な数の介護支援専門員を

置かなければならない。

(管理者) (管理者)

第6条 指定介護予防支援事業者は、当該指定

に係る事業所(以下「指定介護予防支援事業

所」という。)ごとに常勤の管理者を置かな

ければならない。

第6条 指定介護予防支援事業者は、指定介護

予防支援事業所ごとに常勤の管理者を置か

なければならない。

2 地域包括支援センターの設置者である指

定介護予防支援事業者が前項の規定により

置く管理者は、専らその職務に従事する者

でなければならない。ただし、指定介護予

防支援事業所の管理に支障がない場合は、

当該指定介護予防支援事業所の他の職務に

従事し、又は当該指定介護予防支援事業者

である地域包括支援センターの職務に従事

することができるものとする。

2 前項に規定する管理者は、専らその職務に

従事する者でなければならない。ただし、

指定介護予防支援事業所の管理に支障がな

い場合は、当該指定介護予防支援事業所の

他の職務に従事し、又は当該指定介護予防

支援事業者である地域包括支援センターの

職務に従事することができるものとする。

3 指定居宅介護支援事業者である指定介護

予防支援事業者が第1項の規定により置く

管理者は、介護保険法施行規則(平成11年厚

生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規

定する主任介護支援専門員(以下この項に

おいて「主任介護支援専門員」という。)で

なければならない。ただし、主任介護支援

専門員の確保が著しく困難である等やむを

得ない理由がある場合については、介護支

援専門員(主任介護支援専門員を除く。)を
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第1項に規定する管理者とすることができ

る。

4 前項の管理者は、専らその職務に従事する

者でなければならない。ただし、次に掲げ

る場合は、この限りでない。

(1) 管理者がその管理する指定介護予防

支援事業所の介護支援専門員の職務に従

事する場合

(2) 管理者が他の事業所の職務に従事す

る場合(その管理する指定介護予防支援

事業所の管理に支障がない場合に限る。)

第4章 運営に関する基準 第4章 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意) (内容及び手続の説明及び同意)

第7条 指定介護予防支援事業者は、指定介護

予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、

利用申込者又はその家族に対し、第20条に

規定する運営規程の概要その他の利用申込

者のサービスの選択に資すると認められる

重要事項を記した文書を交付して説明を行

い、当該提供の開始について利用申込者の

同意を得なければならない。

第7条 指定介護予防支援事業者は、指定介護

予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、

利用申込者又はその家族に対し、第20条に

規定する運営規程の概要その他の利用申込

者のサービスの選択に資すると認められる

重要事項を記した文書を交付して説明を行

い、当該提供の開始について利用申込者の

同意を得なければならない。

2 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防

支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利

用者又はその家族に対し、介護予防サービ

ス計画が第4条に規定する基本方針及び利

用者の希望に基づき作成されるものであ

り、利用者は複数の指定介護予防サービス

事業者等を紹介するよう求めることができ

ること等につき説明を行い、理解を得なけ

ればならない。

2 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防

支援の提供の開始に際し、あらかじめ、介

護予防サービス計画が第4条に規定する基

本方針及び利用者の希望に基づき作成され

るものであり、利用者は複数の指定介護予

防サービス事業者等を紹介するよう求める

ことができること等につき説明を行い、理

解を得なければならない。

3 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防

支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利

用者又はその家族に対し、利用者について、

病院又は診療所に入院する必要が生じた場

合には、担当職員(指定居宅介護支援事業者

である指定介護予防支援事業者の場合にあ

っては、介護支援専門員。以下この章及び

次章において同じ。)の氏名及び連絡先を当

該病院又は診療所に伝えるよう求めなけれ

ばならない。

3 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防

支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利

用者又はその家族に対し、利用者について、

病院又は診療所に入院する必要が生じた場

合には、担当職員の氏名及び連絡先を当該

病院又は診療所に伝えるよう求めなければ

ならない。

4 指定介護予防支援事業者は、利用申込者又

はその家族から申出があった場合には、第1

項の規定による文書の交付に代えて、第7

項で定めるところにより、当該利用申込者

4 指定介護予防支援事業者は、利用申込者又

はその家族から申出があった場合には、第1

項の規定による文書の交付に代えて、第7

項で定めるところにより、当該利用申込者
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又はその家族の承諾を得て、当該文書に記

すべき重要事項を電子情報処理組織を使用

する方法その他の情報通信の技術を使用す

る方法であって次に掲げるもの(以下この

条において「電磁的方法」という。)により

提供することができる。この場合において、

当該指定介護予防支援事業者は、当該文書

を交付したものとみなす。

又はその家族の承諾を得て、当該文書に記

すべき重要事項を電子情報処理組織を使用

する方法その他の情報通信の技術を使用す

る方法であって次に掲げるもの(以下この

条において「電磁的方法」という。)により

提供することができる。この場合において、

当該指定介護予防支援事業者は、当該文書

を交付したものとみなす。

(1) 略 (1) 略

(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作ら

れる記録であって、電子計算機による情

報処理の用に供されるものをいう。第37

条第1項において同じ。)に係る記録媒体

をいう。)をもって調製するファイルに第

1項に規定する重要事項を記録したもの

を交付する方法

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムそ

の他これらに準ずる方法により一定の事

項を確実に記録しておくことができる物

をもって調製するファイルに第1項に規

定する重要事項を記録したものを交付す

る方法

5～8 略 5～8 略

第8条～第12条 略 第8条～第12条 略

(利用料等の受領) (利用料等の受領)

第13条 指定介護予防支援事業者は、指定介

護予防支援(法第58条第4項の規定に基づき

介護予防サービス計画費が当該指定介護予

防支援事業者に支払われる場合に係るもの

を除く。)を提供した際にその利用者から支

払を受ける利用料(介護予防サービス計画

費の支給の対象となる費用に係る対価をい

う。以下同じ。)と、介護予防サービス計画

費の額との間に、不合理な差額が生じない

ようにしなければならない。

第13条 指定介護予防支援事業者は、指定介

護予防支援(法第58条第4項の規定に基づき

介護予防サービス計画費が当該指定介護予

防支援事業者に支払われる場合に係るもの

を除く。)を提供した際にその利用者から支

払を受ける利用料(介護予防サービス計画

費の支給の対象となる費用に係る対価をい

う。以下同じ。)と、介護予防サービス計画

費の額との間に、不合理な差額が生じない

ようにしなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者である指定介護

予防支援事業者は、前項の利用料のほか、

利用者の選定により通常の事業の実施地域

以外の地域の居宅を訪問して指定介護予防

支援を行う場合には、それに要した交通費

の支払を利用者から受けることができる。

3 指定居宅介護支援事業者である指定介護

予防支援事業者は、前項に規定する費用の

額に係るサービスの提供に当たっては、あ

らかじめ、利用者又はその家族に対し、当

該サービスの内容及び費用について説明を

行い、利用者の同意を得なければならない。

(保険給付の請求のための証明書の交付) (保険給付の請求のための証明書の交付)
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第14条 指定介護予防支援事業者は、提供し

た指定介護予防支援について前条第1項の

利用料の支払を受けた場合には、当該利用

料の額等を記載した指定介護予防支援提供

証明書を利用者に対して交付しなければな

らない。

第14条 指定介護予防支援事業者は、提供し

た指定介護予防支援について前条の利用料

の支払を受けた場合には、当該利用料の額

等を記載した指定介護予防支援提供証明書

を利用者に対して交付しなければならな

い。

(指定介護予防支援の業務の委託) (指定介護予防支援の業務の委託)

第15条 地域包括支援センターの設置者であ

る指定介護予防支援事業者は、法第115条の

23第3項の規定により指定介護予防支援の

一部を委託する場合には、次の各号に掲げ

る事項を遵守しなければならない。

第15条 指定介護予防支援事業者は、法第115

条の23第3項の規定により指定介護予防支

援の一部を委託する場合には、次の各号に

掲げる事項を遵守しなければならない。

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略

(4) 委託する指定居宅介護支援事業者に

対し、指定介護予防支援の業務を実施す

る介護支援専門員が、第4条、この章及び

次章の規定(第34条第29号の規定を除

く。)を遵守するよう措置させなければな

らないこと。

(4) 委託する指定居宅介護支援事業者に

対し、指定介護予防支援の業務を実施す

る介護支援専門員が、第4条、この章及び

次章の規定を遵守するよう措置させなけ

ればならないこと。

第16条～第24条の2 略 第16条～第24条の2 略

(掲示) (掲示)

第25条 指定介護予防支援事業者は、指定介

護予防支援事業所の見やすい場所に、運営

規程の概要、担当職員の勤務の体制その他

の利用申込者のサービスの選択に資すると

認められる重要事項(以下この条において

単に「重要事項」という。)を掲示しなけれ

ばならない。

第25条 指定介護予防支援事業者は、指定介

護予防支援事業所の見やすい場所に、運営

規程の概要、担当職員の勤務の体制その他

の利用申込者のサービスの選択に資すると

認められる重要事項を掲示しなければなら

ない。

2 指定介護予防支援事業者は、重要事項を記

載した書面を当該指定介護予防支援事業所

に備え付け、かつ、これをいつでも関係者

に自由に閲覧させることにより、前項の規

定による掲示に代えることができる。

2 指定介護予防支援事業者は、前項に規定す

る事項を記載した書面を当該指定介護予防

支援事業所に備え付け、かつ、これをいつ

でも関係者に自由に閲覧させることによ

り、同項の規定による掲示に代えることが

できる。

3 指定介護予防支援事業者は、原則として、

重要事項をウェブサイトに掲載しなければ

ならない。

第26条～第31条 略 第26条～第31条 略

(記録の整備) (記録の整備)

第32条 指定介護予防支援事業者は、従業者、

設備、備品及び会計に関する諸記録を整備

しておかなければならない。

第32条 指定介護予防支援事業者は、従業者、

設備、備品及び会計に関する諸記録を整備

しておかなければならない。

2 指定介護予防支援事業者は、利用者に対す

る指定介護予防支援の提供に関する次に掲

2 指定介護予防支援事業者は、利用者に対す

る指定介護予防支援の提供に関する次に掲
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げる記録を整備し、その完結の日から5年間

保存しなければならない。

げる記録を整備し、その完結の日から5年間

保存しなければならない。

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略

(3) 第34条第2号の3の規定による身体的

拘束その他利用者の行動を制限する行為

(同条第2号の2及び第2号の3において「身

体的拘束等」という。)の態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急

やむを得ない理由の記録

(4) 第18条の規定による市への通知に係

る記録

(3) 第18条に規定する市への通知に係る

記録

(5) 第29条第2項の規定による苦情の内容

等の記録

(4) 第29条第2項に規定する苦情の内容等

の記録

(6) 第30条第2項の規定による事故の状況

及び事故に際して採った処置についての

記録

(5) 第30条第2項に規定する事故の状況及

び事故に際して採った処置についての記

録

第5章 介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準

第5章 介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準

第33条 略 第33条 略

(指定介護予防支援の具体的取扱方針) (指定介護予防支援の具体的取扱方針)

第34条 指定介護予防支援の方針は、第4条に

規定する基本方針及び前条に規定する基本

取扱方針に基づき、次に掲げるところによ

るものとする。

第34条 指定介護予防支援の方針は、第4条に

規定する基本方針及び前条に規定する基本

取扱方針に基づき、次に掲げるところによ

るものとする。

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略

(2)の2 指定介護予防支援の提供に当たっ

ては、当該利用者又は他の利用者等の生

命又は身体を保護するため緊急やむを得

ない場合を除き、身体的拘束等を行って

はならない。

(2)の3 前号の身体的拘束等を行う場合に

は、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理

由を記録しなければならない。

(3)～(15) 略 (3)～(15) 略

(16) 担当職員は、第14号に規定する実施

状況の把握(以下「モニタリング」とい

う。)に当たっては、利用者及びその家族、

指定介護予防サービス事業者等との連絡

を継続的に行うこととし、特段の事情の

ない限り、次に定めるところにより行わ

なければならない。

(16) 担当職員は、第14号に規定する実施

状況の把握(以下「モニタリング」とい

う。)に当たっては、利用者及びその家族、

指定介護予防サービス事業者等との連絡

を継続的に行うこととし、特段の事情の

ない限り、次に定めるところにより行わ

なければならない。

ア 少なくともサービスの提供を開始す ア 少なくともサービスの提供を開始す
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る月の翌月から起算して3月に1回、利

用者に面接すること。

る月の翌月から起算して3月に1回及び

サービスの評価期間が終了する月並び

に利用者の状況に著しい変化があった

ときは、利用者の居宅を訪問し、利用

者に面接すること。

イ アの規定による面接は、利用者の居

宅を訪問することによって行うこと。

ただし、次のいずれにも該当する場合

であって、サービスの提供を開始する

月の翌月から起算して3月ごとの期間

(以下この号において単に「期間」とい

う。)について、少なくとも連続する2

期間に1回、利用者の居宅を訪問し、面

接するときは、利用者の居宅を訪問し

ない期間において、テレビ電話装置等

を活用して、利用者に面接することが

できる。

(ｱ) テレビ電話装置等を活用して面

接を行うことについて、文書により

利用者の同意を得ていること。

(ｲ) サービス担当者会議等において、

次に掲げる事項について主治の医

師、担当者その他の関係者の合意を

得ていること。

ａ 利用者の心身の状況が安定して

いること。

ｂ 利用者がテレビ電話装置等を活

用して意思疎通を行うことができ

ること。

ｃ 担当職員が、テレビ電話装置等

を活用したモニタリングでは把握

できない情報について、担当者か

ら提供を受けること。

ウ サービスの評価期間が終了する月及

び利用者の状況に著しい変化があった

ときは、利用者の居宅を訪問し、利用

者に面接すること。

エ 利用者の居宅を訪問しない月(イた

だし書の規定によりテレビ電話装置等

を活用して利用者に面接する月を除

く。)においては、可能な限り、指定介

護予防通所リハビリテーション事業所

(指定介護予防サービス等基準第117条

第1項に規定する指定介護予防通所リ

イ 利用者の居宅を訪問しない月におい

ては、可能な限り、指定介護予防通所

リハビリテーション事業所(指定介護

予防サービス等基準第117条第1項に規

定する指定介護予防通所リハビリテー

ション事業所をいう。)を訪問する等の

方法により利用者に面接するよう努め
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ハビリテーション事業所をいう。)を訪

問する等の方法により利用者に面接す

るよう努めるとともに、当該面接がで

きない場合にあっては、電話等により

利用者との連絡を実施すること。

るとともに、当該面接ができない場合

にあっては、電話等により利用者との

連絡を実施すること。

オ 少なくとも1月に1回、モニタリング

の結果を記録すること。

ウ 少なくとも1月に1回、モニタリング

の結果を記録すること。

(17)～(28) 略 (17)～(28) 略

(29) 指定居宅介護支援事業者である指定

介護予防支援事業者は、法第115条の30の

2第1項の規定により市長から情報の提供

を求められた場合には、その求めに応じ

なければならない。

第35条 略 第35条 略

第6章 基準該当介護予防支援に関す

る基準

第6章 基準該当介護予防支援に関す

る基準

(準用) (準用)

第36条 第4条及び第3章から前章(第29条第6

項及び第7項を除く。)までの規定は、基準

該当介護予防支援の事業について準用す

る。この場合において、第7条第1項中「第

20条」とあるのは「第36条において準用す

る第20条」と、第13条第1項中「指定介護予

防支援(法第58条第4項の規定に基づき介護

予防サービス計画費が当該指定介護予防支

援事業者に支払われる場合に係るものを除

く。)」とあるのは「基準該当介護予防支援」

と、「介護予防サービス計画費の額」とあ

るのは「法第59条第3項に規定する特例介護

予防サービス計画費の額」と読み替えるも

のとする。

第36条 第4条及び第3章から前章(第29条第6

項及び第7項を除く。)までの規定は、基準

該当介護予防支援の事業について準用す

る。この場合において、第7条第1項中「第

20条」とあるのは「第36条において準用す

る第20条」と、第13条中「指定介護予防支

援(法第58条第4項の規定に基づき介護予防

サービス計画費が当該指定介護予防支援事

業者に支払われる場合に係るものを除

く。)」とあるのは「基準該当介護予防支援」

と、「介護予防サービス計画費の額」とあ

るのは「法第59条第3項に規定する特例介護

予防サービス計画費の額」と読み替えるも

のとする。

第7章 雑則 第7章 雑則

(電磁的記録等) (電磁的記録等)

第37条 指定介護予防支援事業者及び指定介

護予防支援の提供に当たる者は、作成、保

存その他これらに類するもののうち、この

条例の規定において書面(書面、書類、文書、

謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、

図形等人の知覚によって認識することがで

きる情報が記載された紙その他の有体物を

いう。以下この条において同じ。)で行うこ

とが規定されている又は想定されるもの

(第10条(第36条において準用する場合を含

む。)及び第34条第26号(第36条において準

第37条 指定介護予防支援事業者及び指定介

護予防支援の提供に当たる者は、作成、保

存その他これらに類するもののうち、この

条例の規定において書面(書面、書類、文書、

謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、

図形等人の知覚によって認識することがで

きる情報が記載された紙その他の有体物を

いう。以下この条において同じ。)で行うこ

とが規定されている又は想定されるもの

(第10条(第36条において準用する場合を含

む。)及び第34条第26号(第36条において準
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用する場合を含む。)並びに次項に規定する

ものを除く。)については、書面に代えて、

当該書面に係る電磁的記録により行うこと

ができる。

用する場合を含む。)並びに次項に規定する

ものを除く。)については、書面に代えて、

当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁

気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られる記録であ

って、電子計算機による情報処理の用に供

されるものをいう。)により行うことができ

る。

2 略 2 略
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